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１．概要

 本資料は、再処理施設の技術基準に関する規則「第 10 条 閉じ込めの機

能」及び「第 26 条 使用済燃料等による汚染の防止」に関して、基本設計

方針に記載する事項、添付書類に記載すべき事項、補足説明すべき事項

について整理した結果を示すものである。

 整理にあたっては、「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書

類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付

書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施した。

２．本資料の構成

 「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、

添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付書類等を踏まえた補足

説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を別紙と

して示し、別紙を以下の通り構成する。

 別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。

 別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第１回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。

 別紙３：基本設計方針の添付書類への展開

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。

 別紙４：添付書類の発電炉との比較

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない。（概要などは比較対象

外）

 別紙５：補足説明すべき項目の抽出

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。

 別紙６：変更前記載事項の既設工認等との紐づけ

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。
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別紙 
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:商業機密および核不拡散の観点から公開できない箇所 



再処理施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和４年11月８日　Ｒ12

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１－１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 11/8 11

別紙１－２ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較（第２章 個別項目 冷却水設備等） 11/8 3
基本設計方針　第2章　個別項目　「7.2.3　蒸気供給設備」は設備の申請に合わせて次
回以降に追記する。

別紙２－１ 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 11/8 11

別紙２－２
基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第２章 個別項目 冷却水設備等）

11/8 3
基本設計方針　第2章　個別項目　「7.2.3　蒸気供給設備」は設備の申請に合わせて次
回以降に追記する。

別紙３－１ 基本設計方針の添付書類への展開 11/8 4

別紙３－２ 基本設計方針の添付書類への展開（第２章 個別項目 冷却水設備等） 11/8 3
基本設計方針　第2章　個別項目　「7.2.3　蒸気供給設備」は設備の申請に合わせて次
回以降に追記する。

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 11/8 4

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出 11/8 4

別紙６－１ 変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 11/8 11

別紙６－２ 変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（第２章 個別項目 冷却水設備等） 11/8 3

閉込00-01　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（閉込）】

別紙
備考
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令和４年 11月 ８日 Ｒ11 

別紙１－１ 

基本設計方針の許可整合性、発電炉

との比較 
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別紙１－１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（1 / 15） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

（閉じ込めの機能） 

第十条 安全機能を有する施

設は、次に掲げるところによ

り、使用済燃料、使用済燃料

から分離された物又はこれら

によって汚染された物（以下

「使用済燃料等」という。）

を限定された区域に閉じ込め

る機能を保持するように設置

されたものでなければならな

い。閉①,⑭ 

第1章 共通項目 

4. 閉じ込めの機能

4.1 閉じ込め

安全機能を有する施設は，放射性物

質を系統若しくは機器に閉じ込める，

又は漏えいした場合においても，セ

ル，グローブボックス及びこれらと同

等の閉じ込め機能を有する施設（以下

「セル等」という。）若しくは建屋内

に保持し，放射性物質を限定された区

域に閉じ込める設計とする。閉①-1

4.1.1 系統及び機器への放射性物質の

閉じ込め 

放射性物質を内包する系統及び機器

は，放射性物質が漏えいし難い設計と

する。また，使用する化学薬品，取り

扱う放射性物質，圧力及び温度並びに

保守及び修理の条件を考慮し，ステン

レス鋼，ジルコニウムその他の腐食し

難い材料を使用するとともに，腐食し

ろを確保する設計とする。閉①-2,9

なお，使用済燃料を受け入れ又は貯

蔵する水槽の水の漏えいし難い設計に

ついては，第 2章 個別項目の「1. 使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設」

に示す。 

ウランを含む粉末，焼却灰その他の

粉末状の放射性物質を非密封で取り扱

う場合は，密閉した系統及び機器内で

取り扱う設計とする。閉①-8,15 

四、再処理施設の位置，構造及び設備並

びに再処理の方法 

Ａ．再処理施設の位置，構造及び設備 

ロ．再処理施設の一般構造

(３) 使用済燃料等の閉じ込めに関する

構造

安全機能を有する施設は，放射性物質

を系統若しくは機器に閉じ込める，又は

漏えいした場合においても，セル，グロ

ーブボックス及びこれらと同等の閉じ込

め機能を有する施設（以下「セル等」と

いう。）若しくは建屋内に保持し，放射

性物質を限定された区域に閉じ込める設

計 と す る 。 閉 ① -1, ② -1,⑤-1,2,3,

⑦,⑨,⑪-1,⑫,⑬

放射性物質を限定された区域に閉じ

込めるための機能に係る再処理施設の設

計の基本方針を以下のとおりとする。閉

□1  

 

 

(i) 放射性物質を内包する系統及び機

器は，放射性物質が漏えいし難い構造と

する。また，使用する化学薬品等を考慮

し，腐食し難い材料を使用するととも

に，腐食しろを確保する設計とする。閉

①-2

1. 安全設計

1.1  安全設計の基本方針 

1.1.1  安全機能を有する施設に関する

基本方針 

(17) 安全機能を有する施設は，使用済

燃料等から発生する崩壊熱等を適切に除

去する設計とする。閉◇1

1.4  使用済燃料等の閉じ込めに関する

設計 

安全機能を有する施設は，放射性物質

を限定された区域に閉じ込めるために，

放射性物質を内包する系統及び機器は，

腐食し難く，漏えいし難い構造とすると

ともに，セル，グローブボックス及びこ

れらと同等の閉じ込め機能を有する施設

（以下「セル等」という。）又は室に収

納する設計とする。閉◇1  

また，粉末状の放射性物質を非密封で

取り扱う場合は，密閉した系統及び機器

内で取り扱う設計とする。閉①-8 

さらに，放射性物質を内包する系統及

び機器，セル等及び室並びにセル等及び

室を収納する建屋は，気体廃棄物の廃棄

施設により負圧に維持する設計とする。

閉◇1  

また，万一液体状の放射性物質が漏え

いした場合には，漏えいの拡大を防止し

安全に処置できる設計とする。閉◇1  

(1) 放射性物質を内包する系統及び機

器は，使用する化学薬品，取り扱う放射

性物質，圧力及び温度並びに保守及び修

理の条件を考慮し，ステンレス鋼，ジル

コニウムその他の腐食し難い材料を使用

するとともに，腐食しろを確保する設計

とする。閉①-9 

さらに，溶接構造，爆着接合法による

異材継手，フランジ継手及び水封により

接続することにより，放射性物質が漏え

いし難い設計とする。閉◇2  

また，以下の基本方針により材料選定

及び異種材料の接続を行う。閉◇2 ,◇9  

ａ. 材料選定の基本方針 

放射性物質を含む硝酸溶液を取り扱う

系統及び機器は，ステンレス鋼を使用

し，常圧沸騰状態で比較的硝酸濃度の高

い溶液を取り扱う場合にはジルコニウム

を使用する。閉◇2 ,◇9  

ｂ. 異種材料の接続の基本方針 

ジルコニウムとステンレス鋼との接続

は，爆着接合法による異材継手，フラン

閉②-1（P2へ） 

閉⑤-1,2,3（P4へ） 

閉⑦（P5へ） 

閉⑨（P5へ） 

閉⑪-1（P9へ） 

閉⑫（P9へ） 

閉⑬（P10へ） 

閉①-15（P6から） 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の 

記載内容が一致する箇所 

：発電炉との差異の理由 ：許可からの変更点等 

【凡例】 
(当社の記載) 

<不一致の理由> 

発電炉においては，再処理

施設の技術基準規則１項１

号～８号と同様の要求が無

いため。 
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別紙１－１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（2 / 15） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

一 流体状の使用済燃料等を

内包する容器又は管に使用

済燃料等を含まない流体を

導く管を接続する場合に

は、流体状の使用済燃料等

が使用済燃料等を含まない

流体を導く管に逆流するお

それがない構造であるこ

と。閉② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 液体状の使用済燃料等を

取り扱う設備をその内部に

設置するセルは、当該設備

からの当該物質の漏えいを

監視し得る構造であり、か

つ、当該物質が漏えいした

場合にこれを安全に処理し

得る構造であるとともに当

該物質がセル外に漏えいす

るおそれがない構造である

こと。閉④ 

 

六 液体状のプルトニウム等

を取り扱うグローブボック

スは、当該物質がグローブ

ボックス外に漏えいするお

それがない構造であるこ

と。閉⑧ 

 

 

 

 

4.1.2 放射性物質の逆流防止 

流体状の放射性物質を取り扱う設備

は，放射性物質を含まない流体を取り

扱う設備への放射性物質の逆流により

放射性物質を拡散しない設計とする。

閉②-1 

なお，放射性物質により汚染された

空気を取り扱う換気設備の逆流防止に

関する設計については，第2章 個別項

目の「5. 放射性廃棄物の廃棄施設」

の「5.1.4 換気設備」に示す。 

 

4.1.3 放射性物質の漏えい拡大防止 

(1) セル等又は室への放射性物質を内

包する設備の収納 

放射性物質を内包する系統及び機器

は，その性状に応じてセル等又は室に

適切に収納する設計とする。閉①-10 

プルトニウムを含む溶液及び粉末並

びに高レベル放射性液体廃棄物（以下

「高レベル廃液」という。）を内包す

る系統及び機器は，分析のため少量を

取り扱う場合や，ウラン・プルトニウ

ム混合酸化物（UO2・PuO2，以下「MOX」

という。）粉末を封入した混合酸化物

貯蔵容器を取り扱う場合を除き，セル

等に収納する設計とする。閉①-3,11 

 

(2) 漏えい液の回収 

液体状の放射性物質を内包する系統

及び機器を収納するセル等の床にはス

テンレス鋼製の漏えい液受皿を設置

し，液体状の放射性物質がセル等に漏

えいした場合は，漏えい検知装置によ

り検知し，漏えいの拡大を防止すると

ともに，漏えいした液の性状に応じて

定めた移送先に移送し処理できる設計

とする。閉④-1,⑧ 

 

液体状の放射性物質を内包する系統

及び機器を設置する室の床には漏えい

液受皿を設置し，万一液体状の放射性

物質が漏えいした場合は，漏えいを検

知し，漏えいの拡大を防止するととも

に，漏えいした液の移送及び処理がで

きる設計とする。閉⑪-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) プルトニウムを含む溶液及び粉末

並びに高レベル放射性液体廃棄物（以下

「高レベル廃液」という。）を内包する

系統及び機器は，原則として，セル等に

収納する設計とする。【閉①-3】液体状

の放射性物質を内包する系統及び機器を

収納するセル等の床にはステンレス鋼製

の漏えい液受皿を設置し，液体状の放射

性物質がセル等に漏えいした場合は，漏

えい検知装置により検知し，漏えいの拡

大を防止するとともに，漏えいした液の

性状に応じて定めた移送先に移送し処理

できる設計とする。閉④-1,⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジ継手及び水封を使用する。閉◇2  

フランジ継手は，セル外において異種

材料の接続を行う場合に用いる。閉◇2  

また，水封は，保守が必要なセル内の

機器の気相部の接続に用いる。閉◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 放射性物質を内包する系統及び機

器は，その性状に応じてセル等又は室

に適切に収納する設計とする。【閉①-

10】プルトニウムを含む溶液及び粉末

並びに高レベル放射性液体廃棄物（以

下「高レベル廃液」という。）を内包

する系統及び機器は，分析のため少量

を取り扱う場合や，ウラン・プルトニ

ウム混合酸化物（ＵＯ２・ＰｕＯ２，以

下「ＭＯＸ」という。）粉末を封入し

た混合酸化物貯蔵容器を取り扱う場合

を除き，セル等に収納する設計とす

る。閉①-11 

 

液体状の放射性物質を内包する系統及

び機器を収納するセル等の床にはステン

レス鋼製の漏えい液受皿を設置し，万一

液体状の放射性物質がセル等に漏えいし

た場合は，漏えい検知装置により漏えい

を検知し，漏えいの拡大を防止するとと

もに，スチームジェットポンプ，ポンプ

又は重力流により漏えいした液の性状に

応じて定めた移送先に移送し処理できる

設計とする。閉◇2  

液体状の放射性物質を内包する系統及

び機器を設置する室の床には漏えい液受

皿を設置し，万一液体状の放射性物質が

漏えいした場合は，漏えいを検知し，漏

えいの拡大を防止するとともに，漏えい

した液の移送及び処理ができる設計とす

る。閉⑪-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉②-1（P1から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

放射性物質を限定された区

域に閉じ込める設計のう

ち，流体状の放射性物質の

逆流防止に関する事項につ

いて具体化した。 
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別紙１－１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（3 / 15） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する

水槽から水が漏えいした場合でも水の

漏えいを検知し安全に処置できる設計

とする。閉①-16,17 

なお，使用済燃料を受け入れ又は貯

蔵する水槽から漏えいした水を検知し

安全に処置できる設計については，第 2

章 個別項目の「1. 使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設」に示す。 

 

a. 沸騰するおそれのある又はn－ドデ

カンの引火点に達するおそれのある漏

えい液の回収 

漏えいした液の発熱量が大きく，沸

騰のおそれがあるか又は TBP，n-ドデカ

ン及びこれらの混合物（以下「有機溶

媒」という。）を含む漏えいした液が

n-ドデカンの引火点に達するおそれの

あるセル等については，漏えいを検知

するための漏えい検知装置を多重化

し，万一外部電源が喪失した場合で

も，漏えいした液を確実に移送するた

めに，スチームジェットポンプを使用

する場合の蒸気はその他再処理設備の

附属施設の安全蒸気系から供給し，ポ

ンプを使用する場合の電源は非常用所

内電源系統に接続する設計とする。ま

た，ポンプは，多重化するか，万一故

障しても漏えいした液が沸騰に至らな

い間に修理又は交換できる設計とす

る。閉④-2,6 

なお，安全蒸気系の設計については，

第 2 章 個別項目の「7. その他再処理

設備の附属施設」の「7.2.3 蒸気供給

設備」に示す。 

 

b. 臨界のおそれのある漏えい液の回収 

通常の運転状態において硝酸プルト

ニウム並びに硝酸プルトニウム及び硝

酸ウラニルの混合溶液の無限体系の未

臨界濃度以上のプルトニウムを含む溶

液を内包する機器を収納するセルの床

には，万一漏えいが発生した場合でも

臨界とならない漏えい液受皿を設ける

設計とする。閉④-3,7 

なお，漏えい液受皿の臨界管理に関

する設計については，第１章 共通項

目の「1. 核燃料物質の臨界防止」の

「1.1 核燃料物質の臨界防止に関する

設計」に基づくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漏えいした液の発熱量が大きく，沸騰

のおそれがあるか又はＴＢＰ，ｎ－ドデ

カン及びこれらの混合物（以下「有機溶

媒」という。）を含む漏えいした液がｎ

－ドデカンの引火点に達するおそれのあ

るセル等については，漏えいを検知する

ための漏えい検知装置を多重化し，万一

外部電源が喪失した場合でも，漏えいし

た液を確実に移送するために，スチーム

ジェットポンプを使用する場合の蒸気

は，その他再処理設備の附属施設の安全

蒸気系に，ポンプを使用する場合の電源

は，非常用所内電源系統に接続する設計

とする。また，ポンプは，多重化する

か，万一故障しても漏えいした液が沸騰

に至らない間に修理又は交換できる設計

とする。閉④-2 

 

 

 

 

 

精製施設のプルトニウム精製設備及

び脱硝施設のウラン・プルトニウム混合

脱硝設備には，通常の運転状態おいて硝

酸プルトニウム並びに硝酸プルトニウム

及び硝酸ウラニルの混合溶液の無限体系

の未臨界濃度以上のプルトニウムを含む

溶液を内包する機器から，万一漏えいが

発生した場合でも臨界とならない漏えい

液受皿を設ける設計とする。閉④-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉 ① -16,17 （ P6 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉④-6（P9から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉④-7（P10から） 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

【許可からの変更点】 

共通の基本設計方針とし

て，具体の設備名は基本

設計方針には記載しな

い。 

【許可からの変更点】 

共通の基本設計方針とし

て，具体の設備名は基本

設計方針には記載しない

方針のため，記載を適正

化した。 

【許可からの変更点】 

漏えい液受皿を設置する

箇所を具体化した。 
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別紙１－１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（4 / 15） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四 セル内に設置された流体

状の使用済燃料等を内包す

る設備から、使用済燃料等

が当該設備の冷却水、加熱

蒸気その他の熱媒中に漏え

いするおそれがある場合

は、当該熱媒の系統は、必

要に応じて、漏えい監視設

備を備えるとともに、汚染

した熱媒を安全に処理し得

るように設置すること。 

閉⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連続移送の配管から漏えいのおそれ

があり，漏えいしたプルトニウムを含

む溶液の回収が重力流によらない場合

は，漏えい検知装置を臨界安全管理の

観点から多重化し，万一漏えいした場

合には，漏えいを確実に検知し移送す

る設計とする。閉④-4,8 

通常の運転状態において無限体系の

未臨界濃度以上のプルトニウムを含む

溶液を連続移送する配管から漏えいの

おそれがあり，漏えいしたプルトニウ

ムを含む溶液の回収が重力流によらな

い場合は，漏えい液受皿の集液溝を監

視する装置により，漏えいを検知する

設計とする。閉④-5 

 

(3) 熱媒へ漏えいした流体状の放射性

物質の回収 

管理区域外から流体状の放射性物質

を内包する設備へ冷却水，加熱蒸気及

び温水（以下「熱媒」という。）を供

給する場合は，管理区域内で熱交換器

を介することで，放射性物質を含む流

体を管理区域外に流出しない設計とす

る。閉⑤-1 

熱媒をセル内に設置された流体状の

放射性物質を内包する設備へ供給する

場合は，熱媒中への放射性物質の漏え

いを検知できる設計とする。閉⑤-2 

万一，熱媒中に放射性物質が漏えい

した場合には，汚染した熱媒を安全に

処理できる設計とする。閉⑤-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連続移送の配管から漏えいのおそれが

あり，漏えいしたプルトニウムを含む溶

液の回収が重力流によらない場合は，漏

えい検知装置を臨界安全管理の観点から

多重化し，万一漏えいした場合には，漏

えいを確実に検知し移送する設計とす

る。閉④-4 

通常の運転状態において無限体系の未

臨界濃度以上のプルトニウムを含む溶液

を連続移送する配管から漏えいのおそれ

があり，漏えいしたプルトニウムを含む

溶液の回収が重力流によらない場合は，

漏えい液受皿の集液溝を監視する装置に

より，漏えいを検知する設計とする。閉

④-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉④-8（P10から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉⑤-1（P1から） 

 

 

 

閉⑤-2（P1から） 

 

 

閉⑤-3（P1から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

放射性物質を限定された区域に閉

じ込める設計のうち，流体状の放

射性物質を内包する設備に供給す

る熱媒中ヘの放射性物質の漏えい

に関する事項について具体化し

た。 
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別紙１－１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（5 / 15） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

二 セルは、その内部を常時

負圧状態に維持し得るもの

であること。閉③ 

 

 

 

 

八 プルトニウム等を取り扱

う室 (保管廃棄する室を除

く。) 及び使用済燃料等に

よる汚染の発生のおそれが

ある室は、その内部を負圧

状態に維持し得るものであ

ること。閉⑩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五 プルトニウム及びその化

合物並びにこれらの物質の

一又は二以上を含む物質 

(以下この条において「プル

トニウム等」という。) を

取り扱うグローブボックス

は、その内部を常時負圧状

態に維持し得るものであ

り、【閉⑥】 かつ、給気

口及び排気口を除き、密閉

することができる構造であ

ること。閉⑦ 

 

七 密封されていない使用済

燃料等を取り扱うフード

は、その開口部の風速を適

切に維持し得るものである

こと。閉⑨ 

4.1.4 放射性物質を取り扱う設備，セ

ル等及び室の負圧維持 

 プルトニウムを含む溶液及び高レベ

ル廃液を内包する系統及び機器，【閉

①-4】セル等並びにこれらを収納する

建屋【閉③,⑥,⑩-1】は，原則とし

て，気体廃棄物の廃棄施設により常時

負圧に保ち，【閉①-4,③,⑥,⑩-1】そ

れぞれの気圧は，原則として，建屋，

セル等，系統及び機器の順に低くする

ことで漏えいの拡大を防止する設計と

する。閉①-5 

 また，上記以外の放射性物質を内包す

る系統及び機器，セル等並びにこれらを

収納する建屋は，気体廃棄物の廃棄施設

により負圧に保ち，【閉①-12,13,⑩-

2】それぞれの気圧は，建屋，セル等，

系統及び機器の順に低くすることで漏え

いの拡大を防止する設計とする。閉①-

14 

気体廃棄物の廃棄施設は，放射性物

質の漏えい及び逆流を防止する設計と

する【閉②-2】とともに，フィルタ，

洗浄塔等により放射性物質を適切に除

去した後，主排気筒，北換気筒又は低

レベル廃棄物処理建屋換気筒から放出

する設計とする。閉①-6 

 なお，放射性物質を適切に除去する

ための系統及び機器に関する設計につ

いては，第2章 個別項目の「5. 放射

性廃棄物の廃棄施設」に示す。 

設計基準事故時においても，可能な

限り負圧維持並びに漏えい及び逆流防

止の機能が確保される設計とするとと

もに，一部の換気系統の機能が損なわ

れた場合においても，再処理施設全体

として気体の閉じ込め機能を確保する

設計とする。閉①-7 

 

 

4.1.5 グローブボックス及びフード 

プルトニウムを含む溶液及び粉末を

取り扱うグローブボックスは，給気口

及び排気口を除き密閉できる設計とす

る。閉⑦ 

 

フードは，気体廃棄物の廃棄施設に

より開口部からの空気流入風速を確保

する設計とする。閉⑨ 

 

 

 

 

(ⅲ) プルトニウムを含む溶液及び高レ

ベル廃液を内包する系統及び機器，ウラ

ンを非密封で大量に取り扱う系統及び機

器，【閉①-4】セル等並びにこれらを収

納する建屋【閉③,⑥,⑩-1】は，原則と

して，常時負圧に保ち，【閉①-4,③,

⑥,⑩-1】それぞれの気圧は，原則とし

て，建屋，セル等，系統及び機器の順に

気圧が低くなる設計とする。閉①-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気体廃棄物の廃棄施設は，放射性物質

の漏えい及び逆流を防止する設計とする

【閉②-2】とともに，フィルタ，洗浄塔

等により放射性物質を適切に除去した

後，主排気筒等から放出する設計とす

る。閉①-6  

 

 

 

 

 

設計基準事故時においても，可能な

限り負圧維持，漏えい及び逆流防止の

機能が確保される設計とするととも

に，一部の換気系統の機能が損なわれ

た場合においても，再処理施設全体と

して気体の閉じ込め機能を確保する設

計とする。閉①-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) プルトニウムを含む溶液及び高レ

ベル廃液を内包する系統及び機器並び

にウランを非密封で大量に取り扱う系

統及び機器は，運転切替えに伴う変動

時を除き，気体廃棄物の廃棄施設によ

り常時負圧に保ち，それらの系統及び

機器からの廃ガスは，洗浄，凝縮，吸

着及びろ過により放射性物質を合理的

に達成できる限り除去した後，主排気

筒から放出する設計とする。閉◇1 ,◇12  
また，セル等及びこれらを収納する

建屋並びにウランを非密封で大量に取

り扱う系統及び機器を収納する建屋

は，運転切替えに伴う変動時を除き，

気体廃棄物の廃棄施設により常時負圧

に保ち，排気は，ろ過した後，主排気

筒から放出する設計とする。閉◇1 ,◇12  
さらに，それぞれの気圧は，原則と

して，建屋，セル等，系統及び機器の

順に気圧が低くなる設計とするととも

に，気体廃棄物の廃棄施設は，漏えい

及び逆流を防止する設計とする。閉◇1  

 

 

 

 

 

 

 

設計基準事故時においても，可能な

限り負圧維持，漏えい及び逆流防止の

機能が確保される設計とするととも

に，一部の換気系統の機能が損なわれ

た場合においても，再処理施設全体と

しては，その機能が維持され，公衆に

対して著しい放射線被ばくのリスクを

与えないよう，気体の閉じ込めの機能

を確保する設計とする。閉◇1  

(4) プルトニウムを含む溶液及び高レ

ベル廃液を内包する系統及び機器並び

にウランを非密封で大量に取り扱う系

統及び機器を除く放射性物質を内包す

る系統及び機器は，気体廃棄物の廃棄

施設により負圧に保ち，【閉①-12】そ

れらの系統及び機器からの廃ガスは，

洗浄，凝縮及びろ過により放射性物質

を合理的に達成できる限り除去した

後，主排気筒又は北換気筒から放出す

る設計とする。閉◇1 ,◇12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉①-13（P6から） 

閉⑩-2（P6から） 

 

閉①-14（P6から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉⑦（P1から） 

 

 

 

閉⑨（P1から） 

 

 

【許可からの変更点】 

放射性物質を限定された区域に閉じ

込める設計のうち，フードにおける

開口部からの空気流入風速確保に関

する事項について具体化した。 

【「等」の解説】 

「フィルタ，洗浄塔等」と

は除染効率を期待する機器

（フィルタ，洗浄塔，デミ

スタ，凝縮器その他）の総

称として示した記載である

ことから許可の記載を用い

た。 

【許可からの変更点】 

放射性物質を限定された区域に閉じ

込める設計のうち，放射性物質を取

り扱うグローブボックスの構造に関

する事項について具体化した。 

【許可からの変更点】 

「主排気筒等」につい

て，対象を明確にした。 

【許可からの変更点】 

「ウランを非密封で大量に取り扱

う系統及び機器」について，許可

では事業指定基準規則の要求どお

りの記載としていたが，再処理施

設には設置しない設備であること

から，基本設計方針には記載しな

い。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

【許可からの変更点】 

設計の目的を追記し，

記載を適正化した。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

【許可からの変更点】 

負圧に維持するための

設備を明確にした。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，セル等及びこれらを収納する
建屋は，気体廃棄物の廃棄施設により

負圧に保ち，【閉①-13,⑩-2】排気

は，ろ過した後，主排気筒若しくは北

換気筒又は低レベル廃棄物処理建屋換

気筒から放出する設計とする。閉◇1 ,◇12  
さらに，それぞれの気圧は，建屋，

セル等，系統及び機器の順に気圧が低

くなるように設計する【閉①-14】とと

もに，気体廃棄物の廃棄施設は，漏え

い及び逆流を防止する設計とする。閉

◇1  

(5) ウランを含む粉末，焼却灰その他

の粉末状の放射性物質を非密封で取り

扱う場合は，密閉した系統及び機器内

で取り扱う設計とする。閉①-15 

(6) 安全機能を有する施設の閉じ込め

は，取り扱う放射性物質の種類及び性

状（気体，液体及び固体）に応じて設

計する。閉◇1  

a. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の燃料取出しピット，燃料仮置きピッ

ト，燃料貯蔵プール，チャンネルボック

ス・バーナブルポイズン取扱ピット，燃

料移送水路及び燃料送出しピットは，

【閉①-16】ステンレス鋼を内張りする

ことによりプール水が漏えいし難い構造

とするとともに，【閉◇10 】万一燃料貯

蔵プール水が漏えいした場合でもプール

水の漏えいを検知し安全に処置できる設

計とする。閉①-17 

b. 再処理設備本体 

せん断処理施設は，せん断粉末が漏え

いし難い設計とする。閉◇1  

溶解施設，分離施設，精製施設及び脱

硝施設の放射性物質を内包する系統及び

機器は，腐食し難い材料を用いるととも

に，漏えいし難い構造とし，漏えいの拡

大を防止し安全に処置できる設計とす

る。閉◇1  

酸及び溶媒の回収施設の放射性物質を

内包する系統及び機器は，腐食し難い材

料を用いるとともに，漏えいし難い構造

とし，漏えいの拡大を防止し安全に処置

できる設計とする。閉◇1  

また，酸及び溶媒の回収施設の蒸発缶

は，減圧下で蒸発を行い運転温度を低く

することにより，腐食し難い環境とする

設計とする。閉◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉①-13（P5へ） 

閉⑩-2（P5へ） 

 

 

 

 

閉①-14（P5へ） 

 

 

 

 

 

 

閉①-15（P1へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉①-16（P3へ） 

 

 

 

 

閉①-17（P3へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

【許可からの変更点】 

設計の目的を追記し，

記載を適正化した。 

【許可からの変更点】 

共通の基本設計方針とし

て，具体の設備名は基本

設計方針には記載しない

方針のため，記載を適正

化した。 
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c. 製品貯蔵施設 
ウラン酸化物貯蔵設備は，ウラン酸化

物貯蔵容器にＵＯ３を封入し，閉じ込め

機能を確保する設計とする。閉◇1  

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備は，混合酸化物貯蔵容器にＭＯＸを

封入し，閉じ込め機能を確保する設計と

する。閉◇1  

d. 放射性廃棄物の廃棄施設 

(a) 気体廃棄物の廃棄施設 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備，高

レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備及

び塔槽類廃ガス処理設備の放射性物質を

内包する系統及び機器は，腐食し難い材

料を用いるとともに，漏えいし難い構造

とし，気体状の放射性物質の漏えいの拡

大を防止し安全に処置できる設計とす

る。閉◇1  

また，これらの設備は気体状の放射性

物質の漏えい及び逆流を防止する設計と

する。閉◇1  

換気設備は，汚染のおそれのある区域

を清浄区域より負圧に維持できる設計と

し，汚染の程度の低い区域から高い区域

に空気を流すことのできる設計とする。

閉◇1  

(b) 液体廃棄物の廃棄施設 

高レベル廃液処理設備の放射性物質を

内包する系統及び機器は，腐食し難い材

料を用いるとともに，漏えいし難い構造

とし，漏えいの拡大を防止し安全に処置

できる設計とする。閉◇1  

また，高レベル廃液処理設備の高レベ

ル廃液濃縮缶は，減圧下で蒸発を行い，

運転温度を低くすることにより，腐食し

難い環境とする設計とする。閉◇2  

低レベル廃液処理設備の放射性物質を

内包する系統及び機器は，腐食し難い材

料を用いるとともに，漏えいし難い構造

とし，漏えいの拡大を防止し安全に処置

できる設計とする。閉◇1  

(c) 固体廃棄物の廃棄施設 

固体廃棄物の廃棄施設の液体状の放射

性物質を内包する系統及び機器は，腐食

し難い材料を用いるとともに，漏えいし

難い構造とし，漏えいの拡大を防止し安

全に処置できる設計とする。閉◇1  

e. その他再処理設備の附属施設 

分析設備の分析装置及び分析済溶液処

理系の機器は，セル等又は室に収納し，

液体状の放射性物質の漏えいの拡大を防
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4.1.6 崩壊熱除去 

再処理施設は，使用済燃料及びその

溶解液，放射性廃棄物等の貯蔵及び処

理時に発生する崩壊熱による異常な温

度上昇を防止する設計とする。閉⑭ 

なお，溶解液等の貯蔵及び処理時に

発生する崩壊熱による溶液の異常な温

度上昇を防止するために使用する安全

冷却水系の設計については，第 2章 個

別項目の「7. その他再処理設備の附

属施設」の「7.2.2 冷却水設備」に示

す。 

また，使用済燃料，製品貯蔵容器及

び放射性廃棄物であるガラス固化体の

貯蔵時に発生する崩壊熱による異常な

温度上昇の防止に関する設計について

は，それぞれ第2章 個別項目の「1. 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設」，「3. 製品貯蔵施設」及び「5. 

放射性廃棄物の廃棄施設」の「5.3 固

体廃棄物の廃棄施設」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) その他の主要な構造 

(ⅰ) 安全機能を有する施設 

再処理施設は，使用済燃料及びその

溶解液，放射性廃棄物等の貯蔵，処理時

に発生する崩壊熱による異常な温度上昇

を防止する設計とする。閉⑭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

止し，安全に処置できる設計とする。閉

◇1  

また，セル等又は室は，気体廃棄物の

廃棄施設により閉じ込め機能を確保でき

る設計とする。閉◇1  

 

1.7  その他の設計方針 

1.7.1  崩壊熱除去に関する設計 

(1) 再処理施設は，使用済燃料等から

発生する崩壊熱を適切に除去すること

とし，構造物の温度を適切に維持する

こと，【閉◇1 ,◇10 】また，放射性物質を

含む溶液の崩壊熱による機器内での沸

騰を防止すること等の過度の温度上昇

を防止する設計とする。閉◇2  

(2) ウラン・プルトニウム混合酸化物

貯蔵設備の貯蔵,ホールは，換気設備に

より混合酸化物貯蔵容器を冷却するこ

とにより，構造物の温度を適切に維持

する設計とする。また，ガラス固化体

貯蔵設備は，ガラス固化体からの崩壊

熱を，崩壊熱により生じる通風力によ

って流れる冷却空気により除去するこ

とにより，ガラス固化体及び構造物の

温度を適切に維持する設計とする閉

◇1 ,◇11 ,◇13  
(3) 崩壊熱により溶液が沸騰するおそ

れのある場合は，その他再処理設備の

附属施設の安全冷却水系により冷却

し，冷却能力の喪失による溶液の沸騰

を防止する。さらに，沸騰までの時間

的余裕が小さい場合は，独立した２系

統の安全冷却水系による冷却を行う。

また，安全冷却水系により冷却する場

合は，塔槽類の冷却コイル又は冷却ジ

ャケットを多重化する設計とする。閉

◇2  

なお，漏えい液が沸騰するおそれが

ある場合は，セル等の漏えい液受皿で

受けるとともに，安全に移送及び処理

ができる設計とする。閉◇1  

(4) 崩壊熱除去のために必要な安全上重

要な系統及び機器は，動的機器の単一

故障を仮定しても，その冷却機能を損

なうことのない設計とする。閉◇7  

 

1.7.5  セル及びグローブボックスに関

する設計 

再処理施設は，プルトニウムを含む

溶液及び粉末並びに高レベル廃液を内包

する系統及び機器をセル及びグローブボ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

【「等」の解説】 

「使用済燃料及びその溶解液，放射

性廃棄物等」とは貯蔵及び処理時に

発生する崩壊熱による異常な温度上

昇を引き起こす可能性がある放射性

物質（使用済燃料及びその溶解液，

放射性廃棄物，硝酸プルトニウム溶

液，MOX 粉末その他）の総称として

示した記載であることから許可の記

載を用いた。 

【「等」の解説】 

「溶解液等」とは貯蔵及び

処理時に発生する崩壊熱に

よる異常な温度上昇を引き

起こす可能性がある放射性

物質を含む液体（使用済燃

料の溶解液，硝酸プルトニ

ウム溶液，高レベル廃液そ

の他）の総称として示した

記載である。 
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九 液体状の使用済燃料等を

取り扱う設備が設置される

施設 (液体状の使用済燃料

等の漏えいが拡大するおそ

れがある部分に限る。 ) 

は、次に掲げるところによ

るものであること。 

 

 

 

ロ 液体状の使用済燃料等

を取り扱う設備の周辺部

又は施設外に通ずる出入

口若しくはその周辺部に

は、液体状の使用済燃料

等が施設外へ漏えいする

ことを防止するための堰

が設置されていること。

ただし、施設内部の床面

が隣接する施設の床面又

は地表面より低い場合で

あって、液体状の使用済

燃料等が施設外へ漏えい

するおそれがないとき

は、この限りでない。閉

⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 施設内部の床面及び壁

面は、液体状の使用済燃

料等が漏えいし難いもの

であること。閉⑪ 

 

 

 

 

 

 

4.1.7 液体状の放射性物質の施設外へ

の漏えい防止 

 液体状の放射性物質を内包する系統

及び機器を設置する室の床には「4.1.3 

放射性物質の漏えい拡大防止」に示す

漏えい液受皿を設置し，液体状の放射

性物質が施設外へ漏えいすることを防

止する設計としている。 

 

 

 

 漏えい液受皿を設置しない場合は，

液体状の放射性物質を取り扱う設備の

周辺部又は施設外に通じる出入口若し

くはその周辺部に堰を設置し， 大容

量の機器から全量漏えいした場合にお

いても，液体状の放射性物質が施設外

へ漏えいすることを防止する設計とす

る。閉⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液体状の放射性物質を取り扱う設備

が設置される施設内部のうち，液体状

の放射性物質の漏えいが拡大するおそ

れがある部分の床面，適切な高さまで

の壁面，堰及びこれらの接合部は，耐

水性を有する設計とし，液体状の放射

性物質が漏えいし難い設計とする。ま

た，床面，壁面及び堰に貫通部を設け

る場合は，床面，壁面及び堰の耐水性

が損なわれない設計とする。閉⑪-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ックスに収納する設計とする。閉◇1  

セル及びグローブボックスは，閉じ

込め機能【閉◇2 】，臨界安全，遮蔽機

能，耐震性等を考慮し以下の方針に基づ

き設計する。閉◇4 ,◇5 ,◇6 ,◇8 ,◇14  
(1) 液体状の放射性物質を内包する系

統及び機器を収納するセル及びグロー

ブボックスは，液体状の放射性物質が

漏えいした場合に，セル及びグローブ

ボックスの外に漏えいが拡大すること

を防止するために，ステンレス鋼製の

漏えい液受皿を設置するとともに，漏

えいを検知するための漏えい検知装置

を設置し，漏えいの拡大を防止する。

閉◇1  

また，セル及びグローブボックスにお

いて，万一液体状の放射性物質が漏えい

した場合は，漏えいした液を安全に移送

及び処理できる設計とする。漏えいした

液は，スチームジェットポンプ，ポンプ

又は重力流により漏えいした液の性状に

応じて定めた移送先に移送する。移送先

は，臨界安全，漏えいした液の沸騰防止

等を考慮して設計する。閉◇2  

(2) 漏えいした液の発熱量が大きく，

漏えいした液の沸騰のおそれがあるか，

又は有機溶媒を含む漏えいした液がｎ－

ドデカンの引火点を超えるおそれのある

セル及びグローブボックスについては，

漏えいを確実に検知するために，漏えい

検知装置を多重化し，万一外部電源が喪

失した場合でも漏えいした液を確実に移

送するために，スチームジェットポンプ

を使用する場合の蒸気は，その他再処理

設備の附属施設の安全蒸気系に，ポンプ

を使用する場合の電源は，非常用所内電

源系統に接続する設計とする。また，ポ

ンプは，多重化するか，万一故障しても

漏えいした液が沸騰に至る前に修理又は

交換ができる設計とする。閉④-6 

(3) セルは，気体廃棄物の廃棄施設の

セル排気系に接続することにより，ま

た，グローブボックスは，グローブボッ

クス排気系に接続することにより適切に

負圧に維持する設計とする。閉◇2  

(4) 精製施設のプルトニウム精製設備

及び脱硝施設のウラン・プルトニウム混

合脱硝設備には，通常の運転状態におい

て硝酸プルトニウム並びに硝酸プルトニ

ウム及び硝酸ウラニルの混合溶液の無限

体系の未臨界濃度以上のプルトニウムを

1.3.1 流体状の放射性廃棄物の漏えいし

難い構造及び漏えいの拡大防止 

(2) 漏えいの拡大防止 

床面は，床面の傾斜又は床面に設けら

れた溝の傾斜により流体状の放射性廃棄

物が排液受け口に導かれる構造とし，か

つ，気体状のものを除く流体状の放射性

廃棄物を処理する設備の周辺部には，堰

又は堰と同様の効果を有するものを施設

し，流体状の放射性廃棄物の漏えいの拡

大を防止する設計とする。 

(3) 放射性廃棄物処理施設に係る堰の施

設 

放射性廃棄物処理施設外に通じる出入

口又はその周辺部には，堰を施設するこ

とにより，流体状の放射性廃棄物が施設

外へ漏えいすることを防止する設計とす

る。 

施設外へ漏えいすることを防止するた

めの堰は，処理する設備に係わる配管に

ついて，長さが当該設備に接続される配

管の内径の1／2，幅がその配管の肉厚の

1／2 の大きさの開口を当該設備と当該

配管との接合部近傍に仮定したとき，開

口からの流体状の放射性廃棄物の漏えい

量のうち 大の漏えい量をもってして

も，流体状の放射性廃棄物の漏えいが広

範囲に拡大することを防止する設計とす

る。 

この場合の仮定は堰の能力を算定する

ためにのみに設けるものであり，開口は

施設内の貯蔵設備に1 ヶ所想定し，漏え

い時間は漏えいを適切に止めることがで

きるまでの時間とし，床ドレンファンネ

ルの排出機能を考慮する。床ドレンファ

ンネルは，その機能が確実なものとなる

ように設計する。 

 

1.3.1 流体状の放射性廃棄物の漏えいし

難い構造及び漏えいの拡大防止 

(1) 漏えいし難い構造 

放射性液体廃棄物処理設備内部のう

ち，流体状の放射性廃棄物の漏えいが拡

大する恐れがある部分の漏えいし難い構

造，漏えいの拡大防止，堰については次

の通りとする。 

全ての床面，適切な高さまでの壁面及

びその両者の接合部は，耐水性を有する

設計とし，流体状の放射性廃棄物が漏え

いし難い構造とする。また，その貫通部

は堰の機能を失わない構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉⑫（P1から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉④-6（P3へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉⑪-1（P1から） 

【許可からの変更点】 

放射性物質を限定された区域に閉じ

込める設計のうち，施設内の液体状

の放射性物質が漏えいし難い構造に

関する事項について具体化した。 

【許可からの変更点】 

放射性物質を限定された区域に閉じ

込める設計のうち，施設外への放射

性物質の漏えい防止に関する事項に

ついて具体化した。 

(発電炉の記載) 

<不一致の理由> 

発電炉では技術基準規則の解釈に

基づき，配管の損傷を考慮し，液

体廃棄物が漏えいした場合には床

ファンネルにより排出，かつ，堰

により受け止める構造としている

のに対して，再処理では濃度の高

い放射性物質を含む溶液を内包す

る配管及び容器からの漏えい液

は，漏えい液受皿により受け止め

る構造としているため。また，上

記以外の濃度の低いものについて

は，容器からの全量漏えいを最大

の漏えい量とし，全量漏えいした

場合でも，堰等により全量受け止

める構造としているため。 

(双方の記載) 

<不一致の理由> 

法律で定められている対象が異な

るため。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 
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別紙１－１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（10 / 15） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

ハ 工場等の外に排水を排

出する排水路 (湧水に係

るものであって使用済燃

料等により汚染するおそ

れがある管理区域内に開

口部がないものを除く。) 

の上に施設の床面がない

ようにすること。ただ

し、当該排水路に使用済

燃料等により汚染された

排水を安全に廃棄する設

備及び第二十一条第三号

に掲げる事項を計測する

設備が設置されている場

合は、この限りでない。

閉⑬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液体状の放射性物質を取り扱う設備

が設置される施設の床面下には，敷地

外に管理されずに排出される排水が流

れる排水路を設置しない設計とする。

閉⑬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

含む溶液を内包する機器から，万一漏え

いが発生した場合でも臨界とならない漏

えい液受皿を設ける設計とする。閉④-7 

また，連続移送の配管から漏えいのお

それがあり，漏えいしたプルトニウムを

含む溶液の回収が重力流によらない場合

は，漏えい検知装置を臨界安全管理の観

点から多重化し，万一漏えいした場合に

は，漏えいを確実に検知し移送する設計

とする。閉④-8 

(5) セルは，コンクリート，鉛等によ

る遮蔽機能を有する設計とする。閉◇14  
グローブボックスは，必要に応じて鉛

等による遮蔽機能を有する設計とする。

閉◇14  
(6) セル及びグローブボックスは，耐

震設計上の重要度分類に応じた設計地震

力に対し十分な耐震性を有する設計とす

る。閉◇5  

(7) 将来機器を設置するためのセル

（以下「予備セル」という。）には，機

器を設置する場合に，取り合い工事が可

能なように放射性物質を移送する配管，

冷却水配管等を設置する予備的措置を講

ずる設計とする。閉◇8  

放射性物質を移送する配管，冷却水配

管，蒸気配管，圧縮空気配管，計測制御

用の配管等は，セル内まで設置し閉止す

る設計とする。閉◇8  

予備セルは，遮蔽機能及び耐震設計上

の重要度分類に応じた設計地震力に対し

十分な耐震性を有する設計とする。閉

◇8  

予備セルは，気体廃棄物の廃棄施設の

セル排気系に接続する設計とする。閉

◇8  

(8) 安全上重要な系統及び機器を収納

するセル並びに可燃物を取り扱うセルに

は，取り扱う可燃物の量を考慮し火災検

出装置を設置する。また，安全上重要な

系統及び機器を収納し，かつ，火災の発

生のおそれのあるセルには，固定式消火

設備を設置する。閉◇6  

なお，固定式消火設備を設置するセル

のうち，臨界安全管理の対象機器を収納

するセルには，ガス消火設備を設置す

る。閉◇6  

セルの耐火壁を貫通する換気系の給気

側ダクトには防火ダンパを設置し，火災

発生時には防火ダンパを閉止し火災の拡

大を防止する。閉◇6  

 

1.4 排水路 

液体廃棄物処理設備及びこれに関連す

る施設を設ける建屋の床面下には，発電

所外に管理されずに排出される排水が流

れる排水路を施設しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉④-7（P3へ） 

 

 

 

閉⑬（P1から） 

 

 

閉④-8（P4へ） 

 

(双方の記載) 

<不一致の理由> 

法律で定められている対象が異な

るため。 

(双方の記載) 

<不一致の理由> 

施設名称が異なるため。 

【許可からの変更点】 

放射性物質を限定された区域に閉

じ込める設計のうち，敷地外への

放射性物質の漏えい防止に関する

事項について具体化した。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
核燃料物質を取り扱うグローブボック

ス等は，可能な限り不燃性材料又は難燃

性材料を使用する設計とする。閉◇6  

セル及びグローブボックスに収納する

主要機器を第 1.7.5－１表に示す。閉◇3  

なお，第 1.7.5－１表中の「○」は，

安全上重要な施設を示す。閉◇3  

また，臨界安全管理の対象となる漏え

い液受皿を設けるセルを第 1.7.5－２表

に示し，予備セルを第 1.7.5－３表に示

す。閉◇3  

 

1.7.6  放射性物質の移動に関する設計 

再処理施設における放射性物質の工

程内及び工程間の移動は，配管，容器等

によるものとし，閉じ込め【閉◇2 】，

臨界防止，遮蔽のための措置等適切な安

全対策を講ずる設計とする。 

閉◇4 ,◇5 ,◇6 ,◇8 ,◇14  
(1) 気体状の放射性物質の移動は，配

管又はダクトによるものとし，配管及

びダクトは建物内に設置する設計とす

る。ただし，各建物の塔槽類廃ガス処

理設備等で処理した後の気体状の放射

性物質を各建物から主排気筒，北換気

筒又は低レベル廃棄物処理建屋換気筒

に移送する配管及びダクトは，適切な

安全対策を講じた上で，洞道内又は地

上に設置する。閉◇2  

(2) 液体状の放射性物質の移動は，配

管又は容器によるものとし，建物間で

液体状の放射性物質を移送する配管

は，隣接する建物間の場合を除き，洞

道内に設置する。閉◇2  

(3) 固体状の放射性物質は，容器等に

より移送する設計とする。ただし，使

用済燃料集合体は，使用済燃料輸送容

器から取り出した後は燃料貯蔵プール

内，セル内等において移送する設計と

する。また，ガラス固化体は，固化セ

ル移送台車等により建物内又は洞道内

を移送する設計とする。閉◇2  

 

1.7.6.1  配管及びダクトによる移送に

関する設計 

気体状の放射性物質を移送する配管及

びダクトは，漏えいし難く，かつ，逆流

し難い設計とする。閉◇1  

液体状の放射性物質を移送する配管

は，耐食性に優れた材料を使用し，か

つ，漏えいし難い構造とするとともに，
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
系統及び機器の単一故障若しくは誤動作

又は運転員の単一誤操作による液体状の

放射性物質の漏えいを想定しても，漏え

いの拡大を防止し，漏えいした液を適切

に処理できるよう漏えい液受皿等を設置

する。閉◇1  

液体状の放射性物質を移送する配管

は，再処理施設の長期停止を避けるた

め，必要に応じ，予備配管（長期予備）

を設ける設計とする。閉◇8  

また，これらの配管及びダクトは，

移送する放射性物質の性状，量等に応じ

てセル内に設置する等閉じ込め【閉

◇2 】，臨界防止，遮蔽のための措置等

適切な安全対策を講ずる設計とする。閉

◇4 ,◇14  
なお，これらの配管又はダクトを収

納する洞道は，以下の方針に基づき設計

する。閉◇2 ,◇5  

(1) プルトニウムを含む溶液及び高レ

ベル廃液を移送する配管を収納する洞道

には，セルと同等の閉じ込め機能を有す

るダクト状の固定されたステンレス鋼製

の容器（以下「配管収納容器」とい

う。）を設置し，これら以外の液体状の

放射性物質を移送する配管を収納する洞

道には，配管収納容器又は受皿を設置す

る。万一配管から液体状の放射性物質が

漏えいした場合，漏えいした液は，配管

収納容器又は受皿で受け，漏えいの拡大

を防止し，漏えい検知装置により漏えい

を検知するとともに，漏えいした液の性

状に応じて定めた移送先に移送できる設

計とする。移送先の選定においては，臨

界防止，漏えいした液の沸騰防止等を考

慮した設計とする。閉◇2  

なお，洞道内に収納する液体状の放射

性物質を移送する配管は，液溜まりがで

きないよう適切な勾配を有する設計とす

る。閉◇2  

(2) 配管収納容器の内部は，接続する

建物の換気設備のセルの排気系により，

原則として，常時負圧に保つ設計とす

る。閉◇2  

(3) 液体状の放射性物質を移送するた

めの配管を収納する洞道の内部は，接続

する建物の換気設備により，適切に負圧

に維持できる設計とする。閉◇2  

(4) プルトニウムを含む溶液を移送す

る配管を収納する配管収納容器は，万一

収納する配管からプルトニウムを含む溶
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別紙１－１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（13 / 15） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
液が漏えいした場合，漏えいした液を重

力流で臨界管理された回収先に回収でき

る設計とすることにより，臨界を防止で

きる設計とする。閉◇2  

(5) 洞道は，十分な強度・剛性及び耐

力を有する構造とし，耐震設計上の重要

度に応じた耐震設計を行うとともに，重

要な洞道（耐震Ｓクラスの設備を収納す

る洞道）は，安定な地盤に支持させる設

計とする。閉◇5  

また，土圧，上部を通過する車両等の

荷重に対しても十分な強度を有する構造

とする。閉◇5  

 

1.7.6.2  容器による移送に関する設計 

液体状又は固体状の放射性物質を容器

等により移送する場合は，以下の方針に

基づき移送する設計とする。 

閉◇4 ,◇5 ,◇6 ,◇14  
(1) 容器は，内蔵する放射性物質の性

状，量等に応じて，耐食性に優れた材料

を使用し，かつ，漏えいし難い構造とす

る。閉◇1  

(2) 容器は，不燃性材料を使用する。

閉◇6  

(3) 容器は，内蔵する放射性物質の性

状，量等に応じて臨界防止対策を講ずる

設計とする。閉◇4  

(4) 容器の取扱いに当たっては，内蔵

する放射性物質の性状，量等に応じて

鉄，鉛等により遮蔽機能を確保できる設

計とする。閉◇14  
(5) 固体状の放射性物質を移送するた

めの洞道は，十分な強度・剛性及び耐力

を有する構造とし，耐震設計上の重要度

に応じた耐震設計を行うとともに，重要

な洞道（耐震Ｓクラスの設備を収納する

洞道）は，安定な地盤に支持させる設計

とする。閉◇5  

また，土圧，上部を通過する車両等の

荷重に対しても十分な強度を有する構造

とする。閉◇5  

 

1.7.7  安全機能を有する施設の設計 

1.7.7.3  安全機能を有する施設の選定 

選定の具体化に当たっての主要な考え

方を以下に示す。閉◇1  

(1) 再処理の工程の特徴は，放射性物

質を使用済燃料集合体から開放（溶解）

して処理するため，平常時は廃ガス処理

設備を有した機器内（一次閉じ込め）で
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別紙１－１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（14 / 15） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
処理が進み，何らかの異常で機器から放

射性物質が漏れ出た場合でも独立した換

気設備を有したセル又はグローブボック

ス（二次閉じ込め）で閉じ込めることに

より，可能な限り公衆はもとより，従事

者への放射線影響を排除するよう設計す

る。さらに，二次閉じ込めが損傷するよ

うな事故に発展した場合に備え，独立し

た換気設備を有した建屋が三次閉じ込め

の機能を果たすよう設計する。閉◇1  

 

1.9.4  閉じ込めの機能 

（閉じ込めの機能） 

第四条 安全機能を有する施設は、

放射性物質を限定された区域に適

切に閉じ込めることができるもの

でなければならない。 

 

適合のための設計方針 

安全機能を有する施設は，放射性物質

を限定された区域に閉じ込める機能を有

する設計とするため，以下の設計を行う

ものとする。閉◇1  

(1) 放射性物質を内包する系統及び機

器は，放射性物質が漏えいし難い構造

とする。また，使用する化学薬品等を

考慮し，腐食し難い材料を使用すると

ともに，腐食しろを確保する設計とす

る。閉◇1  

(2) プルトニウムを含む溶液及び粉末

並びに高レベル廃液を内包する系統及び

機器は，原則として，セル等に収納する

設計とする。液体状の放射性物質を内包

する系統及び機器を収納するセル等の床

にはステンレス鋼製の漏えい液受皿を設

置し，液体状の放射性物質がセル等に漏

えいした場合は，漏えい検知装置により

検知し，漏えいの拡大を防止するととも

に，漏えいした液の性状に応じて定めた

移送先に移送し処理できる設計とする。

閉◇1  

(3) プルトニウムを含む溶液及び高レ

ベル廃液を内包する系統及び機器，ウラ

ンを非密封で大量に取り扱う系統及び機

器，セル等並びにこれらを収納する建屋

は，以下の事項を満足する気体廃棄物の

廃棄施設を有する設計とする。閉◇1  

a. 気体廃棄物の廃棄施設は，放射性

物質の漏えい及び逆流を防止する設計

とする。閉◇1  
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別紙１－１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十条 （閉じ込めの機能）（15 / 15） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
b. プルトニウムを含む溶液及び粉末

並びに高レベル廃液を内包する系統及

び機器，ウランを非密封で大量に取り

扱う系統及び機器，セル等並びにこれ

らを収納する建屋は，原則として，常

時負圧に保ち，それぞれの気圧は，原

則として，建屋，セル等，系統及び機

器の順に気圧が低くなる設計とする。

閉◇1  

c. 気体廃棄物の廃棄施設は，フィル

タ，洗浄塔等により放射性物質を適切

に除去した後，主排気筒等から放出す

る設計とする。閉◇1  

d. 設計基準事故時においても，可能

な限り負圧維持，漏えい及び逆流防止

の機能を確保する設計とするととも

に，一部の換気系統の機能が損なわれ

た場合においても，再処理施設全体と

して気体の閉じ込めの機能を確保する

設計とする。閉◇1  
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別紙１－１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十六条（使用済燃料等による汚染の防止）（1 / 1） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

（使用済燃料等による汚染の

防止） 

第二十六条 再処理施設のう

ち人が頻繁に出入りする建物

内部の壁、床その他の部分で

あって、使用済燃料等により

汚染されるおそれがあり、か

つ、人が触れるおそれがある

ものの表面は、使用済燃料等

による汚染を除去しやすいも

のでなければならない。汚① 

 

 

 

 

 

 

２ 再処理施設には、人が触

れるおそれがある器材その他

の物が使用済燃料等により汚

染された場合に当該汚染を除

去するための設備が設けられ

ていなければならない。 

汚② 

 

 

 

第1章 共通項目 

4. 閉じ込めの機能 

4.2 放射性物質による汚染の防止 

放射性物質による汚染のおそれのあ

る部屋の床及び人が触れるおそれのあ

る壁の表面は，汚染の除去が容易で腐

食し難い樹脂系塗料等の材料によって

仕上げる設計とする。汚① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人が触れるおそれがある物の放射性

物質による汚染を除去する除染設備を

設けることで，放射性物質を除去でき

る設計とする。除染設備の排水は，液

体廃棄物の廃棄施設で処理する設計と

する。汚② 

 

四、再処理施設の位置，構造及び設備並

びに再処理の方法 

Ａ．再処理施設の位置，構造及び設備 

ロ．再処理施設の一般構造 

(３) 使用済燃料等の閉じ込めに関する

構造 

安全機能を有する施設は，放射性物

質を系統若しくは機器に閉じ込め

る，又は漏えいした場合において

も，セル，グローブボックス及びこ

れらと同等の閉じ込め機能を有する

施設（以下「セル等」という。）若

しくは建屋内に保持し，放射性物質

を限定された区域に閉じ込める設計

とする。汚①,② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 使用済燃料等の閉じ込めに関する

設計 

安全機能を有する施設は，放射性物質

を限定された区域に閉じ込めるために，

放射性物質を内包する系統及び機器は，

腐食し難く，漏えいし難い構造とすると

ともに，セル，グローブボックス及びこ

れらと同等の閉じ込め機能を有する施設

（以下「セル等」という。）又は室に収

納する設計とする。汚◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 放射性物質による汚染の防止 

放射性物質により汚染されるおそれ

があって，人が頻繁に出入りする管理

区域内の床面，人が触れるおそれがあ

る高さまでの壁面，手摺，梯子の表面

は，平滑にし，放射性物質による汚染

を除去し易い設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人が触れるおそれがある物の放射性

物質による汚染を除去する除染設備を

施設し，放射性物質を除去できる設計

とする。除染設備の排水は，液体廃棄

物処理設備で処理する設計とする。 

 

 

 

 

 

【凡例】 
 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

  ：発電炉との差異の理由  ：許可からの変更点等  

【許可からの変更点】 

放射性物質を限定した区域に閉じ

込める設計のうち，汚染の防止に

関する事項について具体化した。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

どちらの記載も排水処理設

備を示しているが，設備名

称が異なるため。 

【等の解説】 

「樹脂系塗料等」とは耐汚染性・除染性を考慮した塗料及びステンレ

スの総称として示した記載であり，具体的に使用する材料について

は，添付書類「Ⅵ－１－１－２－１ 再処理施設の閉じ込めに関する

説明書」に示すことから，当該箇所では“等”と記載した。 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１－１② 

第十条（閉じ込めの機能） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

閉① 
放射性物質を限定した区域に

閉じ込める設計 

技術基準規則（第 10 条）の要求事

項を受けている内容 

１項 

（17条１項） 

（19 条１項２号） 

（24 条１項１号） 

（28 条 1 項 1 号） 

－ a,b,c,d 

閉② 逆流防止に関する設計 
技術基準規則（第 10 条）の要求事

項を受けている内容 

１項１号 

（24 条 1 項 2 号） 

（28 条 1 項 2 号） 

－ a,b,d 

閉③ セルの負圧維持に関する設計 
技術基準規則（第 10 条）の要求事

項を受けている内容 
１項２号 － a,b 

閉④ 
セルにおける漏えい液回収に

関する設計 

技術基準規則（第 10 条）の要求事

項を受けている内容 

１項３号 

（ 4 条 1 項 ） 
－ a,b,e 

閉⑤ 
熱媒への放射性物質の漏えい

に関する設計 

技術基準規則（第 10 条）の要求事

項を受けている内容 
１項４号 － a,b 

閉⑥ 
グローブボックスの負圧維持

に関する設計 

技術基準規則（第 10 条）の要求事

項を受けている内容 
１項５号 － a,b 

閉⑦ 
グローブボックスの密閉した

構造に関する設計 

技術基準規則（第 10 条）の要求事

項を受けている内容 
1 項５号 － a,b 

閉⑧ 
グローブボックスにおける漏

えい液回収に関する設計 

技術基準規則（第 10 条）の要求事

項を受けている内容 
１項６号 － a,b 

閉⑨ 
フード開口部の風速を適切に

維持する設計 

技術基準規則（第 10 条）の要求事

項を受けている内容 
１項７号 － a,b 

閉⑩ 室の負圧維持に関する設計 
技術基準規則（第 10 条）の要求事

項を受けている内容 
１項８号 － a,b 

閉⑪ 

施設内部床面および壁面の液

体状の放射性物質が漏えいし

難い構造に関する設計 

技術基準規則（第 10 条）の要求事

項を受けている内容 
１項９号イ － a 

閉⑫ 

液体状の放射性物質の施設外

への漏えいを防止するための

堰に関する設計 

技術基準規則（第 10 条）の要求事

項を受けている内容 
１項９号ロ － a,b 

閉⑬ 排水路に関する設計 
技術基準規則（第 10 条）の要求事

項を受けている内容 
１項９号ハ － a 

閉⑭ 崩壊熱除去に関する設計 
技術基準規則（第 10 条）の要求事

項を受けている内容 

１項 

（19 条１項１号） 

（19 条２項） 

（25 条 1項） 

－ 
a,b,c,d,

f 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

別紙１－１② 

 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

閉□1  冒頭宣言 
冒頭宣言から展開される許可本文の設計方針を全て基本

設計方針に記載しているため，記載しない。 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

閉◇1  重複記載 本文と重複するため，記載しない。 － 

閉◇2  添付書類記載事項 
設工認申請書 添付書類に記載する事項であるため，記

載しない。 
a,b 

閉◇3  図表に係る記載 図表に関する事項は基本設計方針に記載しない。 － 

閉◇4  臨界に関する記載 

臨界安全に関する設計方針は，核燃料物質の臨界防止に

関する事項であるため，第４条「核燃料物質の臨界防止」

の基本設計方針で記載する。 

c 

閉◇5  耐震に関する記載 

セル及びグローブボックス等の耐震性能に関する設計方

針は，地震による損傷防止に関する事項であるため，第

６条，第 33 条「地震による損傷防止」の基本設計方針で

記載する。 

g 

閉◇6  火災に関する記載 

セル及びグローブボックス等の火災防護に関する設計方

針は，火災等による損傷の防止に関する事項であるため，

第 11 条，第 35 条「火災等による損傷の防止」の基本設

計方針で記載する。 

h 

閉◇7  
安全上重要な施設の多重性及

び多様性に関する記載 

安全上重要な系統及び機器における動的機器の多重化に

関する設計方針は，安全上重要な施設の多重性に関する

事項であるため，第 15 条「安全上重要な施設」及び第 16

条「安全機能を有する施設」の基本設計方針で記載する。 

f 

閉◇8  
予備セル及び予備配管（長期予

備）に関する記載 

将来機器を設置するためのセル（予備セル）及び廃棄施

設に設置する予備配管（長期予備）に関する設計方針は，

安全機能を有する施設に関する事項であるため，第 15 条

「安全上重要な施設」及び第 16 条「安全機能を有する施

設」の添付書類に記載する。 

i 

閉◇9  材料及び構造に関する記載 

材料選定及び適切な腐食しろの設定に関する設計方針

は，材料及び構造に関する事項であるため，第 17 条「材

料及び構造」の基本設計方針で記載する。 

j 

閉◇10  
使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設に関する記載 

プール水の漏えいし難い構造，漏えい検知及び漏えいし

た液の処理に関する設計方針及び使用済燃料の崩壊熱除

去に関する設計方針は，第 19 条「使用済燃料の貯蔵施設

等」第１項の基本設計方針に示す。 

c 

閉◇11  製品貯蔵施設に関する記載 

製品貯蔵容器の崩壊熱除去に関する設計方針は，第 19 条

「使用済燃料の貯蔵施設等」第２項の基本設計方針に示

す。 

f 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

3 

 

別紙１－１② 

 

 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

閉◇12  廃棄施設に関する記載 
放射性物質を適切に除去するための系統及び機器に関す

る設計方針は，24 条「廃棄施設」の基本設計方針に示す。 
d 

閉◇13  保管廃棄施設に関する記載 
ガラス固化体の崩壊熱除去に関する設計方針は，第 25 条

「保管廃棄施設」の基本設計方針に示す。 
d 

閉◇14  遮蔽に関する記載 

セル等及び容器の遮蔽に関する設計方針は，遮蔽に関す

る事項であるため，第 27 条「遮蔽」の基本設計方針で記

載する。 

k 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ－１－１－２－１ 再処理施設の閉じ込めに関する説明書 

b 

Ⅵ－２－２ 平面図及び断面図 

Ⅵ－２－３ 系統図 

Ⅵ－２－５ 構造図 

c Ⅵ－１－２ 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に関する説明書 

d Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 

e Ⅰ 核燃料物質の臨界防止に関する説明書 

f Ⅵ－１－３ 製品貯蔵施設に関する説明書 

g Ⅳ 再処理施設の耐震性に関する説明書 

h Ⅲ 火災及び爆発の防止に関する説明書 

i 
Ⅵ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全

性に関する説明書 

j Ⅴ－１ 強度計算の基本方針 

k Ⅱ 放射線による被ばくの防止に関する説明書 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１－１② 

第二十六条（使用済燃料等による汚染の防止） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

汚① 

管理区域の壁、床その他の部分

の汚染を除去しやすくする設

計 

技術基準規則（第 26 条）の要求事

項を受けている内容 
１項 － a 

汚② 汚染を除去するための設計 
技術基準規則（第 26 条）の要求事

項を受けている内容 
２項 － a 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

－ － － － 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

汚◇1  重複記載 本文記載事項と重複するため記載しない。 － 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ－１－１－２－１ 再処理施設の閉じ込めに関する説明書 
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【換気能力 ＝ 施設内放射線障害防止能力】＜一号＞ (手段：負圧)
㉓換気設備の排気系 [系統構成]

排風機[容量，浄化]

【漏えい・逆流の防止】＜二号>
③-2 ③のうち換気設備の逆流防止に関わる設計方針

排風機 ，逆止ダンパ [逆流防止の措置]
㉔換気設備の排気系

ダクト，フィルタ，排風機 [漏えい防止の措置]

【ろ過装置の機能維持】＜三号＞
㉑換気設備のフィルタ [交換可能な構造, 保守空間]

【吸気口と排気筒の距離確保による汚染された空気の再吸入防止】＜四号＞
㉕排気筒 [系統構成]

【平常時における放出濃度限度以下にして気体を廃棄する能力】＜一号＞
【気体廃棄物以外の廃棄設備との区別】＜二号＞
【排気口からの放出】＜三号＞
⑲気体廃棄物の廃棄施設 [系統構成，容量]
⑪放射性物質を適切に除去し換気筒から放出する設計方針

洗浄塔，フィルタ等 [除去効率]
【放出濃度限度以下にして液体を廃棄する能力】＜一号＞
【気体廃棄物以外の廃棄設備との区別】＜二号＞
【排水口からの排出】＜五号＞
⑳液体廃棄物の廃棄施設 [系統構成，除去効率，容量]

【ろ過装置の機能維持】＜四号＞
㉒廃ガス処理設備のフィルタ [交換可能な構造, 保守空間]

注記：
・黒文字〇番号の項目は，要求の重複が無いが，設備/運用の一部または全部が2条文以上で重複する項目
・赤文字〇番号の項目は，要求の重複は無く，設備/運用が各条文で重複しない項目
・青，茶，黄，緑，黒の太文字下線部は，各条文のうち複数で重複している要求及びそれを達成するための設計方針/設備

共通 【10条 閉じ込めの機能】 要求事項及び要求される設備

個別 【2８条 換気設備】
要求事項及び要求される設備

10条 閉じ込めの機能とその関連条文の要求事項，要求される設備及び添付書類（再処理施設）

個別 【19条 使用済燃料の貯蔵施設等】
要求事項及び要求される設備

【使用済燃料の崩壊熱除去】<1項一号>
⑮-２ ⑮のうち使用済燃料の崩壊熱除去に係る設計方針

使用済燃料の崩壊熱除去に係る系統及び機器
[系統構成，容量]

【プール水の漏えい防止】<1項二号イ>
①-2 ①のうちプール水の漏えい防止に係る設計方針

プールの漏えいし難い構造 [溶接等の構造]

【プール水の浄化】<1項二号ロ>
⑱プール水を浄化する設備 [系統構成]

【プール水の漏えい検知】<1項二号ハ>
④-3 ④のうちプール水の漏えい液回収に関する設計方針

警報機能 [検知機能]
漏えいしたプール水の回収系統 [系統構成]＊

＊19条1項の技術基準要求は漏えい検知のみだが，許可の使用済燃料の
受入れ施設及び貯蔵施設の項目で回収まで記載していることから，漏えい
検知から回収までを一貫した機能として19条1項で整理した。

【製品貯蔵容器の崩壊熱除去】<２項>
⑮-3 ⑮のうち製品貯蔵容器の崩壊熱除去に係る設計方針

製品貯蔵容器の崩壊熱除去に係る系統及び機器 [系統構成，容量]

個別 【25条 保管廃棄施設】
要求事項及び要求される設備

【ガラス固化体の崩壊熱除去】<1項>
⑮-4 ⑮のうちガラス固化体の崩壊熱除去に係る設計方針

ガラス固化体の崩壊熱除去に係る系統及び機器 ［系統構成，容量]

【限定された区域への閉じ込め】＜1項＞
【漏えいし難い構造，腐食しろの考慮】＜1項＞
①放射性物質を限定された区域への閉じ込めるための設計方針
①-1 放射性物資を取り扱う主要な系統及び機器並びに

閉じ込め機能の支援設備[系統構成，溶接等の構造，材料]
②ウランを含む粉末，焼却灰その他の粉末状の放射性物質を密閉した系統

及び機器内で取り扱う設計 ［密閉できる構造］

【放射性物質等を取り扱う設備の逆流防止】＜一号＞
③放射性物質の逆流防止に関わる設計方針
③-1 放射性物質を取り扱う設備 [逆流防止の措置]

【漏えい液回収】＜1項，三，六，九号イ＞
④放射性物質の漏えい液回収に関する設計方針
④-1 セル等及び室の漏えい検知装置・警報機能 [検知機能]
④-2 セル等及び室の漏えい液受皿とその回収系統 [系統構成，容量]

※漏えい液受皿の臨界管理は基本設計方針
第1章 共通項目「1.1 核燃料物質の臨界防止に関する設計」に基づく

【熱媒への放射性物質の漏えいによる施設外への流出防止】＜四号＞
⑤放射性物質を含む流体を管理区域外へ流出しない設計 [系統構成]
⑥漏えいを検知できる設計 [検知機能]
⑦熱媒を回収する系統 [系統構成]

【放射性物質を取扱う系統・機器，セル等及び室の負圧維持・負圧順序の維持】＜１項，二，五，八号＞
⑧廃ガス処理設備 [系統構成，容量]
⑨換気設備の排気系 [系統構成, 容量]
⑩グローブボックス [気密性(密閉構造）]       

【平常時における放出濃度限度以下にして気体を廃棄する能力】＜1項＞
⑪放射性物質を適切に除去し換気筒から放出する設計方針

【設計基準事故時における負圧維持，漏えい防止，逆流防止の機能確保及び放出量の低減】＜１項＞
⑫プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を取扱う設備の廃ガス処理設備 [系統構成，容量，除去効率]
⑬プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を取扱う設備を収納するセル，グローブボックス，室の排気
[系統構成，容量，除去効率]

【フードの面速維持】＜七号＞
⑭換気設備のフードの排気系 [系統構成，容量]

【崩壊熱の除去】＜１項＞
⑮使用済燃料及びその溶解液，放射性廃棄物等の崩壊熱除去に係る設計方針
⑮‐1 冷却水設備の崩壊熱除去に係る系統及び機器 [系統構成，容量]

【液体状の放射性物質を内包する容器からの拡大防止対策】 ＜九号イ,ロ＞
⑯堰等 [容量]

【その他】
⑰液体状の放射性物質を取り扱う施設の下に管理外の敷地外へつながる排水路を設置しない設計 ＜九号ハ＞

施設内の放射線障害を防
止するために必要な設備
を28条にて示す。

個別 【2４条 廃棄施設】
要求事項及び要求される設備

共通【2４条 廃棄施設】 要求事項

【平常時に排出する廃棄物による公衆の線量を合理的に達成できる限り低くする】＜許可＞

【平常時における放出濃度限度以下にして気体を廃棄する能力】＜一号＞
【放出濃度限度以下にして液体を廃棄する能力】＜一号＞
【気体，液体廃棄物以外の廃棄設備との区別】＜二号＞
【排気口からの放出】＜三号＞
【排水口からの排出】＜五号＞
【ろ過装置の機能維持】＜四号＞

ガラス固化体，使用
済燃料及び製品貯蔵
容器の崩壊熱除去に
必要な設備をそれぞ
れ19条1項，19条2
項及び25条で示す。

添付書類
Ⅵ－１－１－２－１ 再処理施設の閉じ
込めに関する説明書

呼び込む既設工認の説明書
・逆流防止に関する設計の基本方針

（③-1の逆流防止の措置）
・漏えい液受皿の容量に関する説明書

（④-2のうち漏えい液受皿の容量評価）
・漏えい液の回収に関する説明書

（④-2のうち沸騰するおそれ又
はn-ドデカンの引火点に達するおそれ
のある漏えい液の回収評価）

・崩壊熱除去に関する説明書
（⑮-1の崩壊熱除去の評価）

・堰の容量評価に関する説明書
（⑯のうち堰の容量評価）

プール水の漏えいし
難い構造，プール水
の漏えい検知及び漏
えい液の回収に必要
な設備を19条1項で
示す。

添付書類
Ⅵ－１－２ 使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設に関する説明書

呼び込む既設工認の説明書
・プール水冷却系の冷却能力に関する計算書

（⑮-2の崩壊熱除去の評価）
・使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫の
冷却性能に関する計算書

（⑮-2の崩壊熱除去の評価）
・燃料集合体，燃料収納缶及びバスケット落下時
のライニングの健全性に関する説明書

（①-2のプール水の漏えいし難い構造の評価）
・燃料貯蔵プール等の漏えい検知に関する説明
書

（④-3のプール水の漏えい検知及び回収）

添付書類
Ⅵ－１－３ 製品貯蔵施設に
関する説明書

呼び込む既設工認の説明書
・崩壊熱除去に関する説明書

（⑮-3の崩壊熱除去の評価）

添付書類
Ⅵ－1－6 放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書

（24条 廃棄施設）
呼び込む既設工認の説明書
・放射性廃棄物の廃棄施設の
除染係数に関する説明書

（⑪の洗浄塔等の除染係数
の根拠）

（25条保管廃棄施設）
呼び込む既設工認の説明書
・ガラス固化体貯蔵設備の崩
壊熱の除去に関する説明書

（⑮-4の崩壊熱除去に関す
る評価）

（28条 換気設備）
呼び込む既設工認の説明書
・使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋換気設備の換気能力に関す
る計算書
・チャンネルボックス・バーナ
ブルポイズン処理建屋の換気
能力に関する計算書

（㉓の換気能力の評価）

気体廃棄物を周辺
環境へ濃度限度以
下にして廃棄するた
め の 設 備 を 24 条
（個別）にて示す。

ろ過装置の機能維持
について，24条（個
別），28条にて示す。
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令和４年 11月８日 Ｒ３ 

別紙１－２ 

基本設計方針の許可整合性、 

発電炉との比較

（第２章 個別項目 冷却水設備等） 
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別紙１－２① 
基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十条（閉じ込めの機能（第２章 個別項目 冷却水設備等））（1/5） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
※個別施設に関しては技術基準規則との対比で

はなく許可との整合の観点から整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. その他再処理設備の附属施設 

7.2 給水施設及び蒸気供給施設 

7.2.2 冷却水設備 

冷却水設備の設計に係る共通的な設計方針に

ついては，第 1 章 共通項目の「2. 地盤」，

「3. 自然現象等」，「4. 閉じ込めの機

能」，「5. 火災等による損傷の防止」，「6. 

再処理施設内における溢水による損傷の防

止」，「7. 再処理施設内における化学薬品の

漏えいによる損傷の防止」及び「9. 設備に対

する要求」に基づくものとする。 

冷却水設備は，一般冷却水系及び安全冷却水

系で構成し，再処理施設内の各施設で発生する

熱を除去し，冷却塔から大気に放熱する設計と

する。冷水①-1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 給水施設及び蒸気供給施設の構造及び設

備 

(ⅰ) 給水施設 

(ａ) 構 造 

(イ) 設計基準対象の施設 

 

 

 

 

給水施設は，再処理施設の運転に必要なろ過

水，純水等を確保，供給する給水処理設備及び

【他□1 】再処理施設内の各施設で発生する熱を

除去し，冷却塔から大気に放熱する冷却水設備

で構成する。冷水①-1 

冷却水設備は，一般冷却水系及び安全冷却水

系で構成する。冷水①-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5 冷却水設備 

9.5.1 設計基準対象の施設 

9.5.1.1 概  要 

 冷却水設備は，一般冷却水系及び安全冷却水

系で構成し，再処理施設内の各施設で発生する

熱を除去する設備である。他◇1  

 安全冷却水系の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用する。他◇1  

 冷却水設備系統概要図を第 9.5－１図に示

す。他◇2  

 一般冷却水系系統概要図を第 9.5－２図(１)

から第 9.5－２図(５)に示す。他◇2  

 安全冷却水系系統概要図を第 9.5－３図から

第 9.5－５図に示す。他◇2  

 

9.5.1.2 設計方針 

(１) 冷却水設備は，各施設で発生する熱を除

去できる設計とする。他◇1  

(２) 安全冷却水系は，冷却水によってその安

全機能が維持される再処理施設の安全上重要な

施設へ冷却水を供給できる設計とする。他◇4  

(３) 冷却水設備は，放射性物質を含む流体が

環境に流出しない設計とする。他◇4  

(４) 安全冷却水系は，それらを構成する動的

機器の単一故障を仮定しても，その安全機能が

確保できる設計とする。他◇5  

(５) 安全冷却水系は，非常用所内電源系統に

接続し，外部電源が喪失した場合でも，その安

全機能を確保できる設計とする。他◇7  

(６) 安全上重要な施設の安全冷却水系は，定

期的な試験及び検査ができる設計とする。他◇6  

(７) 冷却水設備の屋外機器は，必要に応じて

凍結を防止できる設計とする。他◇3  

(８) 他施設と共用する安全冷却水系の一部

は，共用によって再処理施設の安全性を損なわ

ない設計とする。他◇1  

(９) 冷却水設備のうち使用済燃料の受入れ及

び貯蔵に係る設備は，再処理設備本体の運転開

始に先立ち使用できる設計とする。他◇8  

 

9.5.1.3 主要設備の仕様 

冷却水設備の主要設備の仕様を第 9.5－１表

(１)及び(２)に示す。他◇2  

 なお，冷却水設備のうち使用済燃料の受入れ

及び貯蔵に係る使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設用の安全冷却水系及び使用済燃料輸送容

器管理建屋用の一般冷却水系は，再処理設備本

体の運転開始に先立ち使用できる。他◇8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

：許可からの変更点等 

【凡例】 

【許可からの変更点】 

閉じ込めに係る個別項目の基本設計方針

は，設工認申請書に適した記載とするた

め，原則として語尾を「設計とする。」

に統一する。また，このために必要な場

合は，語尾の前の部分についても適当な

形に修正する（以下同様）。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 
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7.2.2.1 一般冷却水系 

 

 

 

 

 

一般冷却水系は，各建屋換気空調用，使用済

燃料輸送容器管理建屋用，再処理設備本体用，

運転予備用ディーゼル発電機用，第 2 運転予備

用ディーゼル発電機用及び再処理設備本体の運

転予備負荷用の系統で構成する設計とする。 

冷水②-1 

 

 

(1) 各建屋換気空調用 

各建屋換気空調用の一般冷却水系は，冷却塔

により冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプによ

って，再処理設備本体，計測制御系統施設，放

射性廃棄物の廃棄施設及びその他再処理設備の

附属施設に冷却水を供給し，主として各建屋換

気空調等で発生する熱を除去する設計とする。

冷水②-2 

 

(2) 使用済燃料輸送容器管理建屋用 

使用済燃料輸送容器管理建屋用の一般冷却水

系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水循

環ポンプによって，使用済燃料輸送容器管理建

屋の除染エリア内の放射性廃棄物の廃棄施設の

換気空調及びその他再処理設備の附属施設に冷

却水を供給し，発生する熱を除去する設計とす

る。冷水②-3 

 

 

(3) 再処理設備本体用 

再処理設備本体用の一般冷却水系は，冷却塔

により冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプによ

って，再処理設備本体及び放射性廃棄物の廃棄

施設の凝縮器等に冷却水を供給し，発生する熱

を除去する設計とする。冷水②-4 

 

(4) 運転予備用ディーゼル発電機用及び第2運

転予備用ディーゼル発電機用 

運転予備用ディーゼル発電機用及び第 2 運転

予備用ディーゼル発電機用の一般冷却水系は，

冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水循環ポン

プによって，その他再処理設備の附属施設の運

転予備用ディーゼル発電機及び第 2 運転予備用

ディーゼル発電機に冷却水を供給し，発生する

熱を除去する設計とする。冷水②-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.1.4 主要設備 

(１) 一般冷却水系 

 冷却水が汚染するおそれのある設備に冷却水

を供給する場合には，熱交換器を介する設計と

する。他◇4  

 一般冷却水系の屋外機器は，必要に応じて凍

結を防止できる設計とする。他◇3  

 一般冷却水系は，以下の系で構成する設計と

する。 

・各建屋換気空調用 

・使用済燃料輸送容器管理建屋用 

・再処理設備本体用 

・運転予備用ディーゼル発電機用 

・第２運転予備用ディーゼル発電機用 

・再処理設備本体の運転予備負荷用 

冷水②-1 

各建屋換気空調用の一般冷却水系は，冷却塔

により冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプによ

って，再処理設備本体，計測制御系統施設，放

射性廃棄物の廃棄施設及びその他再処理設備の

附属施設に冷却水を供給し，主として各建屋換

気空調等で発生する熱を除去する。冷水②-2 

 

 

 

使用済燃料輸送容器管理建屋用の一般冷却水

系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水循

環ポンプによって，使用済燃料輸送容器管理建

屋の除染エリア内の放射性廃棄物の廃棄施設の

換気空調及びその他再処理設備の附属施設に冷

却水を供給し，発生する熱を除去する。 

冷水②-3 

 使用済燃料輸送容器管理建屋用の一般冷却水

系は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用

できる設計とする。他◇8  

再処理設備本体用の一般冷却水系は，冷却塔

により冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプによ

って，再処理設備本体及び放射性廃棄物の廃棄

施設の凝縮器等に冷却水を供給し，発生する熱

を除去する。冷水②-4 

 

 

 

運転予備用ディーゼル発電機用及び第２運転

予備用ディーゼル発電機用の一般冷却水系は，

冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水循環ポン

プによって，その他再処理設備の附属施設の運

転予備用ディーゼル発電機及び第２運転予備用

ディーゼル発電機に冷却水を供給し，発生する

熱を除去する。冷水②-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【等の解説】 

「各建屋換気空調等」には，一般蒸気系

などの他設備も含まれるが，主たる機能

が建屋換気空調であるため，許可の記載

とした。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

【等の解説】 

「再処理設備本体及び放射性廃棄物の廃

棄施設の凝縮器等」とは，凝縮器，冷凍

機，中間熱交換器などの設備の総称とし

て示すものである。 

【許可からの変更点】 

一般冷却水系を構成する系を説明するた

め，箇条書きから文章記載に変更。 
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(5) 再処理設備本体の運転予備負荷用 

再処理設備本体の運転予備負荷用の一般冷却

水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水

循環ポンプによって，運転予備負荷に直接，又

は冷凍機を介して冷却水を供給し，発生する熱

を除去する設計とする。冷水②-6 

 

7.2.2.2 安全冷却水系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全冷却水系は，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設用，再処理設備本体用並びに第 2 非

常用ディーゼル発電機用の系統で構成する設計

とする。冷水③-1 

 

 

(1) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安

全冷却水系（MOX 燃料加工施設と一部供用（以

下同じ。））は，冷却塔により冷却水を除熱

し，冷却水循環ポンプによって，使用済燃料の

貯蔵施設のプール水冷却系の熱交換器及びその

他再処理設備の附属施設の第 1 非常用ディーゼ

ル発電機等に冷却水を供給し，発生する熱を除

去する設計とする。冷水③-2 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安

全冷却水系は，独立した 2 系列の冷却塔，冷却

水循環ポンプ等により構成し，1 系列の運転で

も必要とする熱除去ができる容量を有する設計

とする。冷水③-3 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安

全冷却水系は，MOX 燃料加工施設と共用するモ

ニタリングポストの非常用電源設備である第 1

非常用ディーゼル発電機の熱を除去するため，

MOX 燃料加工施設と共用し，共用によって再処

理施設の安全性を損なわない設計とする。 

冷水④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

用の安全冷却水系は，ＭＯＸ燃料加工施設と共

用するモニタリングポストの非常用電源設備で

ある第１非常用ディーゼル発電機の熱を除去す

るため，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，共用に

よって再処理施設の安全性を損なわない設計と

する。冷水④ 

 

 

 

再処理設備本体の運転予備負荷用の一般冷却

水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水

循環ポンプによって，運転予備負荷に直接，又

は冷凍機を介して冷却水を供給し，発生する熱

を除去する。冷水②-6 

 

(２) 安全冷却水系 

冷却水が汚染するおそれのある設備に冷却水

を供給する場合には，熱交換器を介する設計と

する。他◇4  

 安全冷却水系は，それらを構成する冷却水循

環ポンプ等の動的機器の単一故障を仮定して

も，崩壊熱除去等の安全機能が確保できるよう

多重化するか，又は系統全体を２系列とする。

他◇5  

 安全冷却水系は，非常用所内電源系統に接続

し，外部電源が喪失した場合でも，崩壊熱除去

等の安全機能を確保できる設計とする。他◇7  

 安全冷却水系の屋外機器は，必要に応じて凍

結を防止できる設計とする。他◇3  

 安全冷却水系は，以下の系で構成する設計と

する。 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 

・再処理設備本体用 

・第２非常用ディーゼル発電機用 

冷水③-1 

 

ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の

安全冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱

し，冷却水循環ポンプによって，使用済燃料の

貯蔵施設のプール水冷却系の熱交換器及びその

他再処理設備の附属施設の第１非常用ディーゼ

ル発電機等に冷却水を供給し，発生する熱を除

去する。冷水③-2 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安

全冷却水系は，独立した２系列の冷却塔，冷却

水循環ポンプ等により構成し，１系列の運転で

も必要とする熱除去ができる容量を有する設計

とする。冷水③-3 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安

全冷却水系は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する

モニタリングポストの非常用電源設備である第

１非常用ディーゼル発電機の熱を除去するた

め，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。他◇1  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安

全冷却水系は，再処理設備本体の運転開始に先

立ち使用できる設計とする。他◇8  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

【許可からの変更点】 

安全冷却水系を構成する系を説明するた

め，箇条書きから文章記載に変更。 

【等の解説】 

「使用済燃料の貯蔵施設のプール水冷却

系の熱交換器及びその他再処理設備の附

属施設の第 1非常用ディーゼル発電機等」

とは，プール水冷却系の熱交換器及び第 1

非常用ディーゼル発電機のほか，第 5低レ

ベル廃液蒸発缶復水器やキャスク内部水

熱交換器，一般蒸気系凝縮水復水器など

の機器の総称として示すものである。 

【等の解説】 

「独立した 2系列の冷却塔，冷却水循環ポ

ンプ等」とは，冷却塔，冷却水循環ポン

プのほか，熱交換器，膨張槽などの機器

の総称として示すものである。 
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(2) 再処理設備本体用 

再処理設備本体用の安全冷却水系は，冷却塔

により冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプによ

って再処理設備本体，計測制御系統施設，放射

性廃棄物の廃棄施設及びその他再処理設備の附

属施設の機器類等に冷却水を供給し，各施設で

発生する熱を除去する設計とする。冷水③-4 

再処理設備本体用の安全冷却水系の冷却水

は，崩壊熱により溶液が沸騰するおそれのある

機器の崩壊熱の除去，安全圧縮空気系の空気圧

縮機の冷却，建屋換気空調等のために供給する

設計とする。冷水③-5 

再処理設備本体用の安全冷却水系は，独立し

た 2 系列の冷却塔，冷却水循環ポンプ等により

構成し，1 系列の運転でも必要とする熱除去が

できる容量を有する設計とする。冷水③-6 

崩壊熱除去用の冷却水は，各建屋に中間熱交

換器を設置して熱交換し，冷却水循環ポンプで

各施設の機器に設ける冷却コイル又は冷却ジャ

ケットに冷却水を供給する。崩壊熱による溶液

の沸騰までの時間余裕が小さい場合は，中間熱

交換器以降は独立した 2 系列とする設計とす

る。冷水③-7 

崩壊熱除去用冷却水の供給が必要な施設は溶

解施設の溶解設備の中間ポット，分離施設の分

離設備の溶解液中間貯槽，精製施設のプルトニ

ウム精製設備のプルトニウム溶液受槽等であ

る。冷水③-8,11 

 再処理設備本体用の安全冷却水系は，その他

再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系の空気

圧縮機へ直接供給し，また，制御建屋等で非常

用所内電源系統に接続する建屋換気設備等へ冷

凍機を介して供給する設計とする。冷水③-9 

 

(3) 第 2 非常用ディーゼル発電機用 

第 2 非常用ディーゼル発電機用の安全冷却水

系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水循

環ポンプによって，その他再処理設備の附属施

設の第 2 非常用ディーゼル発電機に独立して冷

却水を供給し，発生する熱を除去する設計とす

る。冷水③-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全冷却水系冷却塔Ｂ基礎機器配置図を第 9.5－

６図に示す。他◇2  

ｂ．再処理設備本体用の安全冷却水系は，冷却

塔により冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプに

よって再処理設備本体，計測制御系統施設，放

射性廃棄物の廃棄施設及びその他再処理設備の

附属施設の機器類等に冷却水を供給し，各施設

で発生する熱を除去する。冷水③-4 

 再処理設備本体用の安全冷却水系の冷却水

は，崩壊熱により溶液が沸騰するおそれのある

機器の崩壊熱の除去，安全圧縮空気系の空気圧

縮機の冷却，建屋換気空調等のために供給す

る。冷水③-5 

 再処理設備本体用の安全冷却水系は，独立し

た２系列の冷却塔，冷却水循環ポンプ等により

構成し，１系列の運転でも必要とする熱除去が

できる容量を有する設計とする。冷水③-6 

崩壊熱除去用の冷却水は，各建屋に中間熱交

換器を設置して熱交換し，冷却水循環ポンプで

各施設の機器に設ける冷却コイル，冷却ジャケ

ット等に冷却水を供給する。崩壊熱による溶液

の沸騰までの時間余裕が小さい場合は，中間熱

交換器以降は独立した２系列とする。冷水③-7 

 

 崩壊熱除去用冷却水の供給が必要な施設を第

9.5－２表に示す。冷水③-8 

 

 

 

 再処理設備本体用の安全冷却水系は，その他

再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系の空気

圧縮機へ直接供給し，また，制御建屋等で非常

用所内電源系統に接続する建屋換気設備等へ冷

凍機を介して供給する。冷水③-9 

 

 

ｃ．第２非常用ディーゼル発電機用の安全冷却

水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水

循環ポンプによって，その他再処理設備の附属

施設の第２非常用ディーゼル発電機に独立して

冷却水を供給し，発生する熱を除去する。冷水

③-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冷水③-11(P5 より) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【等の解説】 

「崩壊熱により溶液が沸騰するおそれの

ある機器の崩壊熱の除去，安全圧縮空気

系の空気圧縮機の冷却，建屋換気空調

等」とは，これらの用途のほか，計測制

御系統施設の制御室換気などの総称とし

て示すものである。 

【等の解説】 

「制御建屋等で非常用所内電源系統に接

続する建屋換気設備等」とは，制御建屋

等で非常用所内電源系統に接続する建屋

換気設備，セル内クーラ，高レベル廃液

ガラス固化廃ガス処理設備の廃ガス洗浄

器，吸収塔などの総称として示すもので

ある。 

【等の解説】 

「…その他再処理設備の附属施設の機器

類等」とは，溶解設備の中間ポット等の

崩壊熱除去を行う機器・槽類，非常用所

内電源系統に接続する建屋換気設備，セ

ル内クーラ，計測制御系統施設の制御室

換気設備などの設備の総称として示すも

のである。 

【許可からの変更点】 

崩壊熱除去用冷却水の供給先について，

許可の第 9.5-2 表から展開した。ただし，

崩壊熱除去用冷却水の供給先は多数存在

するため，例示として 3施設から 1設備ず

つ記載し，他施設・設備については

「等」でまとめる記載とした。 

【許可からの変更点】 

冷却コイル，冷却ジャケット等につい

て，対象を明確化した。 

【等の解説】 

「制御建屋等」とは，非常用所内電源系

統の供給建屋である制御建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃

液ガラス固化建屋の総称として示すもの

である。 
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別紙１－２① 
基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十条（閉じ込めの機能（第２章 個別項目 冷却水設備等））（5/5） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安

全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂは，高さ約 10ｍ，面積

約 1,100ｍ２の構築物である。他□2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安

全冷却水系冷却塔Ｂ基礎 機器配置概要図を第

46 図に示す。他□3  

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ

は，前処理建屋北側の地上に設置する高さ約 11

ｍ，面積約 830ｍ２の構築物である。他□2  

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ｂ

は，高さ約 11ｍ，面積約 830ｍ２の構築物であ

る。他□2  

第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水

系冷却塔Ａ，Ｂは，高さ約８ｍ，面積約140ｍ２

の構築物である。他□2  

(ｂ) 主要な設備 

(イ) 設計基準対象の施設 

１） 給水処理設備 

ⅰ） 純水装置          １ 式 

他□1  

２） 冷却水設備 

ⅰ） 安全冷却水系          

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 

安全冷却水系冷却塔（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用）２ 基（１基／系列）他□2  

 

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 

   ２ 基（１基／系列）他□2  

 

第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷

却水系冷却塔  ２ 基（１基／系列）

他□2  

 

9.5.1.5 試験・検査 

 安全冷却水系の冷却水循環ポンプ等は，定期

的に試験及び検査を実施する。他◇6  

第9.5-1表(1) 冷却水設備の主要設備の仕様他

◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

第9.5-1表(2) 冷却水設備の主要設備の仕様他

◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9.5-2 表 再処理設備本体用の安全冷却水系

から崩壊熱除去用冷却水の供給が必要な施設 

冷水③-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冷水③-11(P4 へ) 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１－２② 

第十条（閉じ込めの機能） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

冷水

① 
冷却水設備の概要 許可事項の展開 － － ａ  

冷水

② 
一般冷却水系の構成 許可事項の展開 － － ａ  

冷水

③ 
安全冷却水系の構成 許可事項の展開 － － a,b,c 

冷水

④ 

安全冷却水系の共用に関する

基本設計方針 
許可事項の展開 － － ａ 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

他□1  
他条文で展開する事項 

(第 16 条) 

第 16 条「安全機能を有する施設」にて，説明する内容の

ため記載しない。 
－ 

他□2  設備仕様  仕様表に記載する項目であるため，記載しない。 d 

他□3  一般事項  
一般事項であるため，基本設計方針に記載しない（図面

の呼び込み，記載箇所の呼び込み等） 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

他◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）と重複しているた

め，記載しない。 
－ 

他◇2  一般事項  
一般事項であるため，基本設計方針に記載しない（図面

の呼び込み，記載箇所の呼び込み等） 
－ 

他◇3  
他条文で展開する事項 

（第８条） 

第８条「外部からの衝撃による損傷の防止」にて，説明

する内容のため記載しない。 
－ 

他◇4  
共通項目で展開する事項 

(第 10 条) 

第 10 条「閉じ込めの機能」の共通項目にて，説明する内

容のため記載しない。 
－ 

他◇5  
他条文で展開する事項 

(第 15 条) 

第 15 条「安全上重要な施設」にて，説明する内容のため

記載しない。 
－ 

他◇6  
他条文で展開する事項 

(第 16 条) 

第 16 条「安全機能を有する施設」にて，説明する内容の

ため記載しない。 
－ 

他◇7  
他条文で展開する事項 

(第 29 条) 

第 29 条「保安電源設備」にて，説明する内容のため記載

しない。 
－ 

他◇8  先行使用に関する事項 
既に再処理施設本体と接続しているため，基本設計方針

として記載しない。 
－ 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

別紙１－２② 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 
Ⅵ－1－1－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性

に関する説明書 

b Ⅵ－１－１－２－１ 再処理施設の閉じ込めに関する説明書 

c Ⅵ－１－２ 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に関する説明書 

d 別添Ⅱ（仕様表） 
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令和４年 11月８日 Ｒ11 

別紙２－１ 

基本設計方針を踏まえた添付書類の 

記載及び申請回次の展開 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

2

4.1.1　系統及び機器への放射性物質の閉じ込め
　放射性物質を内包する系統及び機器は，放射性物質が漏えいし難い設計と
する。また，使用する化学薬品，取り扱う放射性物質，圧力及び温度並びに
保守及び修理の条件を考慮し，ステンレス鋼，ジルコニウムその他の腐食し
難い材料を使用するとともに，腐食しろを確保する設計とする。
　なお，使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽の水の漏えいし難い設計に
ついては，第2章　個別項目の「1.　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設」
に示す。

設置要求
機能要求①

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込め）

△ 基本方針 －

3
　ウランを含む粉末，焼却灰その他の粉末状の放射性物質を非密封で取り扱
う場合は，密閉した系統及び機器内で取り扱う設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込め）

△ 基本方針 －

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関す
る説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

・プルトニウム精製設備の注水槽，注水槽の液位計
・北換気筒
・低レベル廃棄物処理建屋換気筒

・施設共通　基本設計方針

【機能要求②】
・使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
・使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備，燃料貯蔵設
備，燃料送出し設備，プール水冷却系，プール水浄
化系，補給水設備）
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備（受入れ系，蒸発濃縮系，ウラン
脱硝系）
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝系，焙焼・還元系，粉
体系）
・酸回収設備（第１酸回収系，第２酸回収系）
・溶媒回収設備（分離・分配系，プルトニウム精製
系，ウラン精製系，溶媒処理系）
・ウラン酸化物貯蔵設備
・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
・計測制御設備
・安全保護回路
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガス
処理設備，塔槽類廃ガス処理系（分離建屋），パル
セータ廃ガス処理系（分離建屋），塔槽類廃ガス処
理系（ウラン系），塔槽類廃ガス処理系（プルトニ
ウム系），パルセータ廃ガス処理系（精製建屋），
溶媒処理廃ガス処理系，ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔
槽類廃ガス処理設備，高レベル濃縮廃液廃ガス処理
系，不溶解残渣廃液廃ガス処理系，低レベル廃液処
理建屋塔槽類廃ガス処理設備，低レベル濃縮廃液処
理廃ガス処理系，廃溶媒処理廃ガス処理系，雑固体
廃棄物焼却処理廃ガス処理系，塔槽類廃ガス処理系
（低レベル廃棄物処理建屋），チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理
設備，ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処
理設備，分析建屋塔槽類廃ガス処理設備）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・主排気筒
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系，ア
ルカリ廃液濃縮系，高レベル濃縮廃液貯蔵系，不溶
解残渣廃液貯蔵系，アルカリ濃縮廃液貯蔵系，共用
貯蔵系）
・低レベル廃液処理設備（第1低レベル廃液処理
系，第2低レベル廃液処理系，使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵施設廃液処理系，油分除去系，海洋放
出管理系）
・高レベル廃液ガラス固化設備
・低レベル固体廃棄物処理設備（低レベル濃縮廃液
処理系，廃溶媒処理系，雑固体廃棄物処理系，チャ
ンネルボックス・バーナブルポイズン処理系）
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備（廃樹脂貯蔵系，ハ
ル・エンドピース貯蔵系）
・安全圧縮空気系
・安全冷却水系
・分析設備

上記の設備のうち，使用済燃料等を内包又は取り扱
う主要な系統及び機器

・換気設備（使用済燃料輸送容器管理建屋換気設
備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備，前処理
建屋換気設備，分離建屋換気設備，精製建屋換気設
備，ウラン脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵建屋換気設備，高レベル廃液ガラス固
化建屋換気設備，第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設
備，低レベル廃液処理建屋換気設備，低レベル廃棄
物処理建屋換気設備，ハル・エンドピース貯蔵建屋
換気設備，チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン処理建屋換気設備，分析建屋換気設備）

上記の換気設備のうち，主要な系統及び機器

基本方針
設計方針（閉じ込め）

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関す
る説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

1

第1章　共通項目
4.　閉じ込めの機能
4.1　閉じ込め
　安全機能を有する施設は，放射性物質を系統若しくは機器に閉じ込める，
又は漏えいした場合においても，セル，グローブボックス及びこれらと同等
の閉じ込め機能を有する施設（以下「セル等」という。）若しくは建屋内に
保持し，放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

△ 基本方針

<熱交換器>
・容量
・伝熱面積
・主要材料
・主要寸法

<主配管>
・主要寸法
・主要材料
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２－１

2

4.1.1　系統及び機器への放射性物質の閉じ込め
　放射性物質を内包する系統及び機器は，放射性物質が漏えいし難い設計と
する。また，使用する化学薬品，取り扱う放射性物質，圧力及び温度並びに
保守及び修理の条件を考慮し，ステンレス鋼，ジルコニウムその他の腐食し
難い材料を使用するとともに，腐食しろを確保する設計とする。
　なお，使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽の水の漏えいし難い設計に
ついては，第2章　個別項目の「1.　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設」
に示す。

設置要求
機能要求①

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込め）

3
　ウランを含む粉末，焼却灰その他の粉末状の放射性物質を非密封で取り扱
う場合は，密閉した系統及び機器内で取り扱う設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込め）

・プルトニウム精製設備の注水槽，注水槽の液位計
・北換気筒
・低レベル廃棄物処理建屋換気筒

・施設共通　基本設計方針

【機能要求②】
・使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
・使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備，燃料貯蔵設
備，燃料送出し設備，プール水冷却系，プール水浄
化系，補給水設備）
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備（受入れ系，蒸発濃縮系，ウラン
脱硝系）
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝系，焙焼・還元系，粉
体系）
・酸回収設備（第１酸回収系，第２酸回収系）
・溶媒回収設備（分離・分配系，プルトニウム精製
系，ウラン精製系，溶媒処理系）
・ウラン酸化物貯蔵設備
・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
・計測制御設備
・安全保護回路
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガス
処理設備，塔槽類廃ガス処理系（分離建屋），パル
セータ廃ガス処理系（分離建屋），塔槽類廃ガス処
理系（ウラン系），塔槽類廃ガス処理系（プルトニ
ウム系），パルセータ廃ガス処理系（精製建屋），
溶媒処理廃ガス処理系，ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔
槽類廃ガス処理設備，高レベル濃縮廃液廃ガス処理
系，不溶解残渣廃液廃ガス処理系，低レベル廃液処
理建屋塔槽類廃ガス処理設備，低レベル濃縮廃液処
理廃ガス処理系，廃溶媒処理廃ガス処理系，雑固体
廃棄物焼却処理廃ガス処理系，塔槽類廃ガス処理系
（低レベル廃棄物処理建屋），チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理
設備，ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処
理設備，分析建屋塔槽類廃ガス処理設備）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・主排気筒
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系，ア
ルカリ廃液濃縮系，高レベル濃縮廃液貯蔵系，不溶
解残渣廃液貯蔵系，アルカリ濃縮廃液貯蔵系，共用
貯蔵系）
・低レベル廃液処理設備（第1低レベル廃液処理
系，第2低レベル廃液処理系，使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵施設廃液処理系，油分除去系，海洋放
出管理系）
・高レベル廃液ガラス固化設備
・低レベル固体廃棄物処理設備（低レベル濃縮廃液
処理系，廃溶媒処理系，雑固体廃棄物処理系，チャ
ンネルボックス・バーナブルポイズン処理系）
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備（廃樹脂貯蔵系，ハ
ル・エンドピース貯蔵系）
・安全圧縮空気系
・安全冷却水系
・分析設備

上記の設備のうち，使用済燃料等を内包又は取り扱
う主要な系統及び機器

・換気設備（使用済燃料輸送容器管理建屋換気設
備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備，前処理
建屋換気設備，分離建屋換気設備，精製建屋換気設
備，ウラン脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵建屋換気設備，高レベル廃液ガラス固
化建屋換気設備，第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設
備，低レベル廃液処理建屋換気設備，低レベル廃棄
物処理建屋換気設備，ハル・エンドピース貯蔵建屋
換気設備，チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン処理建屋換気設備，分析建屋換気設備）

上記の換気設備のうち，主要な系統及び機器

基本方針
設計方針（閉じ込め）

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

1

第1章　共通項目
4.　閉じ込めの機能
4.1　閉じ込め
　安全機能を有する施設は，放射性物質を系統若しくは機器に閉じ込める，
又は漏えいした場合においても，セル，グローブボックス及びこれらと同等
の閉じ込め機能を有する施設（以下「セル等」という。）若しくは建屋内に
保持し，放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

△ 基本方針 基本方針 － 基本方針 －

△ － 基本方針 － － －

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

△

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関す
る説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

<容器>
・主要材料
・主要寸法
・容量

<運搬・製品容器
>
・主要材料
・主要寸法

<ポンプ>
・揚程又は吐出
圧力
・容量
・原動機

<熱交換器>
・主要材料
・主要寸法
・伝熱面積
・容量

<圧縮機>
・容量
・吐出圧力
・主要材料
・主要寸法

<核物質等取扱
ボックス>
・主要材料
・主要寸法
・漏えい率

<機械装置>
・主要材料
・主要寸法

<主配管>
・主要材料
・主要寸法

<ファン>
・主要材料
・主要寸法
・容量
・原動機

<フィルタ>
・主要材料
・主要寸法
・効率
・容量

<建物・構築物>
・主要材料
・主要寸法

<主要弁>
・閉止時間
・駆動方式
・主要材料
・主要寸法

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲

＜インターロッ
ク＞
・検出器の種類
・設定値

<ろ過装置>
・主要材料
・主要寸法

基本方針基本方針 － 基本方針

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

5

4.1.3　放射性物質の漏えい拡大防止
(1)　セル等又は室への放射性物質を内包する設備の収納
　放射性物質を内包する系統及び機器は，その性状に応じてセル等又は室に
適切に収納する設計とする。
　プルトニウムを含む溶液及び粉末並びに高レベル放射性液体廃棄物（以下
「高レベル廃液」という。）を内包する系統及び機器は，分析のため少量を
取り扱う場合や，ウラン・プルトニウム混合酸化物（UO2・PuO2，以下「MOX」

という。）粉末を封入した混合酸化物貯蔵容器を取り扱う場合を除き，セル
等に収納する設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込め）

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

△ 基本方針 －

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

8

　使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽から水が漏えいした場合でも水の
漏えいを検知し安全に処置できる設計とする。
　なお，使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽から漏えいした水を検知し
安全に処置できる設計については，第2章　個別項目の「1.　使用済燃料の受
入れ施設及び貯蔵施設」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

△ 基本方針 －

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
・セル等及び室の床に設置する漏えい液受皿の容量
評価については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合に関する説明
書」）から変更なし。

△ 基本方針 －

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関す
る説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

△ 基本方針 －

・使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系）
・ウラン精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備（受入系，蒸発濃縮系，ウラン脱
硝系）
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝系）
・溶媒回収設備（プルトニウム精製系）
・計測制御設備
・高レベル廃液処理設備（高レベル濃縮廃液貯蔵
系）
・低レベル廃液処理設備（第1低レベル廃液処理
系，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理
系，海洋放出管理系）
・低レベル固体廃棄物処理設備（低レベル濃縮廃液
処理系,廃溶媒処理系）
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備（廃樹脂貯蔵系，ハ
ル・エンドピ－ス貯蔵系）
・分析設備

上記の設備のうち，室に設置している漏えい液受皿
からの漏えい液回収に係る系統及び機器
回収が重力流によらない場合：漏えい液受皿，漏え
いを検知するための設備
回収が重力流による場合：漏えい液受皿，漏えいを
検知するための設備及び漏えい液受皿から最終回収
先の貯槽までの配管

基本方針
設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止）
評価条件（漏えいの拡大
防止）
評価（漏えいの拡大防
止）

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
・セル等及び室の床に設置する漏えい液受皿の容量
評価については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合に関する説明
書」）から変更なし。

・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝系）
・酸回収設備（第１酸回収系，第２酸回収系）
・溶媒回収設備（分離・分配系，プルトニウム精製
系，ウラン精製系，溶媒処理系）
・計測制御設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系（分
離建屋），塔槽類廃ガス処理系（ウラン系），塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）,ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，高レ
ベル濃縮廃液廃ガス処理系，不溶解残渣廃液廃ガス
処理系）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設
備）
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系，ア
ルカリ廃液濃縮系，高レベル濃縮廃液貯蔵系，不溶
解残渣廃液貯蔵系，アルカリ濃縮廃液貯蔵系，共用
貯蔵系）
・低レベル廃液処理設備（第１低レベル廃液処理
系）
・高レベル廃液ガラス固化設備
・分析設備

上記の設備のうち，セル等からの漏えい液回収に係
る系統及び機器
回収が重力流によらない場合：漏えい液受皿，漏え
い検知装置
回収が重力流による場合：漏えい液受皿，漏えい検
知装置及び漏えい液受皿から最終回収先の貯槽まで
の配管

※漏えいした液が沸騰又は爆発のおそれのある液体
状の放射性物質を内包する機器からの漏えいにおけ
る受皿以降の回収系統は，項目番号9で抽出する。

基本方針
設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止・漏えい液の回収能
力）
評価条件評価（漏えいの
拡大防止・漏えい液の回
収能力）
評価（漏えいの拡大防
止・漏えい液の回収能
力）

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（逆流防止）

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
・逆流防止に関する設計方針の説明については，既
設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術
基準への適合に関する説明書」）から変更なし。

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関す
る説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

7

　液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を設置する室の床には漏えい
液受皿を設置し，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合は，漏えいを検
知し，漏えいの拡大を防止するとともに，漏えいした液の移送及び処理がで
きる設計とする。

機能要求①
機能要求②
評価要求

6

(2)　漏えい液の回収
　液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を収納するセル等の床にはス
テンレス鋼製の漏えい液受皿を設置し，液体状の放射性物質がセル等に漏え
いした場合は，漏えい検知装置により検知し，漏えいの拡大を防止するとと
もに，漏えいした液の性状に応じて定めた移送先に移送し処理できる設計と
する。

機能要求①
機能要求②
評価要求

4

4.1.2　放射性物質の逆流防止
　流体状の放射性物質を取り扱う設備は，放射性物質を含まない流体を取り
扱う設備への放射性物質の逆流により放射性物質を拡散しない設計とする。
　なお，放射性物質により汚染された空気を取り扱う換気設備の逆流防止に
関する設計については，第2章　個別項目の「5.　放射性廃棄物の廃棄施設」
の「5.1.4　換気設備」に示す。

設置要求
冒頭宣言

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
・逆流防止に関する設計方針の説明については，既
設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術
基準への適合に関する説明書」）から変更なし。

△ 基本方針 －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２－１

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

5

4.1.3　放射性物質の漏えい拡大防止
(1)　セル等又は室への放射性物質を内包する設備の収納
　放射性物質を内包する系統及び機器は，その性状に応じてセル等又は室に
適切に収納する設計とする。
　プルトニウムを含む溶液及び粉末並びに高レベル放射性液体廃棄物（以下
「高レベル廃液」という。）を内包する系統及び機器は，分析のため少量を
取り扱う場合や，ウラン・プルトニウム混合酸化物（UO2・PuO2，以下「MOX」

という。）粉末を封入した混合酸化物貯蔵容器を取り扱う場合を除き，セル
等に収納する設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込め）

8

　使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽から水が漏えいした場合でも水の
漏えいを検知し安全に処置できる設計とする。
　なお，使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽から漏えいした水を検知し
安全に処置できる設計については，第2章　個別項目の「1.　使用済燃料の受
入れ施設及び貯蔵施設」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

・使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系）
・ウラン精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備（受入系，蒸発濃縮系，ウラン脱
硝系）
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝系）
・溶媒回収設備（プルトニウム精製系）
・計測制御設備
・高レベル廃液処理設備（高レベル濃縮廃液貯蔵
系）
・低レベル廃液処理設備（第1低レベル廃液処理
系，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理
系，海洋放出管理系）
・低レベル固体廃棄物処理設備（低レベル濃縮廃液
処理系,廃溶媒処理系）
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備（廃樹脂貯蔵系，ハ
ル・エンドピ－ス貯蔵系）
・分析設備

上記の設備のうち，室に設置している漏えい液受皿
からの漏えい液回収に係る系統及び機器
回収が重力流によらない場合：漏えい液受皿，漏え
いを検知するための設備
回収が重力流による場合：漏えい液受皿，漏えいを
検知するための設備及び漏えい液受皿から最終回収
先の貯槽までの配管

基本方針
設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止）
評価条件（漏えいの拡大
防止）
評価（漏えいの拡大防
止）

・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝系）
・酸回収設備（第１酸回収系，第２酸回収系）
・溶媒回収設備（分離・分配系，プルトニウム精製
系，ウラン精製系，溶媒処理系）
・計測制御設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系（分
離建屋），塔槽類廃ガス処理系（ウラン系），塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）,ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，高レ
ベル濃縮廃液廃ガス処理系，不溶解残渣廃液廃ガス
処理系）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設
備）
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系，ア
ルカリ廃液濃縮系，高レベル濃縮廃液貯蔵系，不溶
解残渣廃液貯蔵系，アルカリ濃縮廃液貯蔵系，共用
貯蔵系）
・低レベル廃液処理設備（第１低レベル廃液処理
系）
・高レベル廃液ガラス固化設備
・分析設備

上記の設備のうち，セル等からの漏えい液回収に係
る系統及び機器
回収が重力流によらない場合：漏えい液受皿，漏え
い検知装置
回収が重力流による場合：漏えい液受皿，漏えい検
知装置及び漏えい液受皿から最終回収先の貯槽まで
の配管

※漏えいした液が沸騰又は爆発のおそれのある液体
状の放射性物質を内包する機器からの漏えいにおけ
る受皿以降の回収系統は，項目番号9で抽出する。

基本方針
設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止・漏えい液の回収能
力）
評価条件評価（漏えいの
拡大防止・漏えい液の回
収能力）
評価（漏えいの拡大防
止・漏えい液の回収能
力）

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（逆流防止）

7

　液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を設置する室の床には漏えい
液受皿を設置し，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合は，漏えいを検
知し，漏えいの拡大を防止するとともに，漏えいした液の移送及び処理がで
きる設計とする。

機能要求①
機能要求②
評価要求

6

(2)　漏えい液の回収
　液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を収納するセル等の床にはス
テンレス鋼製の漏えい液受皿を設置し，液体状の放射性物質がセル等に漏え
いした場合は，漏えい検知装置により検知し，漏えいの拡大を防止するとと
もに，漏えいした液の性状に応じて定めた移送先に移送し処理できる設計と
する。

機能要求①
機能要求②
評価要求

4

4.1.2　放射性物質の逆流防止
　流体状の放射性物質を取り扱う設備は，放射性物質を含まない流体を取り
扱う設備への放射性物質の逆流により放射性物質を拡散しない設計とする。
　なお，放射性物質により汚染された空気を取り扱う換気設備の逆流防止に
関する設計については，第2章　個別項目の「5.　放射性廃棄物の廃棄施設」
の「5.1.4　換気設備」に示す。

設置要求
冒頭宣言

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ 基本方針 基本方針 － － －

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

△ 基本方針 － － － －

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

△

△

△

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
・セル等及び室の床に設置する漏えい液受皿の容量
評価については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合に関する説明
書」）から変更なし。

－基本方針

<容器>
・主要材料
・主要寸法
・高さ

<主配管>
主要材料
主要寸法

<計装／放管設備
>
・検出器の種類
・計測範囲
・設定値

－ －

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
・逆流防止に関する設計方針の説明については，既
設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術
基準への適合に関する説明書」）から変更なし。

<容器>
・主要材料
・主要寸法
・高さ

<核物質等取扱
ボックス>
・主要材料
・主要寸法
・高さ

<主配管>
・主要材料
・主要寸法

<計装／放管設
備〉
・検出器の種類
・計測範囲
・設定値

基本方針

－

基本方針

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関す
る説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

基本方針

基本方針

－ －

－ －

39



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

12

(3)　熱媒へ漏えいした流体状の放射性物質の回収
　管理区域外から流体状の放射性物質を内包する設備へ冷却水，加熱蒸気及
び温水（以下「熱媒」という。）を供給する場合は，管理区域内で熱交換器
を介することで，放射性物質を含む流体を管理区域外に流出しない設計とす
る。

設置要求 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込め）

△ 基本方針 －

13
　熱媒をセル内に設置された流体状の放射性物質を内包する設備へ供給する
場合は，熱媒中への放射性物質の漏えいを検知できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

施設共通　基本設計方針

【機能要求②】
セル内に熱媒を供給する設備の経路上に設置してい
る計測制御設備

基本方針
設計方針（閉じ込め）

△ 基本方針 －

14
　万一，熱媒中に放射性物質が漏えいした場合には，汚染した熱媒を安全に
処理できる設計とする。

機能要求① 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込め）

△ 基本方針 －

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関す
る説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

△ 基本方針 －

△ 基本方針 －

施設共通　基本設計方針

【機能要求②】
・プルトニウム精製設備
・計測制御設備

上記の設備のうち，連続移送配管から漏えいした未
臨界濃度以上のプルトニウムを含む溶液の回収が重
力流によらない漏えい液受皿，漏えい検知装置

基本方針
設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止）
評価条件（漏えいの拡大
防止）
評価（漏えいの拡大防
止）

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関す
る説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

・プルトニウム精製設備
・精製施設一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系）

上記の設備のうち，臨界防止として，液厚管理の必
要がある漏えい液受皿

基本方針
設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止）
評価条件（漏えいの拡大
防止）
評価（漏えいの拡大防
止）

・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・プルトニウム精製設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系，高
レベル濃縮廃液貯蔵系，不溶解残渣廃液貯蔵系，共
用貯蔵系）
・高レベル廃液ガラス固化設備
・計測制御設備
・安全蒸気系

上記の設備のうち，沸騰するおそれがある漏えい液
又はn-ドデカンの引火点に達するおそれのある漏え
い液受皿，漏えい検知装置，漏えい液受皿から回収
貯槽までの配管，ポンプで回収する場合はポンプ，
スチームジェットポンプで回収する場合はスチーム
ジェットポンプ並びに安全蒸気の供給に必要な系統
及び機器を対象とする。発熱量が大きく，安全に回
収するために希釈が必要な場合には，希釈液の供給
系統も含める。

基本方針
設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止）
評価条件（漏えいの拡大
防止）
評価（漏えいの拡大防
止）

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
・沸騰するおそれのある漏えい液又はn－ドデカン
の引火点に達するおそれのある漏えい液の回収評価
については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工
事の方法の技術基準への適合に関する説明書」）か
ら変更なし。

11

　連続移送の配管から漏えいのおそれがあり，漏えいしたプルトニウムを含
む溶液の回収が重力流によらない場合は，漏えい検知装置を臨界安全管理の
観点から多重化し，万一漏えいした場合には，漏えいを確実に検知し移送す
る設計とする。
　通常の運転状態において無限体系の未臨界濃度以上のプルトニウムを含む
溶液を連続移送する配管から漏えいのおそれがあり，漏えいしたプルトニウ
ムを含む溶液の回収が重力流によらない場合は，漏えい液受皿の集液溝を監
視する装置により，漏えいを検知する設計とする。

設置要求
機能要求②
評価要求

10

b.　臨界のおそれのある漏えい液の回収
　通常の運転状態において硝酸プルトニウム並びに硝酸プルトニウム及び硝
酸ウラニルの混合溶液の無限体系の未臨界濃度以上のプルトニウムを含む溶
液を内包する機器を収納するセルの床には，万一漏えいが発生した場合でも
臨界とならない漏えい液受皿を設ける設計とする。
　なお，漏えい液受皿の臨界管理に関する設計については，第１章　共通項
目の「1.　核燃料物質の臨界防止」の「1.1　核燃料物質の臨界防止に関する
設計」に基づくものとする。

機能要求②
評価要求
冒頭宣言

9

a.　沸騰するおそれのある又はn－ドデカンの引火点に達するおそれのある漏
えい液の回収
　漏えいした液の発熱量が大きく，沸騰のおそれがあるか又はTBP，n-ドデカ
ン及びこれらの混合物（以下「有機溶媒」という。）を含む漏えいした液が
n-ドデカンの引火点に達するおそれのあるセル等については，漏えいを検知
するための漏えい検知装置を多重化し，万一外部電源が喪失した場合でも，
漏えいした液を確実に移送するために，スチームジェットポンプを使用する
場合の蒸気はその他再処理設備の附属施設の安全蒸気系から供給し，ポンプ
を使用する場合の電源は非常用所内電源系統に接続する設計とする。また，
ポンプは，多重化するか，万一故障しても漏えいした液が沸騰に至らない間
に修理又は交換できる設計とする。
　なお，安全蒸気系の設計については，第2章 個別項目の「7.　その他再処
理設備の附属施設」の「7.2.3　蒸気供給設備」に示す。

機能要求①
機能要求②
評価要求
冒頭宣言

△ 基本方針 －

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
・沸騰するおそれのある漏えい液又はn－ドデカン
の引火点に達するおそれのある漏えい液の回収評価
については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工
事の方法の技術基準への適合に関する説明書」）か
ら変更なし。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２－１

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

12

(3)　熱媒へ漏えいした流体状の放射性物質の回収
　管理区域外から流体状の放射性物質を内包する設備へ冷却水，加熱蒸気及
び温水（以下「熱媒」という。）を供給する場合は，管理区域内で熱交換器
を介することで，放射性物質を含む流体を管理区域外に流出しない設計とす
る。

設置要求 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込め）

13
　熱媒をセル内に設置された流体状の放射性物質を内包する設備へ供給する
場合は，熱媒中への放射性物質の漏えいを検知できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

施設共通　基本設計方針

【機能要求②】
セル内に熱媒を供給する設備の経路上に設置してい
る計測制御設備

基本方針
設計方針（閉じ込め）

14
　万一，熱媒中に放射性物質が漏えいした場合には，汚染した熱媒を安全に
処理できる設計とする。

機能要求① 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込め）

施設共通　基本設計方針

【機能要求②】
・プルトニウム精製設備
・計測制御設備

上記の設備のうち，連続移送配管から漏えいした未
臨界濃度以上のプルトニウムを含む溶液の回収が重
力流によらない漏えい液受皿，漏えい検知装置

基本方針
設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止）
評価条件（漏えいの拡大
防止）
評価（漏えいの拡大防
止）

・プルトニウム精製設備
・精製施設一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系）

上記の設備のうち，臨界防止として，液厚管理の必
要がある漏えい液受皿

基本方針
設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止）
評価条件（漏えいの拡大
防止）
評価（漏えいの拡大防
止）

・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・プルトニウム精製設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系，高
レベル濃縮廃液貯蔵系，不溶解残渣廃液貯蔵系，共
用貯蔵系）
・高レベル廃液ガラス固化設備
・計測制御設備
・安全蒸気系

上記の設備のうち，沸騰するおそれがある漏えい液
又はn-ドデカンの引火点に達するおそれのある漏え
い液受皿，漏えい検知装置，漏えい液受皿から回収
貯槽までの配管，ポンプで回収する場合はポンプ，
スチームジェットポンプで回収する場合はスチーム
ジェットポンプ並びに安全蒸気の供給に必要な系統
及び機器を対象とする。発熱量が大きく，安全に回
収するために希釈が必要な場合には，希釈液の供給
系統も含める。

基本方針
設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止）
評価条件（漏えいの拡大
防止）
評価（漏えいの拡大防
止）

11

　連続移送の配管から漏えいのおそれがあり，漏えいしたプルトニウムを含
む溶液の回収が重力流によらない場合は，漏えい検知装置を臨界安全管理の
観点から多重化し，万一漏えいした場合には，漏えいを確実に検知し移送す
る設計とする。
　通常の運転状態において無限体系の未臨界濃度以上のプルトニウムを含む
溶液を連続移送する配管から漏えいのおそれがあり，漏えいしたプルトニウ
ムを含む溶液の回収が重力流によらない場合は，漏えい液受皿の集液溝を監
視する装置により，漏えいを検知する設計とする。

設置要求
機能要求②
評価要求

10

b.　臨界のおそれのある漏えい液の回収
　通常の運転状態において硝酸プルトニウム並びに硝酸プルトニウム及び硝
酸ウラニルの混合溶液の無限体系の未臨界濃度以上のプルトニウムを含む溶
液を内包する機器を収納するセルの床には，万一漏えいが発生した場合でも
臨界とならない漏えい液受皿を設ける設計とする。
　なお，漏えい液受皿の臨界管理に関する設計については，第１章　共通項
目の「1.　核燃料物質の臨界防止」の「1.1　核燃料物質の臨界防止に関する
設計」に基づくものとする。

機能要求②
評価要求
冒頭宣言

9

a.　沸騰するおそれのある又はn－ドデカンの引火点に達するおそれのある漏
えい液の回収
　漏えいした液の発熱量が大きく，沸騰のおそれがあるか又はTBP，n-ドデカ
ン及びこれらの混合物（以下「有機溶媒」という。）を含む漏えいした液が
n-ドデカンの引火点に達するおそれのあるセル等については，漏えいを検知
するための漏えい検知装置を多重化し，万一外部電源が喪失した場合でも，
漏えいした液を確実に移送するために，スチームジェットポンプを使用する
場合の蒸気はその他再処理設備の附属施設の安全蒸気系から供給し，ポンプ
を使用する場合の電源は非常用所内電源系統に接続する設計とする。また，
ポンプは，多重化するか，万一故障しても漏えいした液が沸騰に至らない間
に修理又は交換できる設計とする。
　なお，安全蒸気系の設計については，第2章 個別項目の「7.　その他再処
理設備の附属施設」の「7.2.3　蒸気供給設備」に示す。

機能要求①
機能要求②
評価要求
冒頭宣言

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ － 基本方針 － － －

△ － 基本方針 － －

〈計装／放管設
備〉
・検出器の種類
・計測範囲
・設定値

△ － 基本方針 － － －

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関す
る説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

－ －

－ －

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
・沸騰するおそれのある漏えい液又はn－ドデカン
の引火点に達するおそれのある漏えい液の回収評価
については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工
事の方法の技術基準への適合に関する説明書」）か
ら変更なし。

<熱交換器>
・主要材料
・主要構造
・容量
・伝熱面積

<ポンプ>
・揚程又は吐出
圧力
・容量
・原動機

〈容器〉
・主要材料
・主要寸法
・高さ
・容量

<主配管>
・主要材料
・主要寸法

<計装／放管設備
>
・検出器の種類
・計測範囲
・設定値

－

－

－

〈容器〉
・主要材料
・主要寸法
・高さ

<容器>
・主要材料
・主要寸法
・高さ

<計装／放管設備
>
・検出器の種類
・計測範囲
・設定値

基本方針

基本方針

△

－ －基本方針

△

△
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

△ 基本方針 －

基本方針 －

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

△ 基本方針 －

△ 基本方針 －

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関す
る説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

△

・プルトニウム精製設備
・ウラン脱硝設備（受入れ系，ウラン脱硝系）
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（粉体系）
・塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系（低
レベル廃棄物処理建屋））
・換気設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設
備，分離建屋換気設備，精製建屋換気設備，ウラン
脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋換気設備，分析建屋換気設備）
・分析設備

上記の設備のうち，フード及びフードからの排気系

基本方針
設計方針（閉じ込め）

・プルトニウム精製設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝系，焙焼・還元系，粉
体系）

上記の設備のプルトニウムを含む溶液及び粉末を取
り扱うグローブボックス

基本方針
設計方針（閉じ込め）

・分離設備
・分配設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝系，焙焼・還元系，粉体系）
・計測制御設備
・安全保護回路
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガス
処理設備，塔槽類廃ガス処理系（分離建屋），パル
セータ廃ガス処理系（分離建屋），塔槽類廃ガス処
理系（プルトニウム系），パルセータ廃ガス処理系
（精製建屋），ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備，高レベル濃縮廃液廃ガス処
理系，不溶解残渣廃液廃ガス処理系）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備（前処理建屋換気設備，分離建屋換気設
備，精製建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋換気設備，高レベル廃液ガラス固化建屋換
気設備）
・主排気筒
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系）

上記の設備のうち，主要な系統及び機器

基本方針
設計方針（閉じ込め）

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関す
る説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

・分離設備
・分配設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備（受入れ系，ウラン脱硝系）
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝系，焙焼・還元系，粉
体系）
・酸回収設備（第1酸回収系，第2酸回収系）
・溶媒回収設備（溶媒処理系）
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガス
処理設備，塔槽類廃ガス処理系（分離建屋），パル
セータ廃ガス処理系（分離建屋），塔槽類廃ガス処
理系（ウラン系），塔槽類廃ガス処理系（プルトニ
ウム系），パルセータ廃ガス処理系（精製建屋），
溶媒処理廃ガス処理系，ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔
槽類廃ガス処理設備，高レベル濃縮廃液廃ガス処理
系，不溶解残渣廃液廃ガス処理系，低レベル廃液処
理建屋塔槽類廃ガス処理設備，低レベル濃縮廃液処
理廃ガス処理系，廃溶媒処理廃ガス処理系，雑固体
廃棄物焼却処理廃ガス処理系，塔槽類廃ガス処理系
（低レベル廃棄物処理建屋），チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理
設備，ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処
理設備，分析建屋塔槽類廃ガス処理設備）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備（使用済燃料輸送容器管理建屋換気設
備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備，前処理
建屋換気設備，分離建屋換気設備，精製建屋換気設
備，ウラン脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵建屋換気設備，高レベル廃液ガラス固
化建屋換気設備，第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設
備，低レベル廃液処理建屋換気設備，低レベル廃棄
物処理建屋換気設備，ハル・エンドピース貯蔵建屋
換気設備，チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン処理建屋換気設備，分析建屋換気設備）
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系，高
レベル濃縮廃液貯蔵系）
・低レベル廃液処理設備（第1低レベル廃液処理
系，第2低レベル廃液処理系）
・低レベル固体廃棄物処理設備（雑固体廃棄物処理
系）
・分析設備

上記の設備のうち，主要な系統及び機器

基本方針
設計方針（閉じ込め）

16

　設計基準事故時においても，可能な限り負圧維持並びに漏えい及び逆流防
止の機能が確保される設計とするとともに，一部の換気系統の機能が損なわ
れた場合においても，再処理施設全体として気体の閉じ込め機能を確保する
設計とする。

機能要求①
機能要求②

18
　フードは，気体廃棄物の廃棄施設により開口部からの空気流入風速を確保
する設計とする。

機能要求①
機能要求②

17
4.1.5　グローブボックス及びフード
　プルトニウムを含む溶液及び粉末を取り扱うグローブボックスは，給気口
及び排気口を除き密閉できる設計とする。

機能要求②

15

4.1.4　放射性物質を取り扱う設備，セル等及び室の負圧維持
　プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内包する系統及び機器，セル
等並びにこれらを収納する建屋は，原則として，気体廃棄物の廃棄施設によ
り常時負圧に保ち，それぞれの気圧は，原則として，建屋，セル等，系統及
び機器の順に低くすることで漏えいの拡大を防止する設計とする。
　また，上記以外の放射性物質を内包する系統及び機器，セル等並びにこれ
らを収納する建屋は，気体廃棄物の廃棄施設により負圧に保ち，それぞれの
気圧は，建屋，セル等，系統及び機器の順に低くすることで漏えいの拡大を
防止する設計とする。
　気体廃棄物の廃棄施設は，放射性物質の漏えい及び逆流を防止する設計と
するとともに，フィルタ，洗浄塔等により放射性物質を適切に除去した後，
主排気筒，北換気筒又は低レベル廃棄物処理建屋換気筒から放出する設計と
する。
　なお，放射性物質を適切に除去するための系統及び機器に関する設計につ
いては，第2章　個別項目の「5.　放射性廃棄物の廃棄施設」に示す。

機能要求①
機能要求②
冒頭宣言
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２－１

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

・プルトニウム精製設備
・ウラン脱硝設備（受入れ系，ウラン脱硝系）
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（粉体系）
・塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系（低
レベル廃棄物処理建屋））
・換気設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設
備，分離建屋換気設備，精製建屋換気設備，ウラン
脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋換気設備，分析建屋換気設備）
・分析設備

上記の設備のうち，フード及びフードからの排気系

基本方針
設計方針（閉じ込め）

・プルトニウム精製設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝系，焙焼・還元系，粉
体系）

上記の設備のプルトニウムを含む溶液及び粉末を取
り扱うグローブボックス

基本方針
設計方針（閉じ込め）

・分離設備
・分配設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝系，焙焼・還元系，粉体系）
・計測制御設備
・安全保護回路
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガス
処理設備，塔槽類廃ガス処理系（分離建屋），パル
セータ廃ガス処理系（分離建屋），塔槽類廃ガス処
理系（プルトニウム系），パルセータ廃ガス処理系
（精製建屋），ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備，高レベル濃縮廃液廃ガス処
理系，不溶解残渣廃液廃ガス処理系）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備（前処理建屋換気設備，分離建屋換気設
備，精製建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋換気設備，高レベル廃液ガラス固化建屋換
気設備）
・主排気筒
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系）

上記の設備のうち，主要な系統及び機器

基本方針
設計方針（閉じ込め）

・分離設備
・分配設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備（受入れ系，ウラン脱硝系）
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝系，焙焼・還元系，粉
体系）
・酸回収設備（第1酸回収系，第2酸回収系）
・溶媒回収設備（溶媒処理系）
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガス
処理設備，塔槽類廃ガス処理系（分離建屋），パル
セータ廃ガス処理系（分離建屋），塔槽類廃ガス処
理系（ウラン系），塔槽類廃ガス処理系（プルトニ
ウム系），パルセータ廃ガス処理系（精製建屋），
溶媒処理廃ガス処理系，ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔
槽類廃ガス処理設備，高レベル濃縮廃液廃ガス処理
系，不溶解残渣廃液廃ガス処理系，低レベル廃液処
理建屋塔槽類廃ガス処理設備，低レベル濃縮廃液処
理廃ガス処理系，廃溶媒処理廃ガス処理系，雑固体
廃棄物焼却処理廃ガス処理系，塔槽類廃ガス処理系
（低レベル廃棄物処理建屋），チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理
設備，ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処
理設備，分析建屋塔槽類廃ガス処理設備）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備（使用済燃料輸送容器管理建屋換気設
備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備，前処理
建屋換気設備，分離建屋換気設備，精製建屋換気設
備，ウラン脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵建屋換気設備，高レベル廃液ガラス固
化建屋換気設備，第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設
備，低レベル廃液処理建屋換気設備，低レベル廃棄
物処理建屋換気設備，ハル・エンドピース貯蔵建屋
換気設備，チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン処理建屋換気設備，分析建屋換気設備）
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系，高
レベル濃縮廃液貯蔵系）
・低レベル廃液処理設備（第1低レベル廃液処理
系，第2低レベル廃液処理系）
・低レベル固体廃棄物処理設備（雑固体廃棄物処理
系）
・分析設備

上記の設備のうち，主要な系統及び機器

基本方針
設計方針（閉じ込め）

16

　設計基準事故時においても，可能な限り負圧維持並びに漏えい及び逆流防
止の機能が確保される設計とするとともに，一部の換気系統の機能が損なわ
れた場合においても，再処理施設全体として気体の閉じ込め機能を確保する
設計とする。

機能要求①
機能要求②

18
　フードは，気体廃棄物の廃棄施設により開口部からの空気流入風速を確保
する設計とする。

機能要求①
機能要求②

17
4.1.5　グローブボックス及びフード
　プルトニウムを含む溶液及び粉末を取り扱うグローブボックスは，給気口
及び排気口を除き密閉できる設計とする。

機能要求②

15

4.1.4　放射性物質を取り扱う設備，セル等及び室の負圧維持
　プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内包する系統及び機器，セル
等並びにこれらを収納する建屋は，原則として，気体廃棄物の廃棄施設によ
り常時負圧に保ち，それぞれの気圧は，原則として，建屋，セル等，系統及
び機器の順に低くすることで漏えいの拡大を防止する設計とする。
　また，上記以外の放射性物質を内包する系統及び機器，セル等並びにこれ
らを収納する建屋は，気体廃棄物の廃棄施設により負圧に保ち，それぞれの
気圧は，建屋，セル等，系統及び機器の順に低くすることで漏えいの拡大を
防止する設計とする。
　気体廃棄物の廃棄施設は，放射性物質の漏えい及び逆流を防止する設計と
するとともに，フィルタ，洗浄塔等により放射性物質を適切に除去した後，
主排気筒，北換気筒又は低レベル廃棄物処理建屋換気筒から放出する設計と
する。
　なお，放射性物質を適切に除去するための系統及び機器に関する設計につ
いては，第2章　個別項目の「5.　放射性廃棄物の廃棄施設」に示す。

機能要求①
機能要求②
冒頭宣言

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

－ －

<核物質等取扱
ボックス>
・漏えい率

<核物質等取扱
ボックス>
・開口部風速

<ファン>
・容量
・原動機

<主配管>
・主要寸法
・主要寸法

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

－

－

<容器>
・容量

<熱交換器>
・容量

<ファン>
容量
原動機

<主配管>
・主要材料
・主要寸法

<ポンプ>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・原動機

<核物質等取扱
ボックス>
・主要寸法
・主要材料
・漏えい率

<容器>
・容量

<熱交換器>
・容量

<ファン>
・容量
・原動機

<フィルタ>
・効率
・容量

<主配管>
・主要寸法
・主要材料

＜主要弁＞
・閉止時間
・駆動方式
・主要寸法
・主要材料

<ポンプ>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・原動機

<建物・構築物>
・主要材料
・主要寸法

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲

＜インターロッ
ク＞
・検出器の種類
・設定値

－ －

－ －

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関す
る説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

基本方針

基本方針

－

基本方針

△

△

－ －

基本方針△

△ 基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

24
　人が触れるおそれがある物の放射性物質による汚染を除去する除染設備を
設けることで，放射性物質を除去できる設計とする。除染設備の排水は，液
体廃棄物の廃棄施設で処理する設計とする。

機能要求①
設置要求

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（汚染防止）

－ － － － －

－

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

－ －

△ 基本方針 －

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関す
る説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

△ 基本方針

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
・沸騰するおそれがある溶液における崩壊熱除去の
評価については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合に関する説明
書」）から変更なし。

－ － －

△ 基本方針

<熱交換器>
・伝熱面積
・容量
・主要材料
・主要寸法

<主配管>
・主要寸法
・主要材料

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（汚染防止）

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込め）

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関す
る説明書

2.2　放射性物質による汚染の防止

【2.　基本方針】
【2.2　放射性物質による汚染の防止】
・放射性物質による汚染の防止に関する設計につい
て説明する。

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関す
る説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込め）

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系）
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系，高
レベル濃縮廃液貯蔵系，不溶解残渣廃液貯蔵系，共
用貯蔵系）
・高レベル廃液ガラス固化設備
・安全冷却水系

上記設備のうち、事業変更許可申請書 添付書類六
第９.５－２表に記載の崩壊熱除去用冷却水を必要
とする機器へ冷却水を供給する系統及び機器（冷却
塔，ポンプ，熱交換器，容器）

基本方針
設計方針(崩壊熱除去)
評価条件（崩壊熱除去）
評価方法（崩壊熱除去）
評価(崩壊熱除去)

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
・沸騰するおそれがある溶液における崩壊熱除去の
評価については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合に関する説明
書」）から変更なし。

23

4.2　放射性物質による汚染の防止
　放射性物質による汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるおそれのあ
る壁の表面は，汚染の除去が容易で腐食し難い樹脂系塗料等の材料によって
仕上げる設計とする。

設置要求

22
　液体状の放射性物質を取り扱う設備が設置される施設の床面下には，敷地
外に管理されずに排出される排水が流れる排水路を設置しない設計とする。

設置要求

21

　液体状の放射性物質を取り扱う設備が設置される施設内部のうち，液体状
の放射性物質の漏えいが拡大するおそれがある部分の床面，適切な高さまで
の壁面，堰及びこれらの接合部は，耐水性を有する設計とし，液体状の放射
性物質が漏えいし難い設計とする。また，床面，壁面及び堰に貫通部を設け
る場合は，床面，壁面及び堰の耐水性が損なわれない設計とする。

設置要求

19

4.1.6　崩壊熱除去
　再処理施設は，使用済燃料及びその溶解液，放射性廃棄物等の貯蔵及び処
理時に発生する崩壊熱による異常な温度上昇を防止する設計とする。
　なお，溶解液等の貯蔵及び処理時に発生する崩壊熱による溶液の異常な温
度上昇を防止するために使用する安全冷却水系の設計については，第2章 個
別項目の「7.　その他再処理設備の附属施設」の「7.2.2　冷却水設備」に示
す。
　また，使用済燃料，製品貯蔵容器及び放射性廃棄物であるガラス固化体の
貯蔵時に発生する崩壊熱による異常な温度上昇の防止に関する設計について
は，それぞれ第2章　個別項目の「1.　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設」，「3.　製品貯蔵施設」及び「5.　放射性廃棄物の廃棄施設」の「5.3
固体廃棄物の廃棄施設」に示す。

機能要求①
機能要求②
評価要求
冒頭宣言

20

4.1.7　液体状の放射性物質の施設外への漏えい防止
　液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を設置する室の床には「4.1.3
放射性物質の漏えい拡大防止」に示す漏えい液受皿を設置し，液体状の放射
性物質が施設外へ漏えいすることを防止する設計としている。
　漏えい液受皿を設置しない場合は，液体状の放射性物質を取り扱う設備の
周辺部又は施設外に通じる出入口若しくはその周辺部に堰を設置し，最大容
量の機器から全量漏えいした場合においても，液体状の放射性物質が施設外
へ漏えいすることを防止する設計とする。

機能要求②
評価要求

・前処理建屋
・分離建屋
・精製建屋
・ウラン脱硝建屋
・低レベル廃棄物処理建屋
・チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋

上記の建屋において，施設外に通じる出入口又はそ
の周辺部に設置している液体状の放射性物質の施設
外への漏えいを防止する堰

基本方針
設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止）
評価条件（漏えいの拡大
防止）
評価（漏えいの拡大防
止）

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
・堰の容量評価については，既設工認（添付書類
「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に関
する説明書」）から変更なし。

△ 基本方針 －

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
・堰の容量評価については，既設工認（添付書類
「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に関
する説明書」）から変更なし。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２－１

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

24
　人が触れるおそれがある物の放射性物質による汚染を除去する除染設備を
設けることで，放射性物質を除去できる設計とする。除染設備の排水は，液
体廃棄物の廃棄施設で処理する設計とする。

機能要求①
設置要求

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（汚染防止）

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（汚染防止）

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込め）

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込め）

・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系）
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系，高
レベル濃縮廃液貯蔵系，不溶解残渣廃液貯蔵系，共
用貯蔵系）
・高レベル廃液ガラス固化設備
・安全冷却水系

上記設備のうち、事業変更許可申請書 添付書類六
第９.５－２表に記載の崩壊熱除去用冷却水を必要
とする機器へ冷却水を供給する系統及び機器（冷却
塔，ポンプ，熱交換器，容器）

基本方針
設計方針(崩壊熱除去)
評価条件（崩壊熱除去）
評価方法（崩壊熱除去）
評価(崩壊熱除去)

23

4.2　放射性物質による汚染の防止
　放射性物質による汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるおそれのあ
る壁の表面は，汚染の除去が容易で腐食し難い樹脂系塗料等の材料によって
仕上げる設計とする。

設置要求

22
　液体状の放射性物質を取り扱う設備が設置される施設の床面下には，敷地
外に管理されずに排出される排水が流れる排水路を設置しない設計とする。

設置要求

21

　液体状の放射性物質を取り扱う設備が設置される施設内部のうち，液体状
の放射性物質の漏えいが拡大するおそれがある部分の床面，適切な高さまで
の壁面，堰及びこれらの接合部は，耐水性を有する設計とし，液体状の放射
性物質が漏えいし難い設計とする。また，床面，壁面及び堰に貫通部を設け
る場合は，床面，壁面及び堰の耐水性が損なわれない設計とする。

設置要求

19

4.1.6　崩壊熱除去
　再処理施設は，使用済燃料及びその溶解液，放射性廃棄物等の貯蔵及び処
理時に発生する崩壊熱による異常な温度上昇を防止する設計とする。
　なお，溶解液等の貯蔵及び処理時に発生する崩壊熱による溶液の異常な温
度上昇を防止するために使用する安全冷却水系の設計については，第2章 個
別項目の「7.　その他再処理設備の附属施設」の「7.2.2　冷却水設備」に示
す。
　また，使用済燃料，製品貯蔵容器及び放射性廃棄物であるガラス固化体の
貯蔵時に発生する崩壊熱による異常な温度上昇の防止に関する設計について
は，それぞれ第2章　個別項目の「1.　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設」，「3.　製品貯蔵施設」及び「5.　放射性廃棄物の廃棄施設」の「5.3
固体廃棄物の廃棄施設」に示す。

機能要求①
機能要求②
評価要求
冒頭宣言

20

4.1.7　液体状の放射性物質の施設外への漏えい防止
　液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を設置する室の床には「4.1.3
放射性物質の漏えい拡大防止」に示す漏えい液受皿を設置し，液体状の放射
性物質が施設外へ漏えいすることを防止する設計としている。
　漏えい液受皿を設置しない場合は，液体状の放射性物質を取り扱う設備の
周辺部又は施設外に通じる出入口若しくはその周辺部に堰を設置し，最大容
量の機器から全量漏えいした場合においても，液体状の放射性物質が施設外
へ漏えいすることを防止する設計とする。

機能要求②
評価要求

・前処理建屋
・分離建屋
・精製建屋
・ウラン脱硝建屋
・低レベル廃棄物処理建屋
・チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋

上記の建屋において，施設外に通じる出入口又はそ
の周辺部に設置している液体状の放射性物質の施設
外への漏えいを防止する堰

基本方針
設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止）
評価条件（漏えいの拡大
防止）
評価（漏えいの拡大防
止）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ 基本方針 基本方針 － － －

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

基本方針△

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

<容器>
・容量
・伝熱面積
・主要材料
・主要寸法

<熱交換器>
・容量
・伝熱面積
・主要材料
・主要寸法

<ポンプ>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・原動機

<主配管>
・主要寸法
・主要材料

基本方針

【2.　基本方針】
【2.2　放射性物質による汚染の防止の基本方針】
・放射性物質による汚染の防止に関する設計につい
て説明する。

－

－

－

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
・沸騰するおそれがある溶液における崩壊熱除去の
評価については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合に関する説明
書」）から変更なし。

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関す
る説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関す
る説明書

2.2　放射性物質による汚染の防止

基本方針

－ －

－ －

－ －

－

△

基本方針

基本方針

△

△

基本方針

基本方針

基本方針

－ 基本方針 － －

－

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
・堰の容量評価については，既設工認（添付書類
「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に関
する説明書」）から変更なし。

△

<建物・構築物>
・主要材料
・主要寸法
・床面及び壁面
の塗装の範囲
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別紙２－２ 

基本設計方針を踏まえた添付書類の 

記載及び申請回次の展開

（第２章 個別項目 冷却水設備等） 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能（第２章 個別項目 冷却水設備等））

別紙２－２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

冷-1

7.2.2　冷却水設備
冷却水設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章 共通項

目の「2. 地盤」，「3. 自然現象等」，「4. 閉じ込めの機能」，「5.
火災等による損傷の防止」，「6. 再処理施設内における溢水による損傷
の防止」，「7. 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防
止」及び「9.　設備に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 － － － － ○ － － － －

冷-2
冷却水設備は，一般冷却水系及び安全冷却水系で構成し，再処理施設内

の各施設で発生する熱を除去し，冷却塔から大気に放熱する設計とする。
設置要求

冷却水設備（一般冷却水系，安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(1)，第9.5-1表(2)，第
9.5-1～5図

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－ △ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.4 冷却水設備
既設工認の設計から変更無し

－

冷-3

7.2.2.1　一般冷却水系
一般冷却水系は，各建屋換気空調用，使用済燃料輸送容器管理建屋用，

再処理設備本体用，運転予備用ディーゼル発電機用，第2運転予備用
ディーゼル発電機用及び再処理設備本体の運転予備負荷用の系統で構成す
る設計とする。

設置要求
冷却水設備（一般冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(1)，第9.5-1，2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－ － － － － －

冷-4

(1)　各建屋換気空調用
各建屋換気空調用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷

却水循環ポンプによって，再処理設備本体，計測制御系統施設，放射性廃
棄物の廃棄施設及びその他再処理設備の附属施設に冷却水を供給し，主と
して各建屋換気空調等で発生する熱を除去する設計とする。

設置要求
冷却水設備（一般冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(1)，第9.5-1，2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－ － － － － －

冷-5

(2)　使用済燃料輸送容器管理建屋用
使用済燃料輸送容器管理建屋用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水

を除熱し，冷却水循環ポンプによって，使用済燃料輸送容器管理建屋の除
染エリア内の放射性廃棄物の廃棄施設の換気空調及びその他再処理設備の
附属施設に冷却水を供給し，発生する熱を除去する設計とする。

設置要求
冷却水設備（一般冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(1)，第9.5-1，2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－ － － － － －

冷-6

(3)　再処理設備本体用
再処理設備本体用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷

却水循環ポンプによって，再処理設備本体及び放射性廃棄物の廃棄施設の
凝縮器等に冷却水を供給し，発生する熱を除去する設計とする。

設置要求
冷却水設備（一般冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(1)，第9.5-1，2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－ － － － － －

冷-7

(4) 運転予備用ディーゼル発電機用及び第2運転予備用ディーゼル発電機
用

運転予備用ディーゼル発電機用及び第2運転予備用ディーゼル発電機用
の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプに
よって，その他再処理設備の附属施設の運転予備用ディーゼル発電機及び
第2運転予備用ディーゼル発電機に冷却水を供給し，発生する熱を除去す
る設計とする。

設置要求
冷却水設備（一般冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(1)，第9.5-1，2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－ － － － － －

冷-8

(5)　再処理設備本体の運転予備負荷用
再処理設備本体の運転予備負荷用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却

水を除熱し，冷却水循環ポンプによって，運転予備負荷に直接，又は冷凍
機を介して冷却水を供給し，発生する熱を除去する設計とする。

設置要求
冷却水設備（一般冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(1)，第9.5-1，2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－ － － － － －

冷-9

7.2.2.2　安全冷却水系
安全冷却水系は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用，再処理設備

本体用並びに第2非常用ディーゼル発電機用の系統で構成する設計とす
る。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）
地下水排水設備

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－ △ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.4 冷却水設備
既設工認の設計から変更なし
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－

冷-10

(1)　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系（MOX燃料加工

施設と一部供用（以下同じ。））は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却
水循環ポンプによって，使用済燃料の貯蔵施設のプール水冷却系の熱交換
器及びその他再処理設備の附属施設の第1非常用ディーゼル発電機等に冷
却水を供給し，発生する熱を除去する設計とする。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

Ⅵ－１－２　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設に関する説明書【次回以降申請】
（第19条「使用済燃料の貯蔵施設等」の添付書類
で記載する。）

－ △ 基本方針 －

Ⅵ－１－２　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設に関する説明書【次回以降申請】
（第19条「使用済燃料の貯蔵施設等」の添付書類
で記載する。）

－

冷-11
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系は，独立した2

系列の冷却塔，冷却水循環ポンプ等により構成し，1系列の運転でも必要
とする熱除去ができる容量を有する設計とする。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

Ⅵ－１－２　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設に関する説明書【次回以降申請】
（第19条「使用済燃料の貯蔵施設等」の添付書類
で記載する。）

－ △ 基本方針 －

Ⅵ－１－２　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設に関する説明書【次回以降申請】
（第19条「使用済燃料の貯蔵施設等」の添付書類
で記載する。）

－

冷-12

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系は，MOX燃料加工
施設と共用するモニタリングポストの非常用電源設備である第1非常用
ディーゼル発電機の熱を除去するため，MOX燃料加工施設と共用し，共用
によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

設計方針（共用）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－ ○ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.4 冷却水設備
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－

冷-13

(2)　再処理設備本体用
再処理設備本体用の安全冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷

却水循環ポンプによって再処理設備本体，計測制御系統施設，放射性廃棄
物の廃棄施設及びその他再処理設備の附属施設の機器類等に冷却水を供給
し，各施設で発生する熱を除去する設計とする。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関
する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理施設の安全冷却水系の主な系統構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理施設の安全冷却
水系の主な系統構成】

冷却水設備の構成及び設計

△ 基本方針 －

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関
する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理施設の安全冷却水系の主な系統構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理施設の安全冷却
水系の主な系統構成】

冷却水設備の構成及び設計

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能（第２章 個別項目 冷却水設備等））

別紙２－２

冷-1

7.2.2　冷却水設備
冷却水設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章 共通項

目の「2. 地盤」，「3. 自然現象等」，「4. 閉じ込めの機能」，「5.
火災等による損傷の防止」，「6. 再処理施設内における溢水による損傷
の防止」，「7. 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防
止」及び「9.　設備に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 － －

冷-2
冷却水設備は，一般冷却水系及び安全冷却水系で構成し，再処理施設内

の各施設で発生する熱を除去し，冷却塔から大気に放熱する設計とする。
設置要求

冷却水設備（一般冷却水系，安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(1)，第9.5-1表(2)，第
9.5-1～5図

基本方針

冷-3

7.2.2.1　一般冷却水系
一般冷却水系は，各建屋換気空調用，使用済燃料輸送容器管理建屋用，

再処理設備本体用，運転予備用ディーゼル発電機用，第2運転予備用
ディーゼル発電機用及び再処理設備本体の運転予備負荷用の系統で構成す
る設計とする。

設置要求
冷却水設備（一般冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(1)，第9.5-1，2図）

基本方針

冷-4

(1)　各建屋換気空調用
各建屋換気空調用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷

却水循環ポンプによって，再処理設備本体，計測制御系統施設，放射性廃
棄物の廃棄施設及びその他再処理設備の附属施設に冷却水を供給し，主と
して各建屋換気空調等で発生する熱を除去する設計とする。

設置要求
冷却水設備（一般冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(1)，第9.5-1，2図）

基本方針

冷-5

(2)　使用済燃料輸送容器管理建屋用
使用済燃料輸送容器管理建屋用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水

を除熱し，冷却水循環ポンプによって，使用済燃料輸送容器管理建屋の除
染エリア内の放射性廃棄物の廃棄施設の換気空調及びその他再処理設備の
附属施設に冷却水を供給し，発生する熱を除去する設計とする。

設置要求
冷却水設備（一般冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(1)，第9.5-1，2図）

基本方針

冷-6

(3)　再処理設備本体用
再処理設備本体用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷

却水循環ポンプによって，再処理設備本体及び放射性廃棄物の廃棄施設の
凝縮器等に冷却水を供給し，発生する熱を除去する設計とする。

設置要求
冷却水設備（一般冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(1)，第9.5-1，2図）

基本方針

冷-7

(4) 運転予備用ディーゼル発電機用及び第2運転予備用ディーゼル発電機
用

運転予備用ディーゼル発電機用及び第2運転予備用ディーゼル発電機用
の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプに
よって，その他再処理設備の附属施設の運転予備用ディーゼル発電機及び
第2運転予備用ディーゼル発電機に冷却水を供給し，発生する熱を除去す
る設計とする。

設置要求
冷却水設備（一般冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(1)，第9.5-1，2図）

基本方針

冷-8

(5)　再処理設備本体の運転予備負荷用
再処理設備本体の運転予備負荷用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却

水を除熱し，冷却水循環ポンプによって，運転予備負荷に直接，又は冷凍
機を介して冷却水を供給し，発生する熱を除去する設計とする。

設置要求
冷却水設備（一般冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(1)，第9.5-1，2図）

基本方針

冷-9

7.2.2.2　安全冷却水系
安全冷却水系は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用，再処理設備

本体用並びに第2非常用ディーゼル発電機用の系統で構成する設計とす
る。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）
地下水排水設備

基本方針

冷-10

(1)　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系（MOX燃料加工

施設と一部供用（以下同じ。））は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却
水循環ポンプによって，使用済燃料の貯蔵施設のプール水冷却系の熱交換
器及びその他再処理設備の附属施設の第1非常用ディーゼル発電機等に冷
却水を供給し，発生する熱を除去する設計とする。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

冷-11
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系は，独立した2

系列の冷却塔，冷却水循環ポンプ等により構成し，1系列の運転でも必要
とする熱除去ができる容量を有する設計とする。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

冷-12

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系は，MOX燃料加工
施設と共用するモニタリングポストの非常用電源設備である第1非常用
ディーゼル発電機の熱を除去するため，MOX燃料加工施設と共用し，共用
によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

設計方針（共用）

冷-13

(2)　再処理設備本体用
再処理設備本体用の安全冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷

却水循環ポンプによって再処理設備本体，計測制御系統施設，放射性廃棄
物の廃棄施設及びその他再処理設備の附属施設の機器類等に冷却水を供給
し，各施設で発生する熱を除去する設計とする。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

△ 基本方針 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－

△ 基本方針 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－

△ 基本方針 - - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－

△ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－

△ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－

△ 基本方針 - - - -

Ⅵ－１－２　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設に関する説明書【次回以降申請】
（第19条「使用済燃料の貯蔵施設等」の添付書類
で記載する。）

－

△ 基本方針 - - - -

Ⅵ－１－２　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設に関する説明書【次回以降申請】
（第19条「使用済燃料の貯蔵施設等」の添付書類
で記載する。）

－

○ 基本方針 - - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－

△ - 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関
する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理施設の安全冷却水系の主な系統構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理施設の安全冷却
水系の主な系統構成】

冷却水設備の構成及び設計

第１Ｇｒ申請と同一

第１Ｇｒ申請と同一

第１Ｇｒ申請と同一

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能（第２章 個別項目 冷却水設備等））

別紙２－２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

冷-14
再処理設備本体用の安全冷却水系の冷却水は，崩壊熱により溶液が沸騰

するおそれのある機器の崩壊熱の除去，安全圧縮空気系の空気圧縮機の冷
却，建屋換気空調等のために供給する設計とする。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関
する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理施設の安全冷却水系の主な系統構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理施設の安全冷却
水系の主な系統構成】

冷却水設備の構成及び設計

△ 基本方針 －

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関
する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理施設の安全冷却水系の主な系統構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理施設の安全冷却
水系の主な系統構成】

冷却水設備の構成及び設計

冷-15

再処理設備本体用の安全冷却水系は，独立した2系列の冷却塔，冷却水
循環ポンプ等により構成し，1系列の運転でも必要とする熱除去ができる
容量を有する設計とする。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関
する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理施設の安全冷却水系の主な系統構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理施設の安全冷却
水系の主な系統構成】

冷却水設備の構成及び設計

△ 基本方針 －

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関
する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理施設の安全冷却水系の主な系統構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理施設の安全冷却
水系の主な系統構成】

冷却水設備の構成及び設計

冷-16

崩壊熱除去用の冷却水は，各建屋に中間熱交換器を設置して熱交換し，
冷却水循環ポンプで各施設の機器に設ける冷却コイル又は冷却ジャケット
に冷却水を供給する。崩壊熱による溶液の沸騰までの時間余裕が小さい場
合は，中間熱交換器以降は独立した2系列とする設計とする。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関
する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理施設の安全冷却水系の主な系統構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理施設の安全冷却
水系の主な系統構成】

冷却水設備の構成及び設計

△ 基本方針 －

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関
する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理施設の安全冷却水系の主な系統構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理施設の安全冷却
水系の主な系統構成】

冷却水設備の構成及び設計

冷-17
崩壊熱除去用冷却水の供給が必要な施設は溶解施設の溶解設備の中間

ポット，分離施設の分離設備の溶解液中間貯槽，精製施設のプルトニウム
精製設備のプルトニウム溶液受槽等である。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関
する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理施設の安全冷却水系の主な系統構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理施設の安全冷却
水系の主な系統構成】

冷却水設備の構成及び設計

△ 基本方針 －

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関
する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理施設の安全冷却水系の主な系統構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理施設の安全冷却
水系の主な系統構成】

冷却水設備の構成及び設計

冷-18

再処理設備本体用の安全冷却水系は，その他再処理設備の附属施設の安
全圧縮空気系の空気圧縮機へ直接供給し，また，制御建屋等で非常用所内
電源系統に接続する建屋換気設備等へ冷凍機を介して供給する設計とす
る。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関
する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理施設の安全冷却水系の主な系統構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理施設の安全冷却
水系の主な系統構成】

冷却水設備の構成及び設計

△ 基本方針 －

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関
する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理施設の安全冷却水系の主な系統構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理施設の安全冷却
水系の主な系統構成】

冷却水設備の構成及び設計

冷-19

(3)　第2非常用ディーゼル発電機用
第2非常用ディーゼル発電機用の安全冷却水系は，冷却塔により冷却水

を除熱し，冷却水循環ポンプによって，その他再処理設備の附属施設の第
2非常用ディーゼル発電機に独立して冷却水を供給し，発生する熱を除去
する設計とする。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－ △ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.4 冷却水設備
既設工認の設計から変更なし
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能（第２章 個別項目 冷却水設備等））

別紙２－２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

冷-14
再処理設備本体用の安全冷却水系の冷却水は，崩壊熱により溶液が沸騰

するおそれのある機器の崩壊熱の除去，安全圧縮空気系の空気圧縮機の冷
却，建屋換気空調等のために供給する設計とする。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

冷-15

再処理設備本体用の安全冷却水系は，独立した2系列の冷却塔，冷却水
循環ポンプ等により構成し，1系列の運転でも必要とする熱除去ができる
容量を有する設計とする。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

冷-16

崩壊熱除去用の冷却水は，各建屋に中間熱交換器を設置して熱交換し，
冷却水循環ポンプで各施設の機器に設ける冷却コイル又は冷却ジャケット
に冷却水を供給する。崩壊熱による溶液の沸騰までの時間余裕が小さい場
合は，中間熱交換器以降は独立した2系列とする設計とする。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

冷-17
崩壊熱除去用冷却水の供給が必要な施設は溶解施設の溶解設備の中間

ポット，分離施設の分離設備の溶解液中間貯槽，精製施設のプルトニウム
精製設備のプルトニウム溶液受槽等である。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

冷-18

再処理設備本体用の安全冷却水系は，その他再処理設備の附属施設の安
全圧縮空気系の空気圧縮機へ直接供給し，また，制御建屋等で非常用所内
電源系統に接続する建屋換気設備等へ冷凍機を介して供給する設計とす
る。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

冷-19

(3)　第2非常用ディーゼル発電機用
第2非常用ディーゼル発電機用の安全冷却水系は，冷却塔により冷却水

を除熱し，冷却水循環ポンプによって，その他再処理設備の附属施設の第
2非常用ディーゼル発電機に独立して冷却水を供給し，発生する熱を除去
する設計とする。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ - 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関
する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理施設の安全冷却水系の主な系統構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理施設の安全冷却
水系の主な系統構成】

冷却水設備の構成及び設計

△ - 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関
する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理施設の安全冷却水系の主な系統構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理施設の安全冷却
水系の主な系統構成】

冷却水設備の構成及び設計

△ - 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関
する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理施設の安全冷却水系の主な系統構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理施設の安全冷却
水系の主な系統構成】

冷却水設備の構成及び設計

△ - 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関
する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理施設の安全冷却水系の主な系統構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理施設の安全冷却
水系の主な系統構成】

冷却水設備の構成及び設計

△ - 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－２－１　再処理施設の閉じ込めに関
する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理施設の安全冷却水系の主な系統構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理施設の安全冷却
水系の主な系統構成】

冷却水設備の構成及び設計

△ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目
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別紙３－１

基本設計方針の添付書類への展開
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙３－１①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項
2.　基本方針
2.1　閉じ込め

2

4.1.1　系統及び機器への放射性物質の閉じ込め
　放射性物質を内包する系統及び機器は，放射性物質が漏えいし難い設計とする。また，使用する化学薬品，取り扱う放射性物質，圧力
及び温度並びに保守及び修理の条件を考慮し，ステンレス鋼，ジルコニウムその他の腐食し難い材料を使用するとともに，腐食しろを確
保する設計とする。
　なお，使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽の水の漏えいし難い設計については，第2章　個別項目の「1.　使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設」に示す。

設置要求
機能要求①

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込
め）

補足すべき対象はない。

Ⅵ　その他の説
明書
Ⅵ－１－１－２
－１　再処理施
設の閉じ込めに
関する説明書

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。

補足すべき対象はない。
展開先（小項目）

第1章　共通項目
4.　閉じ込めの機能
4.1　閉じ込め
　安全機能を有する施設は，放射性物質を系統若しくは機器に閉じ込める，又は漏えいした場合においても，セル，グローブボックス及
びこれらと同等の閉じ込め機能を有する施設（以下「セル等」という。）若しくは建屋内に保持し，放射性物質を限定された区域に閉じ
込める設計とする。

1
設置要求
機能要求①
機能要求②

基本方針
設計方針（閉じ込
め）

・プルトニウム精製設備の注水
槽，注水槽の液位計
・北換気筒
・低レベル廃棄物処理建屋換気
筒

・施設共通　基本設計方針

【機能要求②】
・使用済燃料受入れ設備（燃料
取出し設備）
・使用済燃料貯蔵設備（燃料移
送設備，燃料貯蔵設備，燃料送
出し設備，プール水冷却系，
プール水浄化系，補給水設備）
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備（受入れ系，
蒸発濃縮系，ウラン脱硝系）
・ウラン・プルトニウム混合脱
硝設備（溶液系，ウラン・プル
トニウム混合脱硝系，焙焼・還
元系，粉体系）
・酸回収設備（第１酸回収系，
第２酸回収系）
・溶媒回収設備（分離・分配
系，プルトニウム精製系，ウラ
ン精製系，溶媒処理系）
・ウラン酸化物貯蔵設備
・ウラン・プルトニウム混合酸
化物貯蔵設備
・計測制御設備
・安全保護回路
・せん断処理・溶解廃ガス処理
設備
・塔槽類廃ガス処理設備（前処
理建屋塔槽類廃ガス処理設備，
塔槽類廃ガス処理系（分離建
屋），パルセータ廃ガス処理系
（分離建屋），塔槽類廃ガス処
理系（ウラン系），塔槽類廃ガ
ス処理系（プルトニウム系），
パルセータ廃ガス処理系（精製
建屋），溶媒処理廃ガス処理
系，ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備，ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス
処理設備，高レベル濃縮廃液廃
ガス処理系，不溶解残渣廃液廃
ガス処理系，低レベル廃液処理
建屋塔槽類廃ガス処理設備，低
レベル濃縮廃液処理廃ガス処理
系，廃溶媒処理廃ガス処理系，
雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処
理系，塔槽類廃ガス処理系（低
レベル廃棄物処理建屋），チャ
ンネルボックス・バーナブルポ
イズン処理建屋塔槽類廃ガス処
理設備，ハル・エンドピース貯
蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備，
分析建屋塔槽類廃ガス処理設
備）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガ
ス処理設備
・主排気筒
・高レベル廃液処理設備（高レ
ベル廃液濃縮系，アルカリ廃液
濃縮系，高レベル濃縮廃液貯蔵
系，不溶解残渣廃液貯蔵系，ア
ルカリ濃縮廃液貯蔵系，共用貯
蔵系）
・低レベル廃液処理設備（第1
低レベル廃液処理系，第2低レ
ベル廃液処理系，使用済燃料の
受入れ施設及び貯蔵施設廃液処
理系，油分除去系，海洋放出管
理系）
・高レベル廃液ガラス固化設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
（低レベル濃縮廃液処理系，廃
溶媒処理系，雑固体廃棄物処理
系，チャンネルボックス・バー
ナブルポイズン処理系）
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備
（廃樹脂貯蔵系，ハル・エンド
ピース貯蔵系）
・安全圧縮空気系
・安全冷却水系
・分析設備

上記の設備のうち，使用済燃料
等を内包又は取り扱う主要な系
統及び機器

・換気設備（使用済燃料輸送容
器管理建屋換気設備，使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋換気設備，
前処理建屋換気設備，分離建屋
換気設備，精製建屋換気設備，
ウラン脱硝建屋換気設備，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋
換気設備，ウラン・プルトニウ
ム混合酸化物貯蔵建屋換気設
備，高レベル廃液ガラス固化建
屋換気設備，第１ガラス固化体
貯蔵建屋換気設備，低レベル廃
液処理建屋換気設備，低レベル
廃棄物処理建屋換気設備，ハ
ル・エンドピース貯蔵建屋換気
設備，チャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理建屋換
気設備，分析建屋換気設備）

上記の換気設備のうち，主要な
系統及び機器
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙３－１①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

3 　ウランを含む粉末，焼却灰その他の粉末状の放射性物質を非密封で取り扱う場合は，密閉した系統及び機器内で取り扱う設計とする。 設置要求 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込
め）

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。

補足すべき対象はない。

4

4.1.2　放射性物質の逆流防止
　流体状の放射性物質を取り扱う設備は，放射性物質を含まない流体を取り扱う設備への放射性物質の逆流により放射性物質を拡散しな
い設計とする。
　なお，放射性物質により汚染された空気を取り扱う換気設備の逆流防止に関する設計については，第2章　個別項目の「5.　放射性廃棄
物の廃棄施設」の「5.1.4　換気設備」に示す。

設置要求
冒頭宣言

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（逆流防
止）

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。
・逆流防止に係る設計方針の説明については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」）から変更なし。

補足すべき対象はない。

5

4.1.3　放射性物質の漏えい拡大防止
(1)　セル等又は室への放射性物質を内包する設備の収納
　放射性物質を内包する系統及び機器は，その性状に応じてセル等又は室に適切に収納する設計とする。
　プルトニウムを含む溶液及び粉末並びに高レベル放射性液体廃棄物（以下「高レベル廃液」という。）を内包する系統及び機器は，分
析のため少量を取り扱う場合や，ウラン・プルトニウム混合酸化物（UO2・PuO2，以下「MOX」という。）粉末を封入した混合酸化物貯蔵容
器を取り扱う場合を除き，セル等に収納する設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込
め）

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。

補足すべき対象はない。

基本方針
設計方針（閉じ込
め）
評価方針（漏えい
の拡大防止・漏え
い液の回収能力）
評価条件評価（漏
えいの拡大防止・
漏えい液の回収能
力）
評価（漏えいの拡
大防止・漏えい液
の回収能力）

機能要求①
機能要求②
評価要求

(2)　漏えい液の回収
　液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を収納するセル等の床にはステンレス鋼製の漏えい液受皿を設置し，液体状の放射性物質
がセル等に漏えいした場合は，漏えい検知装置により検知し，漏えいの拡大を防止するとともに，漏えいした液の性状に応じて定めた移
送先に移送し処理できる設計とする。

6

補足すべき対象はない。【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。
・セル等及び室の床に設置する漏えい液受皿の容量評価については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法
の技術基準への適合に関する説明書」）から変更なし。

・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設
備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設
備
・ウラン・プルトニウム混
合脱硝設備（溶液系，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝
系）
・酸回収設備（第１酸回収
系，第２酸回収系）
・溶媒回収設備（分離・分
配系，プルトニウム精製
系，ウラン精製系，溶媒処
理系）
・計測制御設備
・せん断処理・溶解廃ガス
処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
（塔槽類廃ガス処理系（分
離建屋），塔槽類廃ガス処
理系（ウラン系），塔槽類
廃ガス処理系（プルトニウ
ム系）,ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋塔槽類廃
ガス処理設備，高レベル濃
縮廃液廃ガス処理系，不溶
解残渣廃液廃ガス処理系）
・高レベル廃液ガラス固化
廃ガス処理設備
・換気設備（高レベル廃液
ガラス固化建屋換気設備）
・高レベル廃液処理設備
（高レベル廃液濃縮系，ア
ルカリ廃液濃縮系，高レベ
ル濃縮廃液貯蔵系，不溶解
残渣廃液貯蔵系，アルカリ
濃縮廃液貯蔵系，共用貯蔵
系）
・低レベル廃液処理設備
（第１低レベル廃液処理
系）
・高レベル廃液ガラス固化
設備
・分析設備

上記の設備のうち，セル等
からの漏えい液回収に係る
系統及び機器
回収が重力流によらない場
合：漏えい液受皿，漏えい
検知装置
回収が重力流による場合：
漏えい液受皿，漏えい検知
装置及び漏えい液受皿から
最終回収先の貯槽までの配
管

※漏えいした液が沸騰又は
爆発のおそれのある液体状
の放射性物質を内包する機
器からの漏えいにおける受
皿以降の回収系統は，項目
番号9で抽出する。

Ⅵ　その他の説
明書
Ⅵ－１－１－２
－１　再処理施
設の閉じ込めに
関する説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙３－１①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）
Ⅵ　その他の説
明書
Ⅵ－１－１－２
－１　再処理施
設の閉じ込めに
関する説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

8
　使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽から水が漏えいした場合でも水の漏えいを検知し安全に処置できる設計とする。
　なお，使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽から漏えいした水を検知し安全に処置できる設計については，第2章　個別項目の「1.
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

補足すべき対象はない。

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。
・沸騰又はn－ドデカンの引火点に達するおそれのある漏えい液の回収評価については，既設工認（添付書類「Ⅵ
設計及び工事の方法の技術基準への適合に関する説明書」）から変更なし。

　液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を設置する室の床には漏えい液受皿を設置し，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合
は，漏えいを検知し，漏えいの拡大を防止するとともに，漏えいした液の移送及び処理ができる設計とする。

7

a.　沸騰するおそれのある又はn－ドデカンの引火点に達するおそれのある漏えい液の回収
　漏えいした液の発熱量が大きく，沸騰のおそれがあるか又はTBP，n-ドデカン及びこれらの混合物（以下「有機溶媒」という。）を含む
漏えいした液がn-ドデカンの引火点に達するおそれのあるセル等については，漏えいを検知するための漏えい検知装置を多重化し，万一
外部電源が喪失した場合でも，漏えいした液を確実に移送するために，スチームジェットポンプを使用する場合の蒸気はその他再処理設
備の附属施設の安全蒸気系から供給し，ポンプを使用する場合の電源は非常用所内電源系統に接続する設計とする。また，ポンプは，多
重化するか，万一故障しても漏えいした液が沸騰に至らない間に修理又は交換できる設計とする。
　なお，安全蒸気系の設計については，第2章 個別項目の「7.　その他再処理設備の附属施設」の「7.2.3　蒸気供給設備」に示す。

9

機能要求①
機能要求②
評価要求

機能要求①
機能要求②
評価要求
冒頭宣言

基本方針
設計方針（閉じ込
め）
評価方針（漏えい
の拡大防止）
評価条件（漏えい
の拡大防止）
評価（漏えいの拡
大防止）

・使用済燃料貯蔵設備
（プール水浄化系）
・ウラン精製設備
・精製建屋一時貯留処理設
備
・ウラン脱硝設備（受入
系，蒸発濃縮系，ウラン脱
硝系）
・ウラン・プルトニウム混
合脱硝設備（溶液系，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝
系）
・溶媒回収設備（プルトニ
ウム精製系）
・計測制御設備
・高レベル廃液処理設備
（高レベル濃縮廃液貯蔵
系）
・低レベル廃液処理設備
（第1低レベル廃液処理
系，使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設廃液処理
系，海洋放出管理系）
・低レベル固体廃棄物処理
設備（低レベル濃縮廃液処
理系,廃溶媒処理系）
・低レベル固体廃棄物貯蔵
設備（廃樹脂貯蔵系，ハ
ル・エンドピ－ス貯蔵系）
・分析設備

上記の設備のうち，室に設
置している漏えい液受皿か
らの漏えい液回収に係る系
統及び機器
回収が重力流によらない場
合：漏えい液受皿，漏えい
を検知するための設備
回収が重力流による場合：
漏えい液受皿，漏えいを検
知するための設備及び漏え
い液受皿から最終回収先の
貯槽までの配管

補足すべき対象はない。【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。

補足すべき対象はない。

基本方針
設計方針（閉じ込
め）
評価方針（漏えい
の拡大防止）
評価条件（漏えい
の拡大防止）
評価（漏えいの拡
大防止）

・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設
備
・プルトニウム精製設備
・ウラン・プルトニウム混
合脱硝設備（溶液系）
・高レベル廃液ガラス固化
廃ガス処理設備
・高レベル廃液処理設備
（高レベル廃液濃縮系，高
レベル濃縮廃液貯蔵系，不
溶解残渣廃液貯蔵系，共用
貯蔵系）
・高レベル廃液ガラス固化
設備
・計測制御設備
・安全蒸気系

上記の設備のうち，沸騰す
るおそれがある漏えい液又
はn-ドデカンの引火点に達
するおそれのある漏えい液
受皿，漏えい検知装置，漏
えい液受皿から回収貯槽ま
での配管，ポンプで回収す
る場合はポンプ，スチーム
ジェットポンプで回収する
場合はスチームジェットポ
ンプ並びに安全蒸気の供給
に必要な系統及び機器を対
象とする。発熱量が大き
く，安全に回収するために
希釈が必要な場合には，希
釈液の供給系統も含める。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙３－１①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

10

b.　臨界のおそれのある漏えい液の回収
　通常の運転状態において硝酸プルトニウム並びに硝酸プルトニウム及び硝酸ウラニルの混合溶液の無限体系の未臨界濃度以上のプルト
ニウムを含む溶液を内包する機器を収納するセルの床には，万一漏えいが発生した場合でも臨界とならない漏えい液受皿を設ける設計と
する。
　なお，漏えい液受皿の臨界管理に関する設計については，第１章　共通項目の「1.　核燃料物質の臨界防止」の「1.1　核燃料物質の臨
界防止に関する設計」に基づくものとする。

機能要求②
評価要求
冒頭宣言

・プルトニウム精製設備
・精製施設一時貯留処理設
備
・ウラン・プルトニウム混
合脱硝設備（溶液系）

上記の設備のうち，臨界防
止として，液厚管理の必要
がある漏えい液受皿

基本方針
設計方針（閉じ込
め）
評価方針（漏えい
の拡大防止）
評価条件（漏えい
の拡大防止）
評価（漏えいの拡
大防止）

Ⅵ　その他の説
明書
Ⅵ－１－１－２
－１　再処理施
設の閉じ込めに
関する説明書

補足すべき対象はない。

11

　連続移送の配管から漏えいのおそれがあり，漏えいしたプルトニウムを含む溶液の回収が重力流によらない場合は，漏えい検知装置を
臨界安全管理の観点から多重化し，万一漏えいした場合には，漏えいを確実に検知し移送する設計とする。
　通常の運転状態において無限体系の未臨界濃度以上のプルトニウムを含む溶液を連続移送する配管から漏えいのおそれがあり，漏えい
したプルトニウムを含む溶液の回収が重力流によらない場合は，漏えい液受皿の集液溝を監視する装置により，漏えいを検知する設計と
する。

設置要求
機能要求②
評価要求

施設共通　基本設計方針

【機能要求②】
・プルトニウム精製設備
・計測制御設備

上記の設備のうち，連続移
送配管から漏えいした未臨
界濃度以上のプルトニウム
を含む溶液の回収が重力流
によらない漏えい液受皿，
漏えい検知装置

基本方針
設計方針（閉じ込
め）
評価方針（漏えい
の拡大防止）
評価条件（漏えい
の拡大防止）
評価（漏えいの拡
大防止）

補足すべき対象はない。

12
(3)　熱媒へ漏えいした流体状の放射性物質の回収
　管理区域外から流体状の放射性物質を内包する設備へ冷却水，加熱蒸気及び温水（以下「熱媒」という。）を供給する場合は，管理区
域内で熱交換器を介することで，放射性物質を含む流体を管理区域外に流出しない設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込
め）

補足すべき対象はない。

13
　熱媒をセル内に設置された流体状の放射性物質を内包する設備へ供給する場合は，熱媒中への放射性物質の漏えいを検知できる設計と
する。

機能要求①
機能要求②

施設共通　基本設計方針

【機能要求②】
セル内に熱媒を供給する設
備の経路上に設置している
計測制御設備

基本方針
設計方針（閉じ込
め）

補足すべき対象はない。

14 　万一，熱媒中に放射性物質が漏えいした場合には，汚染した熱媒を安全に処理できる設計とする。 機能要求① 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込
め）

補足すべき対象はない。

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙３－１①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）
補足すべき対象はない。

15

4.1.4　放射性物質を取り扱う設備，セル等及び室の負圧維持
　プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内包する系統及び機器，セル等並びにこれらを収納する建屋は，原則として，気体廃棄物
の廃棄施設により常時負圧に保ち，それぞれの気圧は，原則として，建屋，セル等，系統及び機器の順に低くすることで漏えいの拡大を
防止する設計とする。
　また，上記以外の放射性物質を内包する系統及び機器，セル等並びにこれらを収納する建屋は，気体廃棄物の廃棄施設により負圧に保
ち，それぞれの気圧は，建屋，セル等，系統及び機器の順に低くすることで漏えいの拡大を防止する設計とする。
　気体廃棄物の廃棄施設は，放射性物質の漏えい及び逆流を防止する設計とするとともに，フィルタ，洗浄塔等により放射性物質を適切
に除去した後，主排気筒，北換気筒又は低レベル廃棄物処理建屋換気筒から放出する設計とする。
　なお，放射性物質を適切に除去するための系統及び機器に関する設計については，第2章　個別項目の「5.　放射性廃棄物の廃棄施設」
に示す。

機能要求①
機能要求②
冒頭宣言

・分離設備
・分配設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設
備
・ウラン脱硝設備（受入れ
系，ウラン脱硝系）
・ウラン・プルトニウム混
合脱硝設備（溶液系，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝
系，焙焼・還元系，粉体
系）
・酸回収設備（第1酸回収
系，第2酸回収系）
・溶媒回収設備（溶媒処理
系）
・せん断処理・溶解廃ガス
処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
（前処理建屋塔槽類廃ガス
処理設備，塔槽類廃ガス処
理系（分離建屋），パル
セータ廃ガス処理系（分離
建屋），塔槽類廃ガス処理
系（ウラン系），塔槽類廃
ガス処理系（プルトニウム
系），パルセータ廃ガス処
理系（精製建屋），溶媒処
理廃ガス処理系，ウラン脱
硝建屋塔槽類廃ガス処理設
備，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋塔槽類廃ガス
処理設備，高レベル濃縮廃
液廃ガス処理系，不溶解残
渣廃液廃ガス処理系，低レ
ベル廃液処理建屋塔槽類廃
ガス処理設備，低レベル濃
縮廃液処理廃ガス処理系，
廃溶媒処理廃ガス処理系，
雑固体廃棄物焼却処理廃ガ
ス処理系，塔槽類廃ガス処
理系（低レベル廃棄物処理
建屋），チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン処
理建屋塔槽類廃ガス処理設
備，ハル・エンドピース貯
蔵建屋塔槽類廃ガス処理設
備，分析建屋塔槽類廃ガス
処理設備）
・高レベル廃液ガラス固化
廃ガス処理設備
・換気設備（使用済燃料輸
送容器管理建屋換気設備，
使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋換気設備，前処理建屋換
気設備，分離建屋換気設
備，精製建屋換気設備，ウ
ラン脱硝建屋換気設備，ウ
ラン・プルトニウム混合脱
硝建屋換気設備，ウラン・
プルトニウム混合酸化物貯
蔵建屋換気設備，高レベル
廃液ガラス固化建屋換気設
備，第１ガラス固化体貯蔵
建屋換気設備，低レベル廃
液処理建屋換気設備，低レ
ベル廃棄物処理建屋換気設
備，ハル・エンドピース貯
蔵建屋換気設備，チャンネ
ルボックス・バーナブルポ
イズン処理建屋換気設備，
分析建屋換気設備）
・高レベル廃液処理設備
（高レベル廃液濃縮系，高
レベル濃縮廃液貯蔵系）
・低レベル廃液処理設備
（第1低レベル廃液処理
系，第2低レベル廃液処理
系）
・低レベル固体廃棄物処理
設備（雑固体廃棄物処理
系）
・分析設備

上記の設備のうち，主要な
系統及び機器

基本方針
設計方針（閉じ込
め）

Ⅵ　その他の説
明書
Ⅵ－１－１－２
－１　再処理施
設の閉じ込めに
関する説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。
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17
4.1.5　グローブボックス及びフード
　プルトニウムを含む溶液及び粉末を取り扱うグローブボックスは，給気口及び排気口を除き密閉できる設計とする。

機能要求②

・プルトニウム精製設備
・ウラン・プルトニウム混
合脱硝設備（溶液系，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝
系，焙焼・還元系，粉体
系）

上記の設備のプルトニウム
を含む溶液及び粉末を取り
扱うグローブボックス

基本方針
設計方針（閉じ込
め）

補足すべき対象はない。

18 　フードは，気体廃棄物の廃棄施設により開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。
機能要求①
機能要求②

・プルトニウム精製設備
・ウラン脱硝設備（受入れ
系，ウラン脱硝系）
・ウラン・プルトニウム混
合脱硝設備（粉体系）
・塔槽類廃ガス処理設備
（塔槽類廃ガス処理系（低
レベル廃棄物処理建屋））
・換気設備（使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋換気設備，
分離建屋換気設備，精製建
屋換気設備，ウラン脱硝建
屋換気設備，ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋換気
設備，分析建屋換気設備）
・分析設備

上記の設備のうち，フード
及びフードからの排気系

基本方針
設計方針（閉じ込
め）

補足すべき対象はない。

補足すべき対象はない。2.　基本方針
2.1　閉じ込め

Ⅵ　その他の説
明書
Ⅵ－１－１－２
－１　再処理施
設の閉じ込めに
関する説明書

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。

機能要求①
機能要求②

16
　設計基準事故時においても，可能な限り負圧維持並びに漏えい及び逆流防止の機能が確保される設計とするとともに，一部の換気系統
の機能が損なわれた場合においても，再処理施設全体として気体の閉じ込め機能を確保する設計とする。

基本方針
設計方針（閉じ込
め）

・分離設備
・分配設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設
備
・ウラン・プルトニウム混
合脱硝設備（ウラン・プル
トニウム混合脱硝系，焙
焼・還元系，粉体系）
・計測制御設備
・安全保護回路
・せん断処理・溶解廃ガス
処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
（前処理建屋塔槽類廃ガス
処理設備，塔槽類廃ガス処
理系（分離建屋），パル
セータ廃ガス処理系（分離
建屋），塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム系），パ
ルセータ廃ガス処理系（精
製建屋），ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋塔槽類
廃ガス処理設備，高レベル
濃縮廃液廃ガス処理系，不
溶解残渣廃液廃ガス処理
系）
・高レベル廃液ガラス固化
廃ガス処理設備
・換気設備（前処理建屋換
気設備，分離建屋換気設
備，精製建屋換気設備，ウ
ラン・プルトニウム混合脱
硝建屋換気設備，高レベル
廃液ガラス固化建屋換気設
備）
・主排気筒
・高レベル廃液処理設備
（高レベル廃液濃縮系）

上記の設備のうち，主要な
系統及び機器
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冷-13
(2) 再処理設備本体用

再処理設備本体用の安全冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプによって再処理設備本体，計測制御系統施設，
放射性廃棄物の廃棄施設及びその他再処理設備の附属施設の機器類等に冷却水を供給し，各施設で発生する熱を除去する設計とする。

設置要求

冷却水設備（安全冷却水
系）
（許可文中，第9.5-1表
(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針 補足すべき対象はない。

冷-14
　再処理設備本体用の安全冷却水系の冷却水は，崩壊熱により溶液が沸騰するおそれのある機器の崩壊熱の除去，安全圧縮空気系の空気
圧縮機の冷却，建屋換気空調等のために供給する設計とする。

設置要求

冷却水設備（安全冷却水
系）
（許可文中，第9.5-1表
(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針 補足すべき対象はない。

冷-15
　再処理設備本体用の安全冷却水系は，独立した2系列の冷却塔，冷却水循環ポンプ等により構成し，1系列の運転でも必要とする熱除去
ができる容量を有する設計とする。 設置要求

冷却水設備（安全冷却水
系）
（許可文中，第9.5-1表
(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針 補足すべき対象はない。

冷-16

　崩壊熱除去用の冷却水は，各建屋に中間熱交換器を設置して熱交換し，冷却水循環ポンプで各施設の機器に設ける冷却コイル又は冷却
ジャケットに冷却水を供給する。崩壊熱による溶液の沸騰までの時間余裕が小さい場合は，中間熱交換器以降は独立した2系列とする設計
とする。

設置要求

冷却水設備（安全冷却水
系）
（許可文中，第9.5-1表
(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針 補足すべき対象はない。

冷-17
　崩壊熱除去用冷却水の供給が必要な施設は溶解施設の溶解設備の中間ポット，分離施設の分離設備の溶解液中間貯槽，精製施設のプル
トニウム精製設備のプルトニウム溶液受槽等である。

設置要求

冷却水設備（安全冷却水
系）
（許可文中，第9.5-1表
(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針 補足すべき対象はない。

冷-18
　再処理設備本体用の安全冷却水系は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系の空気圧縮機へ直接供給し，また，制御建屋等で
非常用所内電源系統に接続する建屋換気設備等へ冷凍機を介して供給する設計とする。

設置要求

冷却水設備（安全冷却水
系）
（許可文中，第9.5-1表
(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針 補足すべき対象はない。

20

4.1.7　液体状の放射性物質の施設外への漏えい防止
　液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を設置する室の床には「4.1.3　放射性物質の漏えい拡大防止」に示す漏えい液受皿を設置
し，液体状の放射性物質が施設外へ漏えいすることを防止する設計としている。
　漏えい液受皿を設置しない場合は，液体状の放射性物質を取り扱う設備の周辺部又は施設外に通じる出入口若しくはその周辺部に堰を
設置し，最大容量の機器から全量漏えいした場合においても，液体状の放射性物質が施設外へ漏えいすることを防止する設計とする。

機能要求②
評価要求

・前処理建屋
・分離建屋
・精製建屋
・ウラン脱硝建屋
・低レベル廃棄物処理建屋
・チャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理建
屋

上記の建屋において，施設
外に通じる出入口又はその
周辺部に設置している液体
状の放射性物質の施設外へ
の漏えいを防止する堰

基本方針
設計方針（閉じ込
め）
評価方針（漏えい
の拡大防止）
評価条件（漏えい
の拡大防止）
評価（漏えいの拡
大防止）

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。
・堰の容量評価については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に関する説明書」）
から変更なし。

補足すべき対象はない。

21
　液体状の放射性物質を取り扱う設備が設置される施設内部のうち，液体状の放射性物質の漏えいが拡大するおそれがある部分の床面，
適切な高さまでの壁面，堰及びこれらの接合部は，耐水性を有する設計とし，液体状の放射性物質が漏えいし難い設計とする。また，床
面，壁面及び堰に貫通部を設ける場合は，床面，壁面及び堰の耐水性が損なわれない設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込
め）

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。

補足すべき対象はない。

22
　液体状の放射性物質を取り扱う設備が設置される施設の床面下には，敷地外に管理されずに排出される排水が流れる排水路を設置しな
い設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込
め）

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。 補足すべき対象はない。

23
4.2　放射性物質による汚染の防止
　放射性物質による汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるおそれのある壁の表面は，汚染の除去が容易で腐食し難い樹脂系塗料等
の材料によって仕上げる設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（汚染防
止）

2.2　放射性物質による汚染の防止の
基本方針

補足すべき対象はない。

24
　人が触れるおそれがある物の放射性物質による汚染を除去する除染設備を設けることで，放射性物質を除去できる設計とする。除染設
備の排水は，液体廃棄物の廃棄施設で処理する設計とする。

機能要求①
設置要求

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（汚染防
止）

補足すべき対象はない。

19

補足すべき対象はない。【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。
・沸騰するおそれがある溶液における崩壊熱除去の評価については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法
の技術基準への適合に関する説明書」）から変更なし。

基本方針
設計方針(崩壊熱
除去)
評価条件（崩壊熱
除去）
評価方法（崩壊熱
除去）
評価(崩壊熱除去)

・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分離建屋一時貯留処理設
備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設
備
・ウラン・プルトニウム混
合脱硝設備（溶液系）
・高レベル廃液処理設備
（高レベル廃液濃縮系，高
レベル濃縮廃液貯蔵系，不
溶解残渣廃液貯蔵系，共用
貯蔵系）
・高レベル廃液ガラス固化
設備
・安全冷却水系

上記設備のうち、事業変更
許可申請書 添付書類六 第
９.５－２表に記載の崩壊
熱除去用冷却水を必要とす
る機器へ冷却水を供給する
系統及び機器（冷却塔，ポ
ンプ，熱交換器，容器）

機能要求①
機能要求②
評価要求
冒頭宣言

4.1.6　崩壊熱除去
　再処理施設は，使用済燃料及びその溶解液，放射性廃棄物等の貯蔵及び処理時に発生する崩壊熱による異常な温度上昇を防止する設計
とする。
　なお，溶解液等の貯蔵及び処理時に発生する崩壊熱による溶液の異常な温度上昇を防止するために使用する安全冷却水系の設計につい
ては，第2章 個別項目の「7.　その他再処理設備の附属施設」の「7.2.2　冷却水設備」に示す。
　また，使用済燃料，製品貯蔵容器及び放射性廃棄物であるガラス固化体の貯蔵時に発生する崩壊熱による異常な温度上昇の防止に関す
る設計については，それぞれ第2章　個別項目の「1.　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設」，「3.　製品貯蔵施設」及び「5.　放射性
廃棄物の廃棄施設」の「5.3　固体廃棄物の廃棄施設」に示す。

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。
・沸騰するおそれがある溶液における崩壊熱除去の評価については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法
の技術基準への適合に関する説明書」）から変更なし。

【2.　基本方針】
【2.2　放射性物質による汚染の防止】
・放射性物質による汚染の防止に関する設計について説明する。

Ⅵ　その他の説
明書
Ⅵ－１－１－２
－１　再処理施
設の閉じ込めに
関する説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙３－１②

1 1.1 1.1.1 -1 a. (a) イ. (イ)以降 1回 第1回　記載概要 2回 第2回　記載概要

1 概要 添付書類の概要を説明する。 △ 添付書類の概要を説明する。 △ 第1回ですべて説明されるため，追加事項なし。

2 基本方針

2.1 閉じ込めの基本方針

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。
・逆流防止に係る設計方針の説明については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技
術基準への適合に関する説明書」）から変更がないことを説明する。
・セル等及び室の床に設置する漏えい液受皿の容量評価については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設
計及び工事の方法の技術基準への適合に関する説明書」）から変更がないことを説明する。
・沸騰するおそれがある溶液における崩壊熱除去の評価については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設
計及び工事の方法の技術基準への適合に関する説明書」）から変更がないことを説明する。
・堰の容量評価については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」）から変更がないことを説明する。

△

・第1回申請対象設備に関する放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。
・第1回申請対象設備に関する沸騰するおそれがある溶液における崩壊熱除去の評価については，
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に関する説明書」）から変更が
ないことを説明する。

△

・第2回申請対象設備に関する放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。
・逆流防止に係る設計方針の説明については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技
術基準への適合に関する説明書」）から変更がないことを説明する。
・セル等及び室の床に設置する漏えい液受皿の容量評価については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設
計及び工事の方法の技術基準への適合に関する説明書」）から変更がないことを説明する。
・第2回申請対象設備に関する沸騰するおそれがある溶液における崩壊熱除去の評価については，
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に関する説明書」）から変更が
ないことを説明する。
・堰の容量評価については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」）から変更がないことを説明する。

補足すべき対象はない。

2.2 放射性物質による汚染の防止の基本方針
【2.2　放射性物質による汚染の防止】
・放射性物質による汚染の防止に関する設計について説明する。 －

対象となる設備がないため、記載事項なし。
△

放射性物質による汚染の防止に関する設計について説明する。 補足すべき対象はない。

3. 準拠規格 ・引用した準拠規格を記載する。 △ 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ グローブボックス及びフードに適用する規格を記載する。

凡例
・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅵ－1－1－2－1　再処理施設の閉じ込めに関する説明書

再処理目次
再処理添付書類構成案 補足説明資料記載概要

申請回次
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令和４年 11月８日 Ｒ３ 

別紙３－２

基本設計方針の添付書類への展開

（第２章 個別項目 冷却水設備等）
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十条 閉じ込めの機能（第２章　個別項目　冷却水設備等））

別紙３－２①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項

冷-2
　冷却水設備は，一般冷却水系及び安全冷却水系で構成し，再処理施設内の各施設で発生する熱を除去し，冷却塔から大気に放熱する設
計とする。

設置要求

冷却水設備（一般冷却水
系，安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表
(1)，第9.5-1表(2)，第
9.5-1～5図

基本方針

冷-3

7.2.2.1　一般冷却水系
　一般冷却水系は，各建屋換気空調用，使用済燃料輸送容器管理建屋用，再処理設備本体用，運転予備用ディーゼル発電機用，第2運転予
備用ディーゼル発電機用及び再処理設備本体の運転予備負荷用の系統で構成する設計とする。

設置要求

冷却水設備（一般冷却水
系）
（許可文中，第9.5-1表
(1)，第9.5-1，2図）

基本方針

冷-4

(1) 各建屋換気空調用
各建屋換気空調用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプによって，再処理設備本体，計測制御系統施

設，放射性廃棄物の廃棄施設及びその他再処理設備の附属施設に冷却水を供給し，主として各建屋換気空調等で発生する熱を除去する設
計とする。

設置要求

冷却水設備（一般冷却水
系）
（許可文中，第9.5-1表
(1)，第9.5-1，2図）

基本方針

冷-5

(2) 使用済燃料輸送容器管理建屋用
使用済燃料輸送容器管理建屋用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプによって，使用済燃料輸送容器管

理建屋の除染エリア内の放射性廃棄物の廃棄施設の換気空調及びその他再処理設備の附属施設に冷却水を供給し，発生する熱を除去する
設計とする。

設置要求

冷却水設備（一般冷却水
系）
（許可文中，第9.5-1表
(1)，第9.5-1，2図）

基本方針

冷-6
(3) 再処理設備本体用

再処理設備本体用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプによって，再処理設備本体及び放射性廃棄物の
廃棄施設の凝縮器等に冷却水を供給し，発生する熱を除去する設計とする。

設置要求

冷却水設備（一般冷却水
系）
（許可文中，第9.5-1表
(1)，第9.5-1，2図）

基本方針

冷-7

(4) 運転予備用ディーゼル発電機用及び第2運転予備用ディーゼル発電機用
運転予備用ディーゼル発電機用及び第2運転予備用ディーゼル発電機用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水循環ポ

ンプによって，その他再処理設備の附属施設の運転予備用ディーゼル発電機及び第2運転予備用ディーゼル発電機に冷却水を供給し，発生
する熱を除去する設計とする。

設置要求

冷却水設備（一般冷却水
系）
（許可文中，第9.5-1表
(1)，第9.5-1，2図）

基本方針

冷-8
(5) 再処理設備本体の運転予備負荷用

再処理設備本体の運転予備負荷用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプによって，運転予備負荷に直
接，又は冷凍機を介して冷却水を供給し，発生する熱を除去する設計とする。

設置要求

冷却水設備（一般冷却水
系）
（許可文中，第9.5-1表
(1)，第9.5-1，2図）

基本方針

冷-9
7.2.2.2　安全冷却水系
　安全冷却水系は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用，再処理設備本体用並びに第2非常用ディーゼル発電機用の系統で構成する設
計とする。

設置要求

冷却水設備（安全冷却水
系）
（許可文中，第9.5-1表
(2)，第9.5-1，3～5図）
地下水排水設備

基本方針

冷-12
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系は，MOX燃料加工施設と共用するモニタリングポストの非常用電源設備である第1
非常用ディーゼル発電機の熱を除去するため，MOX燃料加工施設と共用し，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①

冷却水設備（安全冷却水
系）
（許可文中，第9.5-1表
(2)，第9.5-1，3～5図）

設計方針（共用）

冷-19
(3) 第2非常用ディーゼル発電機用

第2非常用ディーゼル発電機用の安全冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプによって，その他再処理設備の附属
施設の第2非常用ディーゼル発電機に独立して冷却水を供給し，発生する熱を除去する設計とする。

設置要求

冷却水設備（安全冷却水
系）
（許可文中，第9.5-1表
(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

冷-10

(1) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系（MOX燃料加工施設と一部供用（以下同じ。））は，冷却塔により冷却水を除熱

し，冷却水循環ポンプによって，使用済燃料の貯蔵施設のプール水冷却系の熱交換器及びその他再処理設備の附属施設の第1非常用ディー
ゼル発電機等に冷却水を供給し，発生する熱を除去する設計とする。

設置要求

冷却水設備（安全冷却水
系）
（許可文中，第9.5-1表
(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

冷-11
　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系は，独立した2系列の冷却塔，冷却水循環ポンプ等により構成し，1系列の運転
でも必要とする熱除去ができる容量を有する設計とする。

設置要求

冷却水設備（安全冷却水
系）
（許可文中，第9.5-1表
(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

冷-13
(2) 再処理設備本体用

再処理設備本体用の安全冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプによって再処理設備本体，計測制御系統施設，
放射性廃棄物の廃棄施設及びその他再処理設備の附属施設の機器類等に冷却水を供給し，各施設で発生する熱を除去する設計とする。

設置要求

冷却水設備（安全冷却水
系）
（許可文中，第9.5-1表
(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

冷-14
　再処理設備本体用の安全冷却水系の冷却水は，崩壊熱により溶液が沸騰するおそれのある機器の崩壊熱の除去，安全圧縮空気系の空気
圧縮機の冷却，建屋換気空調等のために供給する設計とする。

設置要求

冷却水設備（安全冷却水
系）
（許可文中，第9.5-1表
(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

冷-15
　再処理設備本体用の安全冷却水系は，独立した2系列の冷却塔，冷却水循環ポンプ等により構成し，1系列の運転でも必要とする熱除去
ができる容量を有する設計とする。 設置要求

冷却水設備（安全冷却水
系）
（許可文中，第9.5-1表
(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

冷-16

　崩壊熱除去用の冷却水は，各建屋に中間熱交換器を設置して熱交換し，冷却水循環ポンプで各施設の機器に設ける冷却コイル又は冷却
ジャケットに冷却水を供給する。崩壊熱による溶液の沸騰までの時間余裕が小さい場合は，中間熱交換器以降は独立した2系列とする設計
とする。

設置要求

冷却水設備（安全冷却水
系）
（許可文中，第9.5-1表
(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

冷-17
　崩壊熱除去用冷却水の供給が必要な施設は溶解施設の溶解設備の中間ポット，分離施設の分離設備の溶解液中間貯槽，精製施設のプル
トニウム精製設備のプルトニウム溶液受槽等である。

設置要求

冷却水設備（安全冷却水
系）
（許可文中，第9.5-1表
(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

冷-18
　再処理設備本体用の安全冷却水系は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系の空気圧縮機へ直接供給し，また，制御建屋等で
非常用所内電源系統に接続する建屋換気設備等へ冷凍機を介して供給する設計とする。

設置要求

冷却水設備（安全冷却水
系）
（許可文中，第9.5-1表
(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

冷-1

7.2.2　冷却水設備
　冷却水設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通項目の「2.　地盤」，「3.　自然現象等」，「4.　閉じ込めの機
能」，「5.　火災等による損傷の防止」，「6.　再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「7.　再処理施設内における化学薬品
の漏えいによる損傷の防止」及び「9.　設備に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 － － － － － －

－

－

－

展開先（小項目）

Ⅵ－１－１－２
－１　再処理施
設の閉じ込めに
関する説明書

Ⅵ－１－２　使
用済燃料の受入
れ施設及び貯蔵
施設に関する説
明書【次回以降
申請】
（第19条「使用
済燃料の貯蔵施
設等」の添付書
類で記載す
る。）

－－

－ －

Ⅵ-1-1-4　安全
機能を有する施
設及び重大事故
等対処設備が使
用される条件の
下における健全
性に関する説明
書
（第15条「安全
上重要な施
設」，第16条
「安全機能を有
する施設」の添
付書類で記載す
る。）

－ －
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令和４年 11月８日 Ｒ４ 

別紙４ 

添付書類の発電炉との比較 
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【Ⅵ－１－１－２－１ 再処理施設の閉じ込めに関する説明書】( 1 / 13 )                別紙４ 

基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－１－２－１ 備 考 

 Ⅵ－１－１－２－１ 再処理施設の閉じ込めに関する説明書 

1. 概要 

2. 基本方針 

2.1 閉じ込め 

2.2 放射性物質による汚染の防止（次回以降申請） 

 

 

 

 

 

 

 

4. 閉じ込めの機能 

4.1 閉じ込め 

安全機能を有する施設は，放射性物質を系統若しくは機器に閉じ

込める，又は漏えいした場合においても，セル，グローブボックス

及びこれらと同等の閉じ込め機能を有する施設（以下「セル等」と

いう。）若しくは建屋内に保持し，放射性物質を限定された区域に閉

じ込める設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，「再処理施設の技術基準に関する規則」第十条及び第二

十六条に適合する設計とするため，再処理施設における閉じ込めの

機能の維持，また，放射性物質によって汚染された物による汚染の

防止のために必要な措置を説明するものである。 

 

2. 基本方針 

2.1 閉じ込め 

安全機能を有する施設は，放射性物質を系統若しくは機器に閉じ

込める，又は漏えいした場合においても，セル，グローブボックス

及びこれらと同等の閉じ込め機能を有する施設（以下「セル等」と

いう。）若しくは建屋内に保持し，放射性物質を限定された区域に閉

じ込める設計とする。 

なお，放射性物質を限定された区域に閉じ込める機能を維持する

ために，安全上重要な施設の安全機能に支援が必要な場合には，安

全機能の支援として，純水，冷却水及び圧縮空気を供給する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性物質を限定され

た区域に閉じ込めるた

めの設備には，放射性

物質を取り扱う設備以

外に，冷却水のような

支援機能を有する設備

も含まれることについ

て明確にした。  
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【Ⅵ－１－１－２－１ 再処理施設の閉じ込めに関する説明書】( 2 / 13 )                別紙４ 

基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－１－２－１ 備 考 

4.1.1 系統及び機器への放射性物質の閉じ込め 

放射性物質を内包する系統及び機器は，放射性物質が漏えいし難

い設計とする。また，使用する化学薬品，取り扱う放射性物質，圧

力及び温度並びに保守及び修理の条件を考慮し，ステンレス鋼，ジ

ルコニウムその他の腐食し難い材料を使用するとともに，腐食しろ

を確保する設計とする。 

 

 

なお，使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽の水の漏えいし難

い設計については，第2章 個別項目の「1. 使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設」に示す。 

ウランを含む粉末，焼却灰その他の粉末状の放射性物質を非密封

で取り扱う場合は，密閉した系統及び機器内で取り扱う設計とする。 

 

4.1.2 放射性物質の逆流防止 

流体状の放射性物質を取り扱う設備は，放射性物質を含まない流

体を取り扱う設備への放射性物質の逆流により放射性物質を拡散し

ない設計とする。 

 

 

 

 なお，放射性物質により汚染された空気を取り扱う換気設備の逆

流防止に関する設計については，第2章 個別項目の「5. 放射性廃

棄物の廃棄施設」の「5.1.4 換気設備」に示す。 

 

 

 

2.1.1 系統及び機器への放射性物質の閉じ込め 

放射性物質を内包する系統及び機器は，放射性物質が漏えいし難

い設計とする。また，使用する化学薬品，取り扱う放射性物質，圧

力及び温度並びに保守及び修理の条件を考慮し，ステンレス鋼，ジ

ルコニウムその他の腐食し難い材料を使用するとともに，腐食しろ

を確保する設計とする。 

なお，系統及び機器への放射性物質の閉じ込めに関する設計の具

体については，溶解施設等の申請に合わせて次回以降に説明する。 

上記のうち，使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽の水の漏え

いし難い設計の具体については，「Ⅵ－１－２ 使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設に関する説明書」にて説明する。 

ウランを含む粉末，焼却灰その他の粉末状の放射性物質を非密封

で取り扱う場合は，密閉した系統及び機器内で取り扱う設計とする。 

 

2.1.2 放射性物質の逆流防止 

流体状の放射性物質を取り扱う設備は，放射性物質を含まない流

体を取り扱う設備への放射性物質の逆流により放射性物質を拡散し

ない設計とする。 

なお，流体状の放射性物質の逆流防止に関する設計の具体につい

ては，溶解施設等の申請に合わせて次回以降に説明する。 

 

上記のうち，放射性物質により汚染された空気を取り扱う換気設

備の逆流防止に関する設計の具体については，「Ⅵ－１－６ 放射

性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」にて説明する。 
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【Ⅵ－１－１－２－１ 再処理施設の閉じ込めに関する説明書】( 3 / 13 )                別紙４ 

基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－１－２－１ 備 考 

4.1.3 放射性物質の漏えい拡大防止 

(1) セル等又は室への放射性物質を内包する設備の収納 

放射性物質を内包する系統及び機器は，その性状に応じてセル等

又は室に適切に収納する設計とする。 

プルトニウムを含む溶液及び粉末並びに高レベル放射性液体廃棄

物（以下「高レベル廃液」という。）を内包する系統及び機器は，

分析のため少量を取り扱う場合や，ウラン・プルトニウム混合酸化

物（UO2・PuO2，以下「MOX」という。）粉末を封入した混合酸化物貯

蔵容器を取り扱う場合を除き，セル等に収納する設計とする。 

 

 

 

 

(2) 漏えい液の回収 

液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を収納するセル等の

床にはステンレス鋼製の漏えい液受皿を設置し，液体状の放射性物

質がセル等に漏えいした場合は，漏えい検知装置により検知し，漏

えいの拡大を防止するとともに，漏えいした液の性状に応じて定め

た移送先に移送し処理できる設計とする。 

液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を設置する室の床に

は漏えい液受皿を設置し，万一液体状の放射性物質が漏えいした場

合は，漏えいを検知し，漏えいの拡大を防止するとともに，漏えい

した液の移送及び処理ができる設計とする。 

 

 

 

 

2.1.3 放射性物質の漏えい拡大防止 

(1) セル等又は室への放射性物質を内包する設備の収納 

放射性物質を内包する系統及び機器は，その性状に応じてセル等

又は室に適切に収納する設計とする。 

プルトニウムを含む溶液及び粉末並びに高レベル放射性液体廃棄

物（以下「高レベル廃液」という。）を内包する系統及び機器は，

分析のため少量を取り扱う場合や，ウラン・プルトニウム混合酸化

物（UO2・PuO2，以下「MOX」という。）粉末を封入した混合酸化物貯

蔵容器を取り扱う場合を除き，セル等に収納する設計とする。 

なお，放射性物質の漏えい拡大を防止するための放射性物質の移

動に関する設計については，溶解施設等の申請に合わせて次回以降

に説明する。 

 

(2) 漏えい液の回収 

液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を収納するセル等の

床にはステンレス鋼製の漏えい液受皿を設置し，液体状の放射性物

質がセル等に漏えいした場合は，漏えい検知装置により検知し，漏

えいの拡大を防止するとともに，漏えいした液の性状に応じて定め

た移送先に移送し処理できる設計とする。 

液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を設置する室の床に

は漏えい液受皿を設置し，万一液体状の放射性物質が漏えいした場

合は，漏えいを検知し，漏えいの拡大を防止するとともに，漏えい

した液の移送及び処理ができる設計とする。 

なお，漏えい液の拡大防止及び回収に関する設計の具体及び漏え

い拡大防止のために設置する受皿に関する設計については，精製施

設等の申請に合わせて次回以降に説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65



【Ⅵ－１－１－２－１ 再処理施設の閉じ込めに関する説明書】( 4 / 13 )                別紙４ 

基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－１－２－１ 備 考 

使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽から水が漏えいした場合

でも水の漏えいを検知し安全に処置できる設計とする。 

なお，使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽から漏えいした水

を検知し安全に処置できる設計については，第2章 個別項目の「1. 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設」に示す。 

 

a. 沸騰するおそれのある又はn－ドデカンの引火点に達するおそ

れのある漏えい液の回収 

漏えいした液の発熱量が大きく，沸騰のおそれがあるか又は TBP，

n-ドデカン及びこれらの混合物（以下「有機溶媒」という。）を含む

漏えいした液が n-ドデカンの引火点に達するおそれのあるセル等

については，漏えいを検知するための漏えい検知装置を多重化し，

万一外部電源が喪失した場合でも，漏えいした液を確実に移送する

ために，スチームジェットポンプを使用する場合の蒸気はその他再

処理設備の附属施設の安全蒸気系から供給し，ポンプを使用する場

合の電源は非常用所内電源系統に接続する設計とする。また，ポン

プは，多重化するか，万一故障しても漏えいした液が沸騰に至らな

い間に修理又は交換できる設計とする。 

なお，安全蒸気系の設計については，第 2章 個別項目の「7. そ

の他再処理設備の附属施設」の「7.2.3 蒸気供給設備」に示す。 

 

 

b. 臨界のおそれのある漏えい液の回収 

通常の運転状態において硝酸プルトニウム並びに硝酸プルトニウ

ム及び硝酸ウラニルの混合溶液の無限体系の未臨界濃度以上のプル

トニウムを含む溶液を内包する機器を収納するセルの床には，万一

漏えいが発生した場合でも臨界とならない漏えい液受皿を設ける設

使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽から水が漏えいした場合

でも水の漏えいを検知し安全に処置できる設計とする。 

なお，使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽から漏えいした水

を検知し安全に処置できる設計の具体については，「Ⅵ－１－２ 使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に関する説明書」にて説明する。 

 

a. 沸騰するおそれのある又はn－ドデカンの引火点に達するおそ

れのある漏えい液の回収 

漏えいした液の発熱量が大きく，沸騰のおそれがあるか又は TBP，

n-ドデカン及びこれらの混合物（以下「有機溶媒」という。）を含む

漏えいした液が n-ドデカンの引火点に達するおそれのあるセル等

については，漏えいを検知するための漏えい検知装置を多重化し，

万一外部電源が喪失した場合でも，漏えいした液を確実に移送する

ために，スチームジェットポンプを使用する場合の蒸気はその他再

処理設備の附属施設の安全蒸気系から供給し，ポンプを使用する場

合の電源は非常用所内電源系統に接続する設計とする。また，ポン

プは，多重化するか，万一故障しても漏えいした液が沸騰に至らな

い間に修理又は交換できる設計とする。 
 なお，沸騰又は n-ドデカンの引火点に達するおそれのある漏えい

液の回収に関する設計の具体については，溶解施設等の申請に合わ

せて次回以降に説明する。 

 

b. 臨界のおそれのある漏えい液の回収 

通常の運転状態において硝酸プルトニウム並びに硝酸プルトニウ

ム及び硝酸ウラニルの混合溶液の無限体系の未臨界濃度以上のプル

トニウムを含む溶液を内包する機器を収納するセルの床には，万一

漏えいが発生した場合でも臨界とならない漏えい液受皿を設ける設
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【Ⅵ－１－１－２－１ 再処理施設の閉じ込めに関する説明書】( 5 / 13 )                別紙４ 

基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－１－２－１ 備 考 

計とする。 

なお，漏えい液受皿の臨界管理に関する設計については，第１章 

共通項目の「1. 核燃料物質の臨界防止」の「1.1 核燃料物質の臨

界防止に関する設計」に基づくものとする。 

連続移送の配管から漏えいのおそれがあり，漏えいしたプルトニ

ウムを含む溶液の回収が重力流によらない場合は，漏えい検知装置

を臨界安全管理の観点から多重化し，万一漏えいした場合には，漏

えいを確実に検知し移送する設計とする。 

通常の運転状態において無限体系の未臨界濃度以上のプルトニウ

ムを含む溶液を連続移送する配管から漏えいのおそれがあり，漏え

いしたプルトニウムを含む溶液の回収が重力流によらない場合は，

漏えい液受皿の集液溝を監視する装置により，漏えいを検知する設

計とする。 

 

(3) 熱媒へ漏えいした流体状の放射性物質の回収 

管理区域外から流体状の放射性物質を内包する設備へ冷却水，加

熱蒸気及び温水（以下「熱媒」という。）を供給する場合は，管理

区域内で熱交換器を介することで，放射性物質を含む流体を管理区

域外に流出しない設計とする。 

熱媒をセル内に設置された流体状の放射性物質を内包する設備

へ供給する場合は，熱媒中への放射性物質の漏えいを検知できる設

計とする。 

万一，熱媒中に放射性物質が漏えいした場合には，汚染した熱媒

を安全に処理できる設計とする。 

 

 

 

計とする。 

 なお，漏えい液受皿の臨界管理に関する設計については，「Ⅰ 核

燃料物質の臨界防止に関する説明書」にて説明する。 

 

連続移送の配管から漏えいのおそれがあり，漏えいしたプルトニ

ウムを含む溶液の回収が重力流によらない場合は，漏えい検知装置

を臨界安全管理の観点から多重化し，万一漏えいした場合には，漏

えいを確実に検知し移送する設計とする。 

通常の運転状態において無限体系の未臨界濃度以上のプルトニウ

ムを含む溶液を連続移送する配管から漏えいのおそれがあり，漏え

いしたプルトニウムを含む溶液の回収が重力流によらない場合は，

漏えい液受皿の集液溝を監視する装置により，漏えいを検知する設

計とする。 

 

(3) 熱媒へ漏えいした流体状の放射性物質の回収 

管理区域外から流体状の放射性物質を内包する設備へ冷却水，加

熱蒸気及び温水（以下「熱媒」という。）を供給する場合は，管理

区域内で熱交換器を介することで，放射性物質を含む流体を管理区

域外に流出しない設計とする。 

熱媒をセル内に設置された流体状の放射性物質を内包する設備

へ供給する場合は，熱媒中への放射性物質の漏えいを検知できる設

計とする。 

万一，熱媒中に放射性物質が漏えいした場合には，汚染した熱媒

を安全に処理できる設計とする。 
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【Ⅵ－１－１－２－１ 再処理施設の閉じ込めに関する説明書】( 6 / 13 )                別紙４ 

基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－１－２－１ 備 考 

4.1.4 放射性物質を取り扱う設備，セル等及び室の負圧維持 

プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内包する系統及び機

器，セル等並びにこれらを収納する建屋は，原則として，気体廃棄

物の廃棄施設により常時負圧に保ち，それぞれの気圧は，原則とし

て，建屋，セル等，系統及び機器の順に低くすることで漏えいの拡

大を防止する設計とする。 

また，上記以外の放射性物質を内包する系統及び機器，セル等並

びにこれらを収納する建屋は，気体廃棄物の廃棄施設により負圧に

保ち，それぞれの気圧は，建屋，セル等，系統及び機器の順に低く

することで漏えいの拡大を防止する設計とする。 

 

 

 

 気体廃棄物の廃棄施設は，放射性物質の漏えい及び逆流を防止す

る設計とするとともに，フィルタ，洗浄塔等により放射性物質を適

切に除去した後，主排気筒，北換気筒又は低レベル廃棄物処理建屋

換気筒から放出する設計とする。 

なお，放射性物質を適切に除去するための系統及び機器に関する

設計については，第2章 個別項目の「5. 放射性廃棄物の廃棄施設」

に示す。 

 

設計基準事故時においても，可能な限り負圧維持並びに漏えい及

び逆流防止の機能が確保される設計とするとともに，一部の換気系

統の機能が損なわれた場合においても，再処理施設全体として気体

の閉じ込め機能を確保する設計とする。 

 

 

2.1.4 放射性物質を取り扱う設備，セル等及び室の負圧維持 

 プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内包する系統及び機

器，セル等並びにこれらを収納する建屋は，原則として，気体廃棄

物の廃棄施設により常時負圧に保ち，それぞれの気圧は，原則とし

て，建屋，セル等，系統及び機器の順に低くすることで漏えいの拡

大を防止する設計とする。 

また，上記以外の放射性物質を内包する系統及び機器，セル等並

びにこれらを収納する建屋は，気体廃棄物の廃棄施設により負圧に

保ち，それぞれの気圧は，建屋，セル等，系統及び機器の順に低く

することで漏えいの拡大を防止する設計とする。 

なお，気体廃棄物の廃棄施設による放射性物質の閉じ込めに関す

る設計の具体については，気体廃棄物の廃棄施設の申請に合わせて

次回以降に説明する。 

気体廃棄物の廃棄施設は，放射性物質の漏えい及び逆流を防止す

る設計とするとともに，フィルタ，洗浄塔等により放射性物質を適

切に除去した後，主排気筒，北換気筒又は低レベル廃棄物処理建屋

換気筒から放出する設計とする。 

なお，放射性物質を適切に除去するための系統及び機器に関する

設計の具体については，「Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に

関する説明書」にて説明する。 

 

設計基準事故時においても，可能な限り負圧維持並びに漏えい及

び逆流防止の機能が確保される設計とするとともに，一部の換気系

統の機能が損なわれた場合においても，再処理施設全体として気体

の閉じ込め機能を確保する設計とする。 

なお，設計基準事故時の再処理施設全体としての気体の閉じ込め

機能を確保する設計の具体については，気体廃棄物の廃棄施設の申

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「フィルタ，洗浄塔等」

とは除染効率を期待す

る機器（フィルタ，洗

浄塔，デミスタ，凝縮

器その他）の総称とし

て示した記載であるこ

とから「等」のままと

した。 
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4.1.5 グローブボックス及びフード 

プルトニウムを含む溶液及び粉末を取り扱うグローブボックス

は，給気口及び排気口を除き密閉できる設計とする。 

 

 

フードは，気体廃棄物の廃棄施設により開口部からの空気流入風

速を確保する設計とする。 

 

 

 

4.1.6 崩壊熱除去 

再処理施設は，使用済燃料及びその溶解液，放射性廃棄物等の貯

蔵及び処理時に発生する崩壊熱による異常な温度上昇を防止する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請に合わせて次回以降に説明する。 

 

2.1.5 グローブボックス及びフード 

プルトニウムを含む溶液及び粉末を取り扱うグローブボックス

は，給気口及び排気口を除き密閉できる設計とする。 

なお，グローブボックスの密閉性に関する設計の具体については，

精製施設等の申請に合わせて次回以降に示す。 

フードは，気体廃棄物の廃棄施設により開口部からの空気流入風

速を確保する設計とする。 

なお，フードの開口部風速に関する設計の具体については，精製

施設等の申請に合わせて次回以降に示す。 

 

2.1.6 崩壊熱除去 

再処理施設は，使用済燃料及びその溶解液，放射性廃棄物等の貯

蔵及び処理時に発生する崩壊熱による異常な温度上昇を防止する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「使用済燃料及びその

溶解液，放射性廃棄物

等」とは貯蔵及び処理

時に発生する崩壊熱に

よる異常な温度上昇を

引き起こす可能性があ

る放射性物質（使用済

燃料及びその溶解液，

放射性廃棄物，硝酸プ

ルトニウム溶液，MOX

粉末その他）の総称と

して示した記載である

ことから「等」のまま

とした。 
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なお，溶解液等の貯蔵及び処理時に発生する崩壊熱による溶液の

異常な温度上昇を防止するために使用する安全冷却水系の設計につ

いては，第 2 章 個別項目の「7. その他再処理設備の附属施設」

の「7.2.2 冷却水設備」に示す。 

 

7. その他再処理設備の附属施設 

7.2 給水施設及び蒸気供給施設 

7.2.2 冷却水設備 

7.2.2.2 安全冷却水系 

(2) 再処理設備本体用 

再処理設備本体用の安全冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱

し，冷却水循環ポンプによって再処理設備本体，計測制御系統施設，

放射性廃棄物の廃棄施設及びその他再処理設備の附属施設の機器類

等に冷却水を供給し，各施設で発生する熱を除去する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 溶解液等の貯蔵及び処理時に発生する崩壊熱による異常な温度上

昇により，沸騰するおそれのある溶液を内包する機器は，その他再

処理設備の附属施設の安全冷却水系のうち，再処理設備本体用の安

全冷却水系により冷却し，冷却能力の喪失による溶液の沸騰を防止

する設計とする。 

再処理設備本体用の安全冷却水系の主な系統構成及び構成機器の

冷却能力に関する設計を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 再処理設備本体用の安全冷却水系の主な系統構成 

再処理設備本体用の安全冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱

し，冷却水循環ポンプによって再処理設備本体，計測制御系統施設，

放射性廃棄物の廃棄施設及びその他再処理設備の附属施設の機器類

等に冷却水を供給し，各施設で発生する熱を除去する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「溶解液等」とは貯蔵

及び処理時に発生する

崩壊熱による異常な温

度上昇を引き起こす可

能性がある放射性物質

を含む液体（使用済燃

料の溶解液，硝酸プル

トニウム溶液，高レベ

ル廃液その他）の総称

として示した記載であ

る。 

 

 

 

 

 

 

「…その他再処理設備

の附属施設の機器類

等」とは，溶解設備の

中間ポット等の崩壊熱

除去を行う機器・槽類，

非常用所内電源系統に

接続する建屋換気設

備，セル内クーラ，計

測制御系統施設の制御

室換気設備などの設備
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再処理設備本体用の安全冷却水系の冷却水は，崩壊熱により溶液

が沸騰するおそれのある機器の崩壊熱の除去，安全圧縮空気系の空

気圧縮機の冷却，建屋換気空調等のために供給する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理設備本体用の安全冷却水系は，独立した 2 系列の冷却塔，

冷却水循環ポンプ等により構成し，1 系列の運転でも必要とする熱

除去ができる容量を有する設計とする。 

崩壊熱除去用の冷却水は，各建屋に中間熱交換器を設置して熱交

換し，冷却水循環ポンプで各施設の機器に設ける冷却コイル又は冷

却ジャケットに冷却水を供給する。崩壊熱による溶液の沸騰までの

時間余裕が小さい場合は，中間熱交換器以降は独立した 2 系列とす

る設計とする。 

崩壊熱除去用冷却水の供給が必要な施設は溶解施設の溶解設備の

中間ポット，分離施設の分離設備の溶解液中間貯槽，精製施設のプ

ルトニウム精製設備のプルトニウム溶液受槽等である。 

 

 

 

 

 

再処理設備本体用の安全冷却水系の冷却水は，崩壊熱により溶液

が沸騰するおそれのある機器の崩壊熱の除去，安全圧縮空気系の空

気圧縮機の冷却，建屋換気空調等のために供給する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理設備本体用の安全冷却水系は，独立した 2 系列の冷却塔，

冷却水循環ポンプ等により構成し，1 系列の運転でも必要とする熱

除去ができる容量を有する設計とする。 

崩壊熱除去用の冷却水は，各建屋に中間熱交換器を設置して熱交

換し，冷却水循環ポンプで各施設の機器に設ける冷却コイル又は冷

却ジャケットに冷却水を供給する。崩壊熱による溶液の沸騰までの

時間余裕が小さい場合は，中間熱交換器以降は独立した 2 系列とす

る設計とする。 

崩壊熱除去用冷却水の供給が必要な施設は溶解施設の溶解設備の

中間ポット，分離施設の分離設備の溶解液中間貯槽，精製施設のプ

ルトニウム精製設備のプルトニウム溶液受槽等である。 

 

 

 

の総称として示すもの

である。 

「崩壊熱により溶液が

沸騰するおそれのある

機器の崩壊熱の除去，

安全圧縮空気系の空気

圧縮機の冷却，建屋換

気空調等」とは，これ

らの用途のほか，計測

制御系統施設の制御室

換気などの総称として

示すものである。 

 

「独立した 2 系列の冷

却塔，冷却水循環ポン

プ等」とは，冷却塔，

冷却水循環ポンプのほ

か，熱交換器，膨張槽

などの機器の総称とし

て示すものである。 

「溶解施設の溶解設備

の中間ポット，分離施

設の分離設備の溶解液

中間貯槽，精製施設の

プルトニウム精製設備

のプルトニウム溶液受

槽等」とは，崩壊熱除
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 再処理設備本体用の安全冷却水系は，その他再処理設備の附属施

設の安全圧縮空気系の空気圧縮機へ直接供給し，また，制御建屋等

で非常用所内電源系統に接続する建屋換気設備等へ冷凍機を介して

供給する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理設備本体用の安全冷却水系は，その他再処理設備の附属施

設の安全圧縮空気系の空気圧縮機へ直接供給し，また，制御建屋等

で非常用所内電源系統に接続する建屋換気設備等へ冷凍機を介して

供給する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

去用冷却水の供給先の

総称を示しているため

「等」でまとめる記載

とした。 

 

「制御建屋等」とは，

非常用所内電源系統の

供給建屋である制御建

屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋，高

レベル廃液ガラス固化

建屋の総称として示す

ものである。 

「制御建屋等で非常用

所内電源系統に接続す

る建屋換気設備等」と

は，制御建屋等で非常

用所内電源系統に接続

する建屋換気設備，セ

ル内クーラ，高レベル

廃液ガラス固化廃ガス

処理設備の廃ガス洗浄

器，吸収塔などの総称

として示すものであ

る。 
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(2) 冷却能力 

冷却塔のうち，安全冷却水 B 冷却塔に関する冷却能力に関する設

計については，当該冷却塔及び当該冷却塔からの冷却水の供給先と

なる設備に認可を受けたものから構造等に変更はないことから，以

下の認可を受けたもの及び届け出たものに同じである。 

・平成 10 年６月９日付け９安（核規）第 596 号にて認可を受け

た第６回申請の設工認申請書の「Ⅵ 設計及び工事の方法の技

術基準への適合に関する説明書」の「添付－８ 崩壊熱除去に

関する説明書」 

・平成 12 年 10 月 24 日付け 12 安（核規）第 556 号にて変更の認

可を受けた設工認申請書第６回申請の「Ⅵ 設計及び工事の方

法の技術基準への適合に関する説明書」の「添付－８ 崩壊熱

除去に関する説明書」 

・平成 13 年３月２日付け六再事発第 431 号にて届け出た設工認

申請書第６回申請の「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への

適合に関する説明書」の「添付－８ 崩壊熱除去に関する説明

書」 

・平成 15年５月 29日付け再建術発第１号にて届け出た設工認申

請書第６回申請のⅥ「設計及び工事の方法の技術基準への適合

に関する説明書」の「添付－８ 崩壊熱除去に関する説明書」 

 

安全冷却水 A 冷却塔等の冷却能力に関する設計については，溶解

施設等の申請に合わせて次回以降に説明する。 

 

 

 

 

安全冷却水 B 冷却塔に

関する冷却能力に関す

る設計を「参考１ 崩

壊熱除去に関する説明

書」に示す。 

第６回申請の設工認申

請書の「Ⅵ 設計及び

工事の方法の技術基準

への適合に関する説明

書」の「添付－８ 崩

壊熱除去に関する説明

書」について，変更申

請，軽微報告又は届出

にて，当初申請から記

載内容を変更している

ことから，最新の内容

を示すために，申請実

績を列記した。 
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また，使用済燃料，製品貯蔵容器及び放射性廃棄物であるガラス固

化体の貯蔵時に発生する崩壊熱による異常な温度上昇の防止に関す

る設計については，それぞれ第2章 個別項目の「1. 使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設」，「3. 製品貯蔵施設」及び「5. 放射性

廃棄物の廃棄施設」の「5.3 固体廃棄物の廃棄施設」に示す。 

 

4. 閉じ込めの機能 

4.1 閉じ込め 

4.1.7 液体状の放射性物質の施設外への漏えい防止 

 液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を設置する室の床に

は「4.1.3 放射性物質の漏えい拡大防止」に示す漏えい液受皿を設

置し，液体状の放射性物質が施設外へ漏えいすることを防止する設

計としている。 

 漏えい液受皿を設置しない場合は，液体状の放射性物質を取り扱

う設備の周辺部又は施設外に通じる出入口若しくはその周辺部に堰

を設置し，最大容量の機器から全量漏えいした場合においても，液

体状の放射性物質が施設外へ漏えいすることを防止する設計とす

る。 

 

 

 液体状の放射性物質を取り扱う設備が設置される施設内部のう

ち，液体状の放射性物質の漏えいが拡大するおそれがある部分の床

面，適切な高さまでの壁面，堰及びこれらの接合部は，耐水性を有

する設計とし，液体状の放射性物質が漏えいし難い設計とする。ま

た，床面，壁面及び堰に貫通部を設ける場合は，床面，壁面及び堰

の耐水性が損なわれない設計とする。 

 

なお，使用済燃料，製品貯蔵容器及び放射性廃棄物であるガラス

固化体の貯蔵時に発生する崩壊熱による異常な温度上昇の防止に関

する設計の具体については，それぞれ「Ⅵ－１－２ 使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設に関する説明書」，「Ⅵ－１－３ 製品貯蔵

施設に関する説明書」及び「Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設

に関する説明書」にて説明する。 

 

 

2.1.7 液体状の放射性物質の施設外への漏えい防止 

 液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を設置する室の床に

は「2.1.3 放射性物質の漏えい拡大防止」に示す漏えい液受皿を設

置し，液体状の放射性物質が施設外へ漏えいすることを防止する設

計としている。 

 漏えい液受皿を設置しない場合は，液体状の放射性物質を取り扱

う設備の周辺部又は施設外に通じる出入口若しくはその周辺部に堰

を設置し，最大容量の機器から全量漏えいした場合においても，液

体状の放射性物質が施設外へ漏えいすることを防止する設計とす

る。 

 なお，堰に関する設計については，前処理建屋等の申請に合わせ

て次回以降に説明する。 

 液体状の放射性物質を取り扱う設備が設置される施設内部のう

ち，液体状の放射性物質の漏えいが拡大するおそれがある部分の床

面，適切な高さまでの壁面，堰及びこれらの接合部は，耐水性を有

する設計とし，液体状の放射性物質が漏えいし難い設計とする。ま

た，床面，壁面及び堰に貫通部を設ける場合は，床面，壁面及び堰

の耐水性が損なわれない設計とする。 
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【Ⅵ－１－１－２－１ 再処理施設の閉じ込めに関する説明書】( 13 / 13 )                別紙４ 

基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－１－２－１ 備 考 

液体状の放射性物質を取り扱う設備が設置される施設の床面下に

は，敷地外に管理されずに排出される排水が流れる排水路を設置し

ない設計とする。 

 

液体状の放射性物質を取り扱う設備が設置される施設の床面下に

は，敷地外に管理されずに排出される排水が流れる排水路を設置し

ない設計とする。 

 
4.2 放射性物質による汚染の防止 

放射性物質による汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるお

それのある壁の表面は，汚染の除去が容易で腐食し難い樹脂系塗料

等の材料によって仕上げる設計とする。 

人が触れるおそれがある物の放射性物質による汚染を除去する除

染設備を設けることで，放射性物質を除去できる設計とする。除染

設備の排水は，液体廃棄物の廃棄施設で処理する設計とする。 

 

2.2 放射性物質による汚染の防止 

放射性物質による汚染の防止の基本方針については，Ⅰ－１ 基

本設計方針 施設共通 第1章 共通項目の「4. 閉じ込めの機

能」の「4.2 放射性物質による汚染の防止」の申請に合わせて次

回以降に説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 準拠規格 

準拠規格については，グローブボックス及びフードの申請に合わ

せて次回以降に示す。 
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令和４年 11 月１日 Ｒ ３ 

参考１ 

崩壊熱除去に関する説明書

（崩壊熱除去に関する説明書） 

平成 10 年６月９日付け９安（核規）第 596 号にて認可を受けた第６

回設工認申請書の添付書類Ⅵ「設計及び工事の方法の技術基準への適

合に関する説明書」の「添付－８ 崩壊熱除去に関する説明書」
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令和４年 11月８日 Ｒ４ 

別紙５

補足説明すべき項目の抽出
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補足説明すべき項目の抽出
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙５①

補足すべき事項

1

第1章　共通項目
4.　閉じ込めの機能
4.1　閉じ込め
　安全機能を有する施設は，放射性物質を系統若しくは機器に閉じ込める，又は漏えいした場合におい
ても，セル，グローブボックス及びこれらと同等の閉じ込め機能を有する施設（以下「セル等」とい
う。）若しくは建屋内に保持し，放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計とする。

補足すべき対象はない。

2

4.1.1　系統及び機器への放射性物質の閉じ込め
　放射性物質を内包する系統及び機器は，放射性物質が漏えいし難い設計とする。また，使用する化学
薬品，取り扱う放射性物質，圧力及び温度並びに保守及び修理の条件を考慮し，ステンレス鋼，ジルコ
ニウムその他の腐食し難い材料を使用するとともに，腐食しろを確保する設計とする。
　なお，使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽の水の漏えいし難い設計については，第2章　個別項
目の「1.　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設」に示す。

補足すべき対象はない。

3
　ウランを含む粉末，焼却灰その他の粉末状の放射性物質を非密封で取り扱う場合は，密閉した系統及
び機器内で取り扱う設計とする。

補足すべき対象はない。

4

4.1.2　放射性物質の逆流防止
　流体状の放射性物質を取り扱う設備は，放射性物質を含まない流体を取り扱う設備への放射性物質の
逆流により放射性物質を拡散しない設計とする。
　なお，放射性物質により汚染された空気を取り扱う換気設備の逆流防止に関する設計については，第
2章　個別項目の「5.　放射性廃棄物の廃棄施設」の「5.1.4　換気設備」に示す。

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。
・逆流防止に係る設計方針の説明については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術
基準への適合に関する説明書」）から変更なし。

補足すべき対象はない。

5

4.1.3　放射性物質の漏えい拡大防止
(1)　セル等又は室への放射性物質を内包する設備の収納
　放射性物質を内包する系統及び機器は，その性状に応じてセル等又は室に適切に収納する設計とす
る。
　プルトニウムを含む溶液及び粉末並びに高レベル放射性液体廃棄物（以下「高レベル廃液」とい
う。）を内包する系統及び機器は，分析のため少量を取り扱う場合や，ウラン・プルトニウム混合酸化
物（UO2・PuO2，以下「MOX」という。）粉末を封入した混合酸化物貯蔵容器を取り扱う場合を除き，セ

ル等に収納する設計とする。

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。

補足すべき対象はない。

6

(2)　漏えい液の回収
　液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を収納するセル等の床にはステンレス鋼製の漏えい液受
皿を設置し，液体状の放射性物質がセル等に漏えいした場合は，漏えい検知装置により検知し，漏えい
の拡大を防止するとともに，漏えいした液の性状に応じて定めた移送先に移送し処理できる設計とす
る。

補足すべき対象はない。

7

　液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を設置する室の床には漏えい液受皿を設置し，万一液体
状の放射性物質が漏えいした場合は，漏えいを検知し，漏えいの拡大を防止するとともに，漏えいした
液の移送及び処理ができる設計とする。

補足すべき対象はない。

8

　使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽から水が漏えいした場合でも水の漏えいを検知し安全に処置
できる設計とする。
　なお，使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽から漏えいした水を検知し安全に処置できる設計につ
いては，第2章　個別項目の「1.　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設」に示す。

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。

補足すべき対象はない。

9

a.　沸騰するおそれのある又はn－ドデカンの引火点に達するおそれのある漏えい液の回収
　漏えいした液の発熱量が大きく，沸騰のおそれがあるか又はTBP，n-ドデカン及びこれらの混合物
（以下「有機溶媒」という。）を含む漏えいした液がn-ドデカンの引火点に達するおそれのあるセル等
については，漏えいを検知するための漏えい検知装置を多重化し，万一外部電源が喪失した場合でも，
漏えいした液を確実に移送するために，スチームジェットポンプを使用する場合の蒸気はその他再処理
設備の附属施設の安全蒸気系から供給し，ポンプを使用する場合の電源は非常用所内電源系統に接続す
る設計とする。また，ポンプは，多重化するか，万一故障しても漏えいした液が沸騰に至らない間に修
理又は交換できる設計とする。
　なお，安全蒸気系の設計については，第2章 個別項目の「7.　その他再処理設備の附属施設」の
「7.2.3　蒸気供給設備」に示す。

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。
・沸騰又はn－ドデカンの引火点に達するおそれのある漏えい液の回収評価については，既設工認
（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に関する説明書」）から変更なし。

補足すべき対象はない。

10

b.　臨界のおそれのある漏えい液の回収
　通常の運転状態において硝酸プルトニウム並びに硝酸プルトニウム及び硝酸ウラニルの混合溶液の無
限体系の未臨界濃度以上のプルトニウムを含む溶液を内包する機器を収納するセルの床には，万一漏え
いが発生した場合でも臨界とならない漏えい液受皿を設ける設計とする。
　なお，漏えい液受皿の臨界管理に関する設計については，第１章　共通項目の「1.　核燃料物質の臨
界防止」の「1.1　核燃料物質の臨界防止に関する設計」に基づくものとする。

補足すべき対象はない。

11

　連続移送の配管から漏えいのおそれがあり，漏えいしたプルトニウムを含む溶液の回収が重力流によ
らない場合は，漏えい検知装置を臨界安全管理の観点から多重化し，万一漏えいした場合には，漏えい
を確実に検知し移送する設計とする。
　通常の運転状態において無限体系の未臨界濃度以上のプルトニウムを含む溶液を連続移送する配管か
ら漏えいのおそれがあり，漏えいしたプルトニウムを含む溶液の回収が重力流によらない場合は，漏え
い液受皿の集液溝を監視する装置により，漏えいを検知する設計とする。

補足すべき対象はない。

12

(3)　熱媒へ漏えいした流体状の放射性物質の回収
　管理区域外から流体状の放射性物質を内包する設備へ冷却水，加熱蒸気及び温水（以下「熱媒」とい
う。）を供給する場合は，管理区域内で熱交換器を介することで，放射性物質を含む流体を管理区域外
に流出しない設計とする。

補足すべき対象はない。

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。
・セル等及び室の床に設置する漏えい液受皿の容量評価については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計
及び工事の方法の技術基準への適合に関する説明書」）から変更なし。

基本設計方針 添付書類
【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。

Ⅵ　その他の説明書
Ⅵ－１－１－２－１
再処理施設の閉じ込め
に関する説明書

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

13
　熱媒をセル内に設置された流体状の放射性物質を内包する設備へ供給する場合は，熱媒中への放射性
物質の漏えいを検知できる設計とする。

補足すべき対象はない。

14 　万一，熱媒中に放射性物質が漏えいした場合には，汚染した熱媒を安全に処理できる設計とする。 補足すべき対象はない。

15

4.1.4　放射性物質を取り扱う設備，セル等及び室の負圧維持
　プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内包する系統及び機器，セル等並びにこれらを収納する
建屋は，原則として，気体廃棄物の廃棄施設により常時負圧に保ち，それぞれの気圧は，原則として，
建屋，セル等，系統及び機器の順に低くすることで漏えいの拡大を防止する設計とする。
　また，上記以外の放射性物質を内包する系統及び機器，セル等並びにこれらを収納する建屋は，気体
廃棄物の廃棄施設により負圧に保ち，それぞれの気圧は，建屋，セル等，系統及び機器の順に低くする
ことで漏えいの拡大を防止する設計とする。
　気体廃棄物の廃棄施設は，放射性物質の漏えい及び逆流を防止する設計とするとともに，フィルタ，
洗浄塔等により放射性物質を適切に除去した後，主排気筒，北換気筒又は低レベル廃棄物処理建屋換気
筒から放出する設計とする。
　なお，放射性物質を適切に除去するための系統及び機器に関する設計については，第2章　個別項目
の「5.　放射性廃棄物の廃棄施設」に示す。

補足すべき対象はない。

16

　設計基準事故時においても，可能な限り負圧維持並びに漏えい及び逆流防止の機能が確保される設計
とするとともに，一部の換気系統の機能が損なわれた場合においても，再処理施設全体として気体の閉
じ込め機能を確保する設計とする。

補足すべき対象はない。

17

4.1.5　グローブボックス及びフード
　プルトニウムを含む溶液及び粉末を取り扱うグローブボックスは，給気口及び排気口を除き密閉でき
る設計とする。

補足すべき対象はない。

18
　フードは，気体廃棄物の廃棄施設により開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。 補足すべき対象はない。

19

4.1.6　崩壊熱除去
　再処理施設は，使用済燃料及びその溶解液，放射性廃棄物等の貯蔵及び処理時に発生する崩壊熱によ
る異常な温度上昇を防止する設計とする。
　なお，溶解液等の貯蔵及び処理時に発生する崩壊熱による溶液の異常な温度上昇を防止するために使
用する安全冷却水系の設計については，第2章 個別項目の「7.　その他再処理設備の附属施設」の
「7.2.2　冷却水設備」に示す。
　また，使用済燃料，製品貯蔵容器及び放射性廃棄物であるガラス固化体の貯蔵時に発生する崩壊熱に
よる異常な温度上昇の防止に関する設計については，それぞれ第2章　個別項目の「1.　使用済燃料の
受入れ施設及び貯蔵施設」，「3.　製品貯蔵施設」及び「5.　放射性廃棄物の廃棄施設」の「5.3　固
体廃棄物の廃棄施設」に示す。

補足すべき対象はない。

冷-13

(2) 再処理設備本体用
　再処理設備本体用の安全冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプによって再処
理設備本体，計測制御系統施設，放射性廃棄物の廃棄施設及びその他再処理設備の附属施設の機器類等
に冷却水を供給し，各施設で発生する熱を除去する設計とする。

補足すべき対象はない。

冷-14
　再処理設備本体用の安全冷却水系の冷却水は，崩壊熱により溶液が沸騰するおそれのある機器の崩壊
熱の除去，安全圧縮空気系の空気圧縮機の冷却，建屋換気空調等のために供給する設計とする。

補足すべき対象はない。

冷-15
　再処理設備本体用の安全冷却水系は，独立した2系列の冷却塔，冷却水循環ポンプ等により構成し，1
系列の運転でも必要とする熱除去ができる容量を有する設計とする。

補足すべき対象はない。

冷-16

　崩壊熱除去用の冷却水は，各建屋に中間熱交換器を設置して熱交換し，冷却水循環ポンプで各施設の
機器に設ける冷却コイル又は冷却ジャケットに冷却水を供給する。崩壊熱による溶液の沸騰までの時間
余裕が小さい場合は，中間熱交換器以降は独立した2系列とする設計とする。

補足すべき対象はない。

冷-17
　崩壊熱除去用冷却水の供給が必要な施設は溶解施設の溶解設備の中間ポット，分離施設の分離設備の
溶解液中間貯槽，精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニウム溶液受槽等である。

補足すべき対象はない。

冷-18
　再処理設備本体用の安全冷却水系は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系の空気圧縮機へ
直接供給し，また，制御建屋等で非常用所内電源系統に接続する建屋換気設備等へ冷凍機を介して供給
する設計とする。

補足すべき対象はない。

20

4.1.7　液体状の放射性物質の施設外への漏えい防止
　液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を設置する室の床には「4.1.3　放射性物質の漏えい拡
大防止」に示す漏えい液受皿を設置し，液体状の放射性物質が施設外へ漏えいすることを防止する設計
としている。
　漏えい液受皿を設置しない場合は，液体状の放射性物質を取り扱う設備の周辺部又は施設外に通じる
出入口若しくはその周辺部に堰を設置し，最大容量の機器から全量漏えいした場合においても，液体状
の放射性物質が施設外へ漏えいすることを防止する設計とする。

補足すべき対象はない。

21

　液体状の放射性物質を取り扱う設備が設置される施設内部のうち，液体状の放射性物質の漏えいが拡
大するおそれがある部分の床面，適切な高さまでの壁面，堰及びこれらの接合部は，耐水性を有する設
計とし，液体状の放射性物質が漏えいし難い設計とする。また，床面，壁面及び堰に貫通部を設ける場
合は，床面，壁面及び堰の耐水性が損なわれない設計とする。

補足すべき対象はない。

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。
・堰の容量評価については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に関
する説明書」）から変更なし。

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。
・沸騰するおそれがある溶液における崩壊熱除去の評価については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計
及び工事の方法の技術基準への適合に関する説明書」）から変更なし。

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。

Ⅵ　その他の説明書
Ⅵ－１－１－２－１
再処理施設の閉じ込め
に関する説明書
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補足説明すべき項目の抽出
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

22

　液体状の放射性物質を取り扱う設備が設置される施設の床面下には，敷地外に管理されずに排出され
る排水が流れる排水路を設置しない設計とする。

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。

補足すべき対象はない。

23

4.2　放射性物質による汚染の防止
　放射性物質による汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるおそれのある壁の表面は，汚染の除去
が容易で腐食し難い樹脂系塗料等の材料によって仕上げる設計とする。

補足すべき対象はない。

24

　人が触れるおそれがある物の放射性物質による汚染を除去する除染設備を設けることで，放射性物質
を除去できる設計とする。除染設備の排水は，液体廃棄物の廃棄施設で処理する設計とする。

補足すべき対象はない。

【2.　基本方針】
【2.2　放射性物質による汚染の防止】
・放射性物質による汚染の防止に関する設計について説明する。

Ⅵ　その他の説明書
Ⅵ－１－１－２－１
再処理施設の閉じ込め
に関する説明書
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補足説明すべき項目の抽出
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙５②

展開要否 理由

発電炉の補足説明資料には，本条文に該当する内容の資料はない。

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

基本設計方針からの展開では，補足すべき事項はない。

基本設計方針からの展開では補足すべき事項がなく，また，発電炉の補足説明資料には本条文

に該当する内容の資料がないことから，確認の結果として追加で補足すべき事項はない。

なお，補足説明事項がないため別紙５③は作成しない。
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第 1章 共通項目 

4. 閉じ込めの機能 

4.1 閉じ込め 

安全機能を有する施設は，放射性物質を系統若しくは機器に閉じ込める，又は漏えいした場合にお

いても，セル，グローブボックス及びこれらと同等の閉じ込め機能を有する施設（以下「セル等」と

いう。）若しくは建屋内に保持し，放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計とする。 

 

第 1 章 共通項目 

4. 閉じ込めの機能 

4.1 閉じ込め 

安全機能を有する施設は，放射性物質を系統若しくは機器に閉じ込める，又は漏えいした場合にお

いても，セル，グローブボックス及びこれらと同等の閉じ込め機能を有する施設（以下「セル等」と

いう。）若しくは建屋内に保持し，放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計とする。 

4.1.1 系統及び機器への放射性物質の閉じ込め 

放射性物質を内包する系統及び機器は，放射性物質が漏えいし難い設計とする。また，使用す

る化学薬品，取り扱う放射性物質，圧力及び温度並びに保守及び修理の条件を考慮し，ステンレ

ス鋼，ジルコニウムその他の腐食し難い材料を使用するとともに，腐食しろを確保する設計とす

る。 

なお，使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽の水の漏えいし難い設計については，第 2 章 

個別項目の「1. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設」に示す。 

4.1.1 系統及び機器への放射性物質の閉じ込め 

放射性物質を内包する系統及び機器は，放射性物質が漏えいし難い設計とする。また，使用す

る化学薬品，取り扱う放射性物質，圧力及び温度並びに保守及び修理の条件を考慮し，ステンレ

ス鋼，ジルコニウムその他の腐食し難い材料を使用するとともに，腐食しろを確保する設計とす

る。 

なお，使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽の水の漏えいし難い設計については，第 2 章 

個別項目の「1. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設」に示す。 

ウランを含む粉末，焼却灰その他の粉末状の放射性物質を非密封で取り扱う場合は，密閉した

系統及び機器内で取り扱う設計とする。 

 

ウランを含む粉末，焼却灰その他の粉末状の放射性物質を非密封で取り扱う場合は，密閉した

系統及び機器内で取り扱う設計とする。 

4.1.2 放射性物質の逆流防止 

流体状の放射性物質を取り扱う設備は，放射性物質を含まない流体を取り扱う設備への放射性

物質の逆流により放射性物質を拡散しない設計とする。 

なお，放射性物質により汚染された空気を取り扱う換気設備の逆流防止に関する設計について

は，第2章 個別項目の「5. 放射性廃棄物の廃棄施設」の「5.1.4 換気設備」に示す。 

 

4.1.2 放射性物質の逆流防止 

流体状の放射性物質を取り扱う設備は，放射性物質を含まない流体を取り扱う設備への放射性

物質の逆流により放射性物質を拡散しない設計とする。 

なお，放射性物質により汚染された空気を取り扱う換気設備の逆流防止に関する設計について

は，第2章 個別項目の「5. 放射性廃棄物の廃棄施設」の「5.1.4 換気設備」に示す。 

4.1.3 放射性物質の漏えい拡大防止 

(1) セル等又は室への放射性物質を内包する設備の収納 

放射性物質を内包する系統及び機器は，その性状に応じてセル等又は室に適切に収納する設計

とする。 

プルトニウムを含む溶液及び粉末並びに高レベル放射性液体廃棄物（以下「高レベル廃液」と

いう。）を内包する系統及び機器は，分析のため少量を取り扱う場合や，ウラン・プルトニウム

混合酸化物（UO2・PuO2，以下「MOX」という。）粉末を封入した混合酸化物貯蔵容器を取り扱う場

合を除き，セル等に収納する設計とする。 

 

4.1.3 放射性物質の漏えい拡大防止 

(1) セル等又は室への放射性物質を内包する設備の収納 

放射性物質を内包する系統及び機器は，その性状に応じてセル等又は室に適切に収納する設計

とする。 

プルトニウムを含む溶液及び粉末並びに高レベル放射性液体廃棄物（以下「高レベル廃液」と

いう。）を内包する系統及び機器は，分析のため少量を取り扱う場合や，ウラン・プルトニウム

混合酸化物（UO2・PuO2，以下「MOX」という。）粉末を封入した混合酸化物貯蔵容器を取り扱う場

合を除き，セル等に収納する設計とする。 

(2) 漏えい液の回収 

液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を収納するセル等の床にはステンレス鋼製の漏

えい液受皿を設置し，液体状の放射性物質がセル等に漏えいした場合は，漏えい検知装置により

検知し，漏えいの拡大を防止するとともに，漏えいした液の性状に応じて定めた移送先に移送し

処理できる設計とする。 

(2) 漏えい液の回収 

液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を収納するセル等の床にはステンレス鋼製の漏

えい液受皿を設置し，液体状の放射性物質がセル等に漏えいした場合は，漏えい検知装置により

検知し，漏えいの拡大を防止するとともに，漏えいした液の性状に応じて定めた移送先に移送し

処理できる設計とする。 
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液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を設置する室の床には漏えい液受皿を設置し，万

一液体状の放射性物質が漏えいした場合は，漏えいを検知し，漏えいの拡大を防止するとともに，

漏えいした液の移送及び処理ができる設計とする。 

液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を設置する室の床には漏えい液受皿を設置し，万

一液体状の放射性物質が漏えいした場合は，漏えいを検知し，漏えいの拡大を防止するとともに，

漏えいした液の移送及び処理ができる設計とする。 

使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽から水が漏えいした場合でも水の漏えいを検知し安

全に処置できる設計とする。 

なお，使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽から漏えいした水を検知し安全に処置できる設

計については，第 2章 個別項目の「1. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設」に示す。 

 

使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽から水が漏えいした場合でも水の漏えいを検知し安

全に処置できる設計とする。 

なお，使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽から漏えいした水を検知し安全に処置できる設

計については，第 2章 個別項目の「1. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設」に示す。 

 

a. 沸騰するおそれのある又はn－ドデカンの引火点に達するおそれのある漏えい液の回収 

漏えいした液の発熱量が大きく，沸騰のおそれがあるか又は TBP，n-ドデカン及びこれらの

混合物（以下「有機溶媒」という。）を含む漏えいした液が n-ドデカンの引火点に達するおそ

れのあるセル等については，漏えいを検知するための漏えい検知装置を多重化し，万一外部電

源が喪失した場合でも，漏えいした液を確実に移送するために，スチームジェットポンプを使

用する場合の蒸気はその他再処理設備の附属施設の安全蒸気系から供給し，ポンプを使用する

場合の電源は非常用所内電源系統に接続する設計とする。また，ポンプは，多重化するか，万

一故障しても漏えいした液が沸騰に至らない間に修理又は交換できる設計とする。 

なお，安全蒸気系の設計については，第 2 章 個別項目の「7. その他再処理設備の附属施

設」の「7.2.3 蒸気供給設備」に示す。 

 

a. 沸騰するおそれのある又はn－ドデカンの引火点に達するおそれのある漏えい液の回収 

漏えいした液の発熱量が大きく，沸騰のおそれがあるか又は TBP，n-ドデカン及びこれらの

混合物（以下「有機溶媒」という。）を含む漏えいした液が n-ドデカンの引火点に達するおそ

れのあるセル等については，漏えいを検知するための漏えい検知装置を多重化し，万一外部電

源が喪失した場合でも，漏えいした液を確実に移送するために，スチームジェットポンプを使

用する場合の蒸気はその他再処理設備の附属施設の安全蒸気系から供給し，ポンプを使用する

場合の電源は非常用所内電源系統に接続する設計とする。また，ポンプは，多重化するか，万

一故障しても漏えいした液が沸騰に至らない間に修理又は交換できる設計とする。 

なお，安全蒸気系の設計については，第 2 章 個別項目の「7. その他再処理設備の附属施

設」の「7.2.3 蒸気供給設備」に示す。 

 

b. 臨界のおそれのある漏えい液の回収 

通常の運転状態において硝酸プルトニウム並びに硝酸プルトニウム及び硝酸ウラニルの混

合溶液の無限体系の未臨界濃度以上のプルトニウムを含む溶液を内包する機器を収納するセ

ルの床には，万一漏えいが発生した場合でも臨界とならない漏えい液受皿を設ける設計とす

る。 

なお，漏えい液受皿の臨界管理に関する設計については，第１章 共通項目の「1. 核燃

料物質の臨界防止」の「1.1 核燃料物質の臨界防止に関する設計」に基づくものとする。 

b. 臨界のおそれのある漏えい液の回収 

通常の運転状態において硝酸プルトニウム並びに硝酸プルトニウム及び硝酸ウラニルの混

合溶液の無限体系の未臨界濃度以上のプルトニウムを含む溶液を内包する機器を収納するセ

ルの床には，万一漏えいが発生した場合でも臨界とならない漏えい液受皿を設ける設計とす

る。 

なお，漏えい液受皿の臨界管理に関する設計については，第１章 共通項目の「1. 核燃

料物質の臨界防止」の「1.1 核燃料物質の臨界防止に関する設計」に基づくものとする。 

連続移送の配管から漏えいのおそれがあり，漏えいしたプルトニウムを含む溶液の回収が重

力流によらない場合は，漏えい検知装置を臨界安全管理の観点から多重化し，万一漏えいした

場合には，漏えいを確実に検知し移送する設計とする。 

連続移送の配管から漏えいのおそれがあり，漏えいしたプルトニウムを含む溶液の回収が重

力流によらない場合は，漏えい検知装置を臨界安全管理の観点から多重化し，万一漏えいした

場合には，漏えいを確実に検知し移送する設計とする。 

通常の運転状態において無限体系の未臨界濃度以上のプルトニウムを含む溶液を連続移送

する配管から漏えいのおそれがあり，漏えいしたプルトニウムを含む溶液の回収が重力流によ

らない場合は，漏えい液受皿の集液溝を監視する装置により，漏えいを検知する設計とする。 

 

通常の運転状態において無限体系の未臨界濃度以上のプルトニウムを含む溶液を連続移送

する配管から漏えいのおそれがあり，漏えいしたプルトニウムを含む溶液の回収が重力流によ

らない場合は，漏えい液受皿の集液溝を監視する装置により，漏えいを検知する設計とする。 

(3) 熱媒へ漏えいした流体状の放射性物質の回収 

管理区域外から流体状の放射性物質を内包する設備へ冷却水，加熱蒸気及び温水（以下「熱媒」

という。）を供給する場合は，管理区域内で熱交換器を介することで，放射性物質を含む流体を

管理区域外に流出しない設計とする。 

(3) 熱媒へ漏えいした流体状の放射性物質の回収 

管理区域外から流体状の放射性物質を内包する設備へ冷却水，加熱蒸気及び温水（以下「熱媒」

という。）を供給する場合は，管理区域内で熱交換器を介することで，放射性物質を含む流体を

管理区域外に流出しない設計とする。 
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熱媒をセル内に設置された流体状の放射性物質を内包する設備へ供給する場合は，熱媒中への

放射性物質の漏えいを検知できる設計とする。 

熱媒をセル内に設置された流体状の放射性物質を内包する設備へ供給する場合は，熱媒中への

放射性物質の漏えいを検知できる設計とする。 

万一，熱媒中に放射性物質が漏えいした場合には，汚染した熱媒を安全に処理できる設計とす

る。 

 

万一，熱媒中に放射性物質が漏えいした場合には，汚染した熱媒を安全に処理できる設計とす

る。 

 

4.1.4 放射性物質を取り扱う設備，セル等及び室の負圧維持 

プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内包する系統及び機器，セル等並びにこれらを収

納する建屋は，原則として，気体廃棄物の廃棄施設により常時負圧に保ち，それぞれの気圧は，

原則として，建屋，セル等，系統及び機器の順に低くすることで漏えいの拡大を防止する設計と

する。 

また，上記以外の放射性物質を内包する系統及び機器，セル等並びにこれらを収納する建屋は，

気体廃棄物の廃棄施設により負圧に保ち，それぞれの気圧は，建屋，セル等，系統及び機器の順に

低くすることで漏えいの拡大を防止する設計とする。 

4.1.4 放射性物質を取り扱う設備，セル等及び室の負圧維持 

プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内包する系統及び機器，セル等並びにこれらを収

納する建屋は，原則として，気体廃棄物の廃棄施設により常時負圧に保ち，それぞれの気圧は，

原則として，建屋，セル等，系統及び機器の順に低くすることで漏えいの拡大を防止する設計と

する。 

また，上記以外の放射性物質を内包する系統及び機器，セル等並びにこれらを収納する建屋は，

気体廃棄物の廃棄施設により負圧に保ち，それぞれの気圧は，建屋，セル等，系統及び機器の順に

低くすることで漏えいの拡大を防止する設計とする。 

気体廃棄物の廃棄施設は，放射性物質の漏えい及び逆流を防止する設計とするとともに，フィ

ルタ，洗浄塔等により放射性物質を適切に除去した後，主排気筒，北換気筒又は低レベル廃棄物

処理建屋換気筒から放出する設計とする。 

なお，放射性物質を適切に除去するための系統及び機器に関する設計については，第 2章 個

別項目の「5. 放射性廃棄物の廃棄施設」に示す。 

気体廃棄物の廃棄施設は，放射性物質の漏えい及び逆流を防止する設計とするとともに，フィ

ルタ，洗浄塔等により放射性物質を適切に除去した後，主排気筒，北換気筒又は低レベル廃棄物

処理建屋換気筒から放出する設計とする。 

なお，放射性物質を適切に除去するための系統及び機器に関する設計については，第 2章 個

別項目の「5. 放射性廃棄物の廃棄施設」に示す。 

設計基準事故時においても，可能な限り負圧維持並びに漏えい及び逆流防止の機能が確保され

る設計とするとともに，一部の換気系統の機能が損なわれた場合においても，再処理施設全体と

して気体の閉じ込め機能を確保する設計とする。 

 

設計基準事故時においても，可能な限り負圧維持並びに漏えい及び逆流防止の機能が確保され

る設計とするとともに，一部の換気系統の機能が損なわれた場合においても，再処理施設全体と

して気体の閉じ込め機能を確保する設計とする。 

 

4.1.5 グローブボックス及びフード 

プルトニウムを含む溶液及び粉末を取り扱うグローブボックスは，給気口及び排気口を除き密

閉できる設計とする。 

4.1.5 グローブボックス及びフード 

プルトニウムを含む溶液及び粉末を取り扱うグローブボックスは，給気口及び排気口を除き密

閉できる設計とする。 

フードは，気体廃棄物の廃棄施設により開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。 

 

フードは，気体廃棄物の廃棄施設により開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。 

 

4.1.6 崩壊熱除去 

再処理施設は，使用済燃料及びその溶解液，放射性廃棄物等の貯蔵及び処理時に発生する崩壊

熱による異常な温度上昇を防止する設計とする。 

なお，溶解液等の貯蔵及び処理時に発生する崩壊熱による溶液の異常な温度上昇を防止するた

めに使用する安全冷却水系の設計については，第 2章 個別項目の「7. その他再処理設備の附

属施設」の「7.2.2 冷却水設備」に示す。 

また，使用済燃料，製品貯蔵容器及び放射性廃棄物であるガラス固化体の貯蔵時に発生する崩

壊熱による異常な温度上昇の防止に関する設計については，それぞれ第 2 章 個別項目の「1. 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設」，「3. 製品貯蔵施設」及び「5. 放射性廃棄物の廃棄

施設」の「5.3 固体廃棄物の廃棄施設」に示す。 

 

4.1.6 崩壊熱除去 

再処理施設は，使用済燃料及びその溶解液，放射性廃棄物等の貯蔵及び処理時に発生する崩壊

熱による異常な温度上昇を防止する設計とする。 

なお，溶解液等の貯蔵及び処理時に発生する崩壊熱による溶液の異常な温度上昇を防止するた

めに使用する安全冷却水系の設計については，第 2章 個別項目の「7. その他再処理設備の附

属施設」の「7.2.2 冷却水設備」に示す。 

また，使用済燃料，製品貯蔵容器及び放射性廃棄物であるガラス固化体の貯蔵時に発生する崩

壊熱による異常な温度上昇の防止に関する設計については，それぞれ第 2 章 個別項目の「1. 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設」，「3. 製品貯蔵施設」及び「5. 放射性廃棄物の廃棄

施設」の「5.3 固体廃棄物の廃棄施設」に示す。 
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4.1.7 液体状の放射性物質の施設外への漏えい防止 

液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を設置する室の床には「4.1.3 放射性物質の漏

えい拡大防止」に示す漏えい液受皿を設置し，液体状の放射性物質が施設外へ漏えいすることを

防止する設計としている。 

漏えい液受皿を設置しない場合は，液体状の放射性物質を取り扱う設備の周辺部又は施設外に

通じる出入口若しくはその周辺部に堰を設置し，最大容量の機器から全量漏えいした場合におい

ても，液体状の放射性物質が施設外へ漏えいすることを防止する設計とする。 

4.1.7 液体状の放射性物質の施設外への漏えい防止 

液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を設置する室の床には「4.1.3 放射性物質の漏

えい拡大防止」に示す漏えい液受皿を設置し，液体状の放射性物質が施設外へ漏えいすることを

防止する設計としている。 

漏えい液受皿を設置しない場合は，液体状の放射性物質を取り扱う設備の周辺部又は施設外に

通じる出入口若しくはその周辺部に堰を設置し，最大容量の機器から全量漏えいした場合におい

ても，液体状の放射性物質が施設外へ漏えいすることを防止する設計とする。 

液体状の放射性物質を取り扱う設備が設置される施設内部のうち，液体状の放射性物質の漏え

いが拡大するおそれがある部分の床面，適切な高さまでの壁面，堰及びこれらの接合部は，耐水

性を有する設計とし，液体状の放射性物質が漏えいし難い設計とする。また，床面，壁面及び堰

に貫通部を設ける場合は，床面，壁面及び堰の耐水性が損なわれない設計とする。 

液体状の放射性物質を取り扱う設備が設置される施設内部のうち，液体状の放射性物質の漏え

いが拡大するおそれがある部分の床面，適切な高さまでの壁面，堰及びこれらの接合部は，耐水

性を有する設計とし，液体状の放射性物質が漏えいし難い設計とする。また，床面，壁面及び堰

に貫通部を設ける場合は，床面，壁面及び堰の耐水性が損なわれない設計とする。 

液体状の放射性物質を取り扱う設備が設置される施設の床面下には，敷地外に管理されずに排

出される排水が流れる排水路を設置しない設計とする。 

 

液体状の放射性物質を取り扱う設備が設置される施設の床面下には，敷地外に管理されずに排

出される排水が流れる排水路を設置しない設計とする。 

 

4.2 放射性物質による汚染の防止 

放射性物質による汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるおそれのある壁の表面は，汚染の除

去が容易で腐食し難い樹脂系塗料等の材料によって仕上げる設計とする。 

4.2 放射性物質による汚染の防止 

（放射性物質による汚染の防止に関する設計方針は，放射性物質による汚染のおそれのある建屋の

詳細設計の対象となる申請書で示す。） 

人が触れるおそれがある物の放射性物質による汚染を除去する除染設備を設けることで，放射性物

質を除去できる設計とする。除染設備の排水は，液体廃棄物の廃棄施設で処理する設計とする。 
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変 更 前 変 更 後 

第 1章 共通項目 

4. 閉じ込めの機能 

4.1 閉じ込め 

   安全機能を有する施設は，放射性物質を系統若しくは機器に閉じ込める，又は漏えいした場合にお

いても，セル，グローブボックス及びこれらと同等の閉じ込め機能を有する施設（以下「セル等」と

いう。）若しくは建屋内に保持し，放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計とする。 

 

 

 

4.1.1 系統及び機器への放射性物質の閉じ込め 

放射性物質を内包する系統及び機器は，放射性物質が漏えいし難い設計とする。また，使用す

る化学薬品，取り扱う放射性物質，圧力及び温度並びに保守及び修理の条件を考慮し，ステンレ

ス鋼，ジルコニウムその他の腐食し難い材料を使用するとともに，腐食しろを確保する設計とす

る。 

なお，使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽の水の漏えいし難い設計については，第 2 章 

個別項目の「1. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設」に示す。 

 

 

ウランを含む粉末，焼却灰その他の粉末状の放射性物質を非密封で取り扱う場合は，密閉した系

統及び機器内で取り扱う設計とする。 

 

4.1.2 放射性物質の逆流防止 

流体状の放射性物質を取り扱う設備は，放射性物質を含まない流体を取り扱う設備への放射性

物質の逆流により放射性物質を拡散しない設計とする。 

なお，放射性物質により汚染された空気を取り扱う換気設備の逆流防止に関する設計について

は，第2章 個別項目の「5. 放射性廃棄物の廃棄施設」の「5.1.4 換気設備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 章 共通項目 

4. 閉じ込めの機能 

4.1 閉じ込め 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既設工認 本文(第 2,6,7,8,9 回申請)，添付書類 I（第 6回申請），添付書類Ⅴ（第

2回申請），添付書類Ⅵ（第 2,4,6,7,8 回申請），添付書類Ⅶ（第 6,7,8 回申請） 

既設工認 添付書類Ⅵ（第 4，7回申請），添付書類Ⅶ（第 7回申請） 

閉込①～⑲ 

閉込②-1,2 

閉込③-1～5 

【凡例】 

：既設工認に記載されている内容と同様 

：既設工認に記載されている内容と全く同じではないが，既設 

 工認の記載を詳細展開した内容であり，設計上実施していたもの 

：既認可等のエビデンス 

既設工認 本文，添付書類Ⅶ（第 7回申請） 

既設工認 添付書類Ⅴ（第 2回申請），本文（第 7回申請） 

閉込①-1～5 
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変 更 前 変 更 後 

4.1.3 放射性物質の漏えい拡大防止 

(1) セル等又は室への放射性物質を内包する設備の収納 

放射性物質を内包する系統及び機器は，その性状に応じてセル等又は室に適切に収納する設計

とする。 

プルトニウムを含む溶液及び粉末並びに高レベル放射性液体廃棄物（以下「高レベル廃液」と

いう。）を内包する系統及び機器は，分析のため少量を取り扱う場合や，ウラン・プルトニウム

混合酸化物（UO2・PuO2，以下「MOX」という。）粉末を封入した混合酸化物貯蔵容器を取り扱う場

合を除き，セル等に収納する設計とする。 

 

 

 

(2) 漏えい液の回収 

液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を収納するセル等の床にはステンレス鋼製の漏

えい液受皿を設置し，液体状の放射性物質がセル等に漏えいした場合は，漏えい検知装置により

検知し，漏えいの拡大を防止するとともに，漏えいした液の性状に応じて定めた移送先に移送し

処理できる設計とする。 
 

 

 

液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を設置する室の床には漏えい液受皿を設置し，万

一液体状の放射性物質が漏えいした場合は，漏えいを検知し，漏えいの拡大を防止するとともに，

漏えいした液の移送及び処理ができる設計とする。 
 

 

使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽から水が漏えいした場合でも水の漏えいを検知し安

全に処置できる設計とする。 

なお，使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽から漏えいした水を検知し安全に処置できる設

計については，第 2章 個別項目の「1. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既設工認 添付書類Ⅰ，Ⅵ，Ⅶ（第 6回申請），本文，添付書類Ⅵ，Ⅶ（第 7回申請） 

既設工認 本文，添付書類Ⅶ（第 7回申請），本文（第 9回申請） 

閉込④-1～4 

既設工認 本文，添付書類Ⅵ，Ⅶ（第 7回申請） 

閉込⑧～⑩ 

閉込⑤-1～10 

閉込⑥-1～5 

既設工認 本文，添付書類Ⅵ（第 2回申請） 

閉込⑦-1～3 
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変 更 前 変 更 後 

a. 沸騰するおそれのある又はn－ドデカンの引火点に達するおそれのある漏えい液の回収 

漏えいした液の発熱量が大きく，沸騰のおそれがあるか又は TBP，n-ドデカン及びこれらの

混合物（以下「有機溶媒」という。）を含む漏えいした液が n-ドデカンの引火点に達するおそ

れのあるセル等については，漏えいを検知するための漏えい検知装置を多重化し，万一外部電

源が喪失した場合でも，漏えいした液を確実に移送するために，スチームジェットポンプを使

用する場合の蒸気はその他再処理設備の附属施設の安全蒸気系から供給し，ポンプを使用する

場合の電源は非常用所内電源系統に接続する設計とする。また，ポンプは，多重化するか，万

一故障しても漏えいした液が沸騰に至らない間に修理又は交換できる設計とする。 

なお，安全蒸気系の設計については，第 2 章 個別項目の「7. その他再処理設備の附属施

設」の「7.2.3 蒸気供給設備」に示す。 

 

 

b. 臨界のおそれのある漏えい液の回収 

通常の運転状態において硝酸プルトニウム並びに硝酸プルトニウム及び硝酸ウラニルの混

合溶液の無限体系の未臨界濃度以上のプルトニウムを含む溶液を内包する機器を収納するセ

ルの床には，万一漏えいが発生した場合でも臨界とならない漏えい液受皿を設ける設計とす

る。 

なお，漏えい液受皿の臨界管理に関する設計については，第１章 共通項目の「1. 核燃

料物質の臨界防止」の「1.1 核燃料物質の臨界防止に関する設計」に基づくものとする。 

 

 

連続移送の配管から漏えいのおそれがあり，漏えいしたプルトニウムを含む溶液の回収が重

力流によらない場合は，漏えい検知装置を臨界安全管理の観点から多重化し，万一漏えいした

場合には，漏えいを確実に検知し移送する設計とする。 

通常の運転状態において無限体系の未臨界濃度以上のプルトニウムを含む溶液を連続移送

する配管から漏えいのおそれがあり，漏えいしたプルトニウムを含む溶液の回収が重力流によ

らない場合は，漏えい液受皿の集液溝を監視する装置により，漏えいを検知する設計とする。 

 

 

(3) 熱媒へ漏えいした流体状の放射性物質の回収 

管理区域外から流体状の放射性物質を内包する設備へ冷却水，加熱蒸気及び温水（以下「熱媒」

という。）を供給する場合は，管理区域内で熱交換器を介することで，放射性物質を含む流体を

管理区域外に流出しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既設工認 添付書類Ⅵ，Ⅶ（第 6回申請），本文，添付書類Ⅵ，Ⅶ（第 7回申請） 

既設工認 添付書類I（第6回申請） 

閉込⑪-1～3 

既設工認 添付書類 I，Ⅶ（第 6回申請） 

既設工認 添付書類Ⅵ，Ⅶ（第 8回申請） 

閉込⑧-1～11 

閉込⑨-1～3 

閉込⑩-1,2 
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別紙６−１② 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ 

 

変 更 前 変 更 後 

熱媒をセル内に設置された流体状の放射性物質を内包する設備へ供給する場合は，熱媒中への

放射性物質の漏えいを検知できる設計とする。 

 

万一，熱媒中に放射性物質が漏えいした場合には，汚染した熱媒を安全に処理できる設計とす

る。 

 

4.1.4 放射性物質を取り扱う設備，セル等及び室の負圧維持 

プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内包する系統及び機器，セル等並びにこれらを収

納する建屋は，原則として，気体廃棄物の廃棄施設により常時負圧に保ち，それぞれの気圧は，

原則として，建屋，セル等，系統及び機器の順に低くすることで漏えいの拡大を防止する設計と

する。 

また，上記以外の放射性物質を内包する系統及び機器，セル等並びにこれらを収納する建屋は，

気体廃棄物の廃棄施設により負圧に保ち，それぞれの気圧は，建屋，セル等，系統及び機器の順に

低くすることで漏えいの拡大を防止する設計とする。 

気体廃棄物の廃棄施設は，放射性物質の漏えい及び逆流を防止する設計とするとともに，フィ

ルタ，洗浄塔等により放射性物質を適切に除去した後，主排気筒，北換気筒又は低レベル廃棄物

処理建屋換気筒から放出する設計とする。 

なお，放射性物質を適切に除去するための系統及び機器に関する設計については，第 2章 個

別項目の「5. 放射性廃棄物の廃棄施設」に示す。 

 

 

設計基準事故時においても，可能な限り負圧維持並びに漏えい及び逆流防止の機能が確保され

る設計とするとともに，一部の換気系統の機能が損なわれた場合においても，再処理施設全体と

して気体の閉じ込め機能を確保する設計とする。 

 

 

4.1.5 グローブボックス及びフード 

プルトニウムを含む溶液及び粉末を取り扱うグローブボックスは，給気口及び排気口を除き密

閉できる設計とする。 

 

フードは，気体廃棄物の廃棄施設により開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。 

 

 

 

 

既設工認 本文（第 6回申請），本文，添付書類Ⅵ（第 7回申請），本文，添付書類Ⅵ（第 8回申請） 

既設工認 本文，添付書類Ⅵ（第 7回申請），本文，添付書類Ⅵ（第 8回申請） 

既設工認 本文，添付書類Ⅵ（第 7回申請）

閉込⑬-1～6 

既設工認 添付書類Ⅵ，Ⅶ（第 7回申請），添付書類Ⅵ，Ⅶ（第 8回申請） 

既設工認 添付書類Ⅵ，Ⅶ（第 7回申請）

閉込⑯-1～3 

閉込⑭-1～29 

既設工認 添付書類Ⅵ，Ⅶ（第 8回申請） 閉込⑫-1,2 

閉込⑭-1～17, 

閉込⑮ 

閉込⑰-1,2 
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変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ 

 

変 更 前 変 更 後 

 

  4.1.6 崩壊熱除去 

再処理施設は，使用済燃料及びその溶解液，放射性廃棄物等の貯蔵及び処理時に発生する崩壊

熱による異常な温度上昇を防止する設計とする。 

なお，溶解液等の貯蔵及び処理時に発生する崩壊熱による溶液の異常な温度上昇を防止するため

に使用する安全冷却水系の設計については，第 2章 個別項目の「7. その他再処理設備の附属

施設」の「7.2.2 冷却水設備」に示す。 

また，使用済燃料，製品貯蔵容器及び放射性廃棄物であるガラス固化体の貯蔵時に発生する崩

壊熱による異常な温度上昇の防止に関する設計については，それぞれ第 2 章 個別項目の「1. 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設」，「3. 製品貯蔵施設」及び「5. 放射性廃棄物の廃棄

施設」の「5.3 固体廃棄物の廃棄施設」に示す。 

 

 

4.1.7 液体状の放射性物質の施設外への漏えい防止 

液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を設置する室の床には「4.1.3 放射性物質の漏

えい拡大防止」に示す漏えい液受皿を設置し，液体状の放射性物質が施設外へ漏えいすることを

防止する設計としている。 

 

漏えい液受皿を設置しない場合は，液体状の放射性物質を取り扱う設備の周辺部又は施設外に

通じる出入口若しくはその周辺部に堰を設置し，最大容量の機器から全量漏えいした場合におい

ても，液体状の放射性物質が施設外へ漏えいすることを防止する設計とする。 

 

 

液体状の放射性物質を取り扱う設備が設置される施設内部のうち，液体状の放射性物質の漏え

いが拡大するおそれがある部分の床面，適切な高さまでの壁面，堰及びこれらの接合部は，耐水

性を有する設計とし，液体状の放射性物質が漏えいし難い設計とする。また，床面，壁面及び堰

に貫通部を設ける場合は，床面，壁面及び堰の耐水性が損なわれない設計とする。 

 

 

液体状の放射性物質を取り扱う設備が設置される施設の床面下には，敷地外に管理されずに排出

される排水が流れる排水路を設置しない設計とする。 

 

 

 

 

既設工認 添付書類Ⅵ，Ⅶ（第 7回申請），添付書類Ⅶ（第 8回申請） 

既設工認 本文，添付書類Ⅵ（第 2回申請） 

閉込⑲-7～9 

閉込⑲-1～6 

閉込⑲-10 

既設工認 添付書類Ⅵ（第2回申請） 

既設工認 本文，添付書類Ⅵ（第 2回申請） 

閉込⑱-1～9 

既設工認 本文，添付書類Ⅵ，Ⅶ（第 7回申請） 

閉込⑥-1～5 
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ウラン・プルトニウム混合脱硝設備

溶液系

a. 設置の概要

本系は．桔製施設のプルトニウム栢製設備のプルトニウム濃縮液中間貯楢から硝酸

プルトニウム溶液及びウラン精製設備のウラン濃縮液第 3中間貯椿から硝酸ウラニル

溶液を，各々硝酸プルトニウム貯槽．硝酸ウラニル貯槽に受け入れ．これら両溶液を

混合槽に移送し．ウラン濃度及びプルトニウム濃度が等しくなるように混合調整し．

分折．確認した後．定呈ポットを経て一定量ずつウラン・プルトニウム混合脱硝系へ

真空移送する。また．セル等に漏えいした液体状の放射性物質は．一時貯槽へ受け入

れ．精製施設のプルトニウム精製設備のリサイクル槽へ移送する。

なお．第 1回申請範囲は．溶液系のうちウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に設置

する環状形槽．円筒形槽．ポット，漏えい液受皿．ポンプ．配管並びに洞道．精製建

屋に設置する配菅等の設備ー式である。

b. 準拠すべき主な法令，規格及び基準

本系の準拠すべき主な法令，規格及び基準を「イ． 建物」の第 2.4. 1 -1表に示す。

H
 

Nf--@ 

忍返

L
 S
 
r. 
0
 

C. 設計の基本方針

(a)本設備は，耐震設計上の重要度に応じた耐震設計とする。

(b)本設備で臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想定されるいかなる場合で

も形状寸法管理，濃度菅理，質量菅理，同位体組成菅理及び中性子吸収材管理並び

にこれらの組合せにより，単一ユニットとして臨界を防止できる設計とする。

また，各単一ユニットは，適切に配置することにより，複数ユニットとして臨界

を防止できる設計とする。

(c)本設備の放射性物質を内蔵する槻器は，腐食し難い材料を使用し，かつ，漏えい

し難い構造とする。万ー液体状の放射性物質が混えいした場合にも混えいの拡大を

防止し安全に処置できる設計とする。また，気体廃棄物の廃棄施設で負圧を錘持す

ることにより閉じ込め椴能を確保できる設計とする。

(d)本設備の環状形権は，溶液の放射線分解により発生する水素の爆発を適切に防止

できる設計とする。

(e)本設備の環状形槽は，

裸能を有する設計とする。

. (f) 本設備の安全上重要な施設の硝酸プルトニウム貯槽セル等の漏えい液移送ボンプ

は．非常用所内電源系統に接続し．外部電源が喪失した場合でも，安全様能が確保

できる設計とする。

崩壊熱による過度の温度上昇を防止するため， 適切な冷却

d. 設計条件及び仕様

(a) 申請設備に係る系統の構成を第1.2 -20図及び第1.2. 5. 2. 1 -1図に示す。

(b)申請設備に係る槻器の配置を第2.2. 5 -1図～第2.2. 5 -6図に示す。

Cc)申請設備に係る設計条件．仕様及び構造を以下に示す。
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2. 5. 1. 3 ウラン脱硝系

a. 設置の概要

ウラン脱硝設備は，精製施設のウラン精製設備から受け入れた硝酸ウラニル溶液を

加熱して脱硝し，ウラン酸化物としてウラン酸化物貯蔵容器に収納し，製品貯蔵施設

のウラン酸化物貯蔵設備に搬送する設備である。

本系は，蒸発濃縮系から硝酸ウラニル濃縮液を濃縮液受槽に受け入れた後，脱硝塔

に供給し，熱分解してウラン酸化物粉末を生成する設備である。生成したウラン酸化

物粉末は，シール槽を経て， u03受槽に抜き出し，製品貯蔵施設のウラン酸化物貯

蔵容器が充てん定位置に設置していることを確認した後， UOa受槽からウラン酸化

物貯蔵容器に充てんし，フランジ構造のふたを取り付けて封入し，汚染の検査等を行

う。

u O 3 受槽からウラン酸化物貯蔵容器に充てんしている間は，脱硝塔から連続的に

排出されるウラン酸化物粉末を一時的にシール槽へ受け入れる。

なお，充てんするウラン酸化物粉末は，試料採取し，原子核分裂生成物の含有率等

を分析確認する。

ウラン酸化物貯蔵容器は，充てん台車を用いて搬送した後，貯蔵容器クレーンを用

いて製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵設備の貯蔵容器搬送台車に移載する。

また，脱硝塔内で発生する廃ガスの凝縮液は，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備

の第 2酸回収系の供給槽ヘポンプで移送する。

なお，生成したウラン酸化物粉末中の規格外ウラン酸化物粉末は，規格外製品受槽

に受け入れ，規格外製品容器に充てんする。規格外製品容器に充てんしたウラン酸化

物粉末は， UOa溶解槽に供給した後，溶解し，硝酸ウラニル溶液として，受入れ系

の硝酸ウラニル貯槽へ移送する。また，ウラン試験時に用いる硝酸ウラニル溶液の一

部は，他の施設からウラン酸化物を受け入れ， uO 3 溶解槽にて溶解し，受入れ系の

硝酸ウラニル貯槽を経由して精製施設のウラン精製設備のウラン濃縮液第 2受槽へ移

送する。

なお，第 7回申請範囲は，ウラン脱硝系のうちウラン脱硝建屋に設置する円筒形槽，

ポンプ，脱硝塔，フィルタ，搬送機器類，機械装置類，角形槽，配管等の設備ー式で

ある。

汰
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b. 準拠すべき主な法令．規格及び基準

本系の準拠すべき主な法令．規格及び基準を「イ． 建物」の第2.4. 1-1表に示す。
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后 lg次変更
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H

c. 設計の基本方針

(a) 本設備は，耐震設計上の重要度に応じた耐震設計とする。

(b) 本設備の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想定されるいかなる場合で

も形状寸法管理，質量管理及び同位体組成管理並びにこれらの組合せにより，単一

ユニットとして臨界を防止できる設計とする。

また，各単一ユニットは，適切に配置することにより，複数ユニットとして臨界

を防止できる設計とする。

(c) 本設備の充てん台車等の搬送機器は，電源喪失時におけるつり荷の保持，又は逸

走防止を行い，移送物の落下及び転倒を防止できる設計とする。

(d) 本設備の放射性物質を内蔵する主要機器は，腐食し難い材料を使用し，かつ，漏

えいし難い構造とするとともに，万ー放射性物質が漏えいした場合にも漏えいの拡

大を防止し安全に処置できる設計とする。

また，気体廃棄物の廃棄施設で負圧を維持することにより，閉じ込め機能を確保

できる設計とする。

(e) 本設備の安全上重要な施設の硝酸ウラニル濃縮液供給停止系は，それらを構成す

る動的機器の単一故障を仮定しても，安全機能が確保できる設計とする。

(f) 本設備の安全上重要な施設の硝酸ウラニル濃縮液供給停止系は，運転停止時に試

験及び検査ができる設計とする。
Z
戸

上

唸

e
 

d. 設計条件及び仕様

(a) 申請設備に係る系統の構成を第 1.2.5.1.3-1回に示す。

(b) 申請設備に係る機器の配置を第2.2.4-1図～第2.2. 4-8図に示す。

(c) 申請設備に係る設計条件，仕様及び構造を以下に示す。

ハー9-2

-

2

 

み
4 ー 151

j2160024
長方形

j2160024
長方形

j2160024
長方形

j2170008
線

j2170008
線

j2170008
テキストボックス
閉込②-1



152



153



154



155

j2170008
テキストボックス
閉込③



156

j2170008
長方形

j2170008
テキストボックス
閉込③-1



157



158

j2170008
長方形

j2170008
テキストボックス
閉込③-2



159



160



161



162



163



164

j2160024
長方形

j2160024
タイプライターテキスト
閉込③-3



165



166



閉込③-4

167



168



169



170



171

j2170008
テキストボックス
閉込④



ー• 
2

2

 

．． 

5

5

 

．． 

2

2

 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備

溶液系

a. 設置の概要

本系は．桔製施設のプルトニウム栢製設備のプルトニウム濃縮液中間貯楢から硝酸

プルトニウム溶液及びウラン精製設備のウラン濃縮液第 3中間貯椿から硝酸ウラニル

溶液を，各々硝酸プルトニウム貯槽．硝酸ウラニル貯槽に受け入れ．これら両溶液を

混合槽に移送し．ウラン濃度及びプルトニウム濃度が等しくなるように混合調整し．

分折．確認した後．定呈ポットを経て一定量ずつウラン・プルトニウム混合脱硝系へ

真空移送する。また．セル等に漏えいした液体状の放射性物質は．一時貯槽へ受け入

れ．精製施設のプルトニウム精製設備のリサイクル槽へ移送する。

なお．第 1回申請範囲は．溶液系のうちウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に設置

する環状形槽．円筒形槽．ポット，漏えい液受皿．ポンプ．配管並びに洞道．精製建

屋に設置する配菅等の設備ー式である。

b. 準拠すべき主な法令，規格及び基準

本系の準拠すべき主な法令，規格及び基準を「イ． 建物」の第 2.4. 1 -1表に示す。
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C. 設計の基本方針

(a)本設備は，耐震設計上の重要度に応じた耐震設計とする。

(b)本設備で臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想定されるいかなる場合で

も形状寸法管理，濃度菅理，質量菅理，同位体組成菅理及び中性子吸収材管理並び

にこれらの組合せにより，単一ユニットとして臨界を防止できる設計とする。

また，各単一ユニットは，適切に配置することにより，複数ユニットとして臨界

を防止できる設計とする。

(c)本設備の放射性物質を内蔵する槻器は，腐食し難い材料を使用し，かつ，漏えい

し難い構造とする。万ー液体状の放射性物質が混えいした場合にも混えいの拡大を

防止し安全に処置できる設計とする。また，気体廃棄物の廃棄施設で負圧を錘持す

ることにより閉じ込め椴能を確保できる設計とする。

(d)本設備の環状形権は，溶液の放射線分解により発生する水素の爆発を適切に防止

できる設計とする。

(e)本設備の環状形槽は，

裸能を有する設計とする。

. (f) 本設備の安全上重要な施設の硝酸プルトニウム貯槽セル等の漏えい液移送ボンプ

は．非常用所内電源系統に接続し．外部電源が喪失した場合でも，安全様能が確保

できる設計とする。

崩壊熱による過度の温度上昇を防止するため， 適切な冷却

d. 設計条件及び仕様

(a) 申請設備に係る系統の構成を第1.2 -20図及び第1.2. 5. 2. 1 -1図に示す。

(b)申請設備に係る槻器の配置を第2.2. 5 -1図～第2.2. 5 -6図に示す。

Cc)申請設備に係る設計条件．仕様及び構造を以下に示す。
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2.2 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備（その 2)

c.・・ 

a. 設置の概要

本設備は，脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備からウラン・プルトニ

ウム混合酸化物粉末充てん済みの粉末缶を封入した混合酸化物貯蔵容器を受け入れ，

貯蔵容器台車，昇降機等により搬送し，貯蔵台車で貯蔵ホールに貯蔵する。混合酸

化物貯蔵容器を他施設へ払い出す場合は，貯蔵台車で貯蔵ホールから取り出し，貯

蔵容器台車，昇降機，移載機，払出台車等を用いてローディングドックから払い出

す。

なお，第 9回申請範囲は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備のうち粉末

缶及び混合酸化物貯蔵容器である。

b. 準拠すべき主な法令，規格及び基準

本設備の準拠すべき主な法令，規格及び基準を「イ．建物」の第2.20. 1-1表に

示す。

G
,
3

＇ゞ◎

C. 設計の基本方針

(a)本設備で臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想定されるいかなる場合

でも，形状寸法管理，質量管理及び同位体組成管理並びにこれらの組合せにより，

単ーユニットとして臨界を防止できる設計とする。

(b)本設備は，ウラン・プルトニウム混合酸化物粉末充てん済みの粉末缶を混合酸

化物貯蔵容器に封入することにより，閉じ込め機能を確保できる設計とする。

〖ー・—.•'
ぶ

＼へ

0̀

d. 設計条件及び仕様

(a) 申請設備に係る系統の構成を「再処理施設に関する設計及び工事の方法の認可

申請書 第7回申請」 （以下第 7回申請という）に記載した第1.2. 2 -1図～第

1. 2. 2 -3図に示す。

今回の申請設備は図中に後次回申請としている粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器

である。

(b)申請設備に係る機器の配置を第 7回申請に記載した第2.2. 7 -1図～第2.2. 7 

-7図に示す。 ・

今回の申請設備は図中に後次回申請としている粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器

である。

(c) 申請設備に係る設計条件，仕様及び構造を以下に示す。
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ウラン・プルトニウム混合脱硝設備

溶液系

a. 設置の概要

本系は．桔製施設のプルトニウム栢製設備のプルトニウム濃縮液中間貯楢から硝酸

プルトニウム溶液及びウラン精製設備のウラン濃縮液第 3中間貯椿から硝酸ウラニル

溶液を，各々硝酸プルトニウム貯槽．硝酸ウラニル貯槽に受け入れ．これら両溶液を

混合槽に移送し．ウラン濃度及びプルトニウム濃度が等しくなるように混合調整し．

分折．確認した後．定呈ポットを経て一定量ずつウラン・プルトニウム混合脱硝系へ

真空移送する。また．セル等に漏えいした液体状の放射性物質は．一時貯槽へ受け入

れ．精製施設のプルトニウム精製設備のリサイクル槽へ移送する。

なお．第 1回申請範囲は．溶液系のうちウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に設置

する環状形槽．円筒形槽．ポット，漏えい液受皿．ポンプ．配管並びに洞道．精製建

屋に設置する配菅等の設備ー式である。

b. 準拠すべき主な法令，規格及び基準

本系の準拠すべき主な法令，規格及び基準を「イ． 建物」の第 2.4. 1 -1表に示す。
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C. 設計の基本方針

(a)本設備は，耐震設計上の重要度に応じた耐震設計とする。

(b)本設備で臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想定されるいかなる場合で

も形状寸法管理，濃度菅理，質量菅理，同位体組成菅理及び中性子吸収材管理並び

にこれらの組合せにより，単一ユニットとして臨界を防止できる設計とする。

また，各単一ユニットは，適切に配置することにより，複数ユニットとして臨界

を防止できる設計とする。

(c)本設備の放射性物質を内蔵する槻器は，腐食し難い材料を使用し，かつ，漏えい

し難い構造とする。万ー液体状の放射性物質が混えいした場合にも混えいの拡大を

防止し安全に処置できる設計とする。また，気体廃棄物の廃棄施設で負圧を錘持す

ることにより閉じ込め椴能を確保できる設計とする。

(d)本設備の環状形権は，溶液の放射線分解により発生する水素の爆発を適切に防止

できる設計とする。

(e)本設備の環状形槽は，

裸能を有する設計とする。

. (f) 本設備の安全上重要な施設の硝酸プルトニウム貯槽セル等の漏えい液移送ボンプ

は．非常用所内電源系統に接続し．外部電源が喪失した場合でも，安全様能が確保

できる設計とする。

崩壊熱による過度の温度上昇を防止するため， 適切な冷却

d. 設計条件及び仕様

(a) 申請設備に係る系統の構成を第1.2 -20図及び第1.2. 5. 2. 1 -1図に示す。

(b)申請設備に係る槻器の配置を第2.2. 5 -1図～第2.2. 5 -6図に示す。

Cc)申請設備に係る設計条件．仕様及び構造を以下に示す。
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別添ー 9

（安全上重要な施設）

第十一条 非常用電源設備その他の安全上重要な施設は，次に掲げるところにより施

設しなければならない。

ー ニ以上の原子力施設（加工施設，原子炉施設，再処理施設，廃棄物埋設施設，

廃棄物管理施設及び使用施設等をいう。）において共用する場合には，共用する

ことによって再処理施設の安全を確保する機能が損なわれるおそれがないように

すること。

二 再処理施設の安全を確保する機能を維持するために必要がある場合には，当該

施設自体又は当該施設が属する系統として多重性を有すること。

三 再処理施設の安全を確保する機能を確認するための検査又は試験及びこれらの

機能を健全に維持するための保守又は修理ができること。

( 

L
L
I
Z
h

◎
 

-

1. ・-

し，＇：

［適合性の説明］

添付ー 10 「第 7回申請に係る安全上重要な施設に関する説明書」に第 7回申請に係

る安全上重要な施設を示す。

また，使用済燃料等を内包する容器等の崩壊熱の除去に関する詳細は，添付ー 11 

「崩壊熱除去に関する説明書」に，漏えい液の回収に関する詳細は，添付ー 12「漏え

い液の回収に関する説明書」に示す。

さらに，安全上重要な施設のうち，凍結防止対策が必要な部分は，安全冷却水系の屋

外設置設備であり，この部分の凍結防止対策に関する詳細を添付ー 13「安全冷却水系

の屋外設置設備の凍結防止に関する説明書」に，安全冷却水系冷却塔の雪荷重に関する

評価の詳細を添付ー 5「冷却塔の雪荷重に関する強度計算書」に示す。

ー 第 7回申請に係る安全上重要な施設は，再処理事業所の廃棄物管理施設等他の原子

カ施設との共用はない。

r
へ、ヽ゚

二 第 7回申請に係る施設のうち，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備の精

製建屋塔槽類廃ガス処理設備等の安全上重要な施設については，排風機等の動的機器

を多重化する設計とし，動的機器の単一故障を仮定しても所定の安全機能を確保でき

る設計としている。

計測制御系統施設のうち，安全上重要な施設である計測制御系は，多重性又は多様

性を有するとともに，電気的・物理的な独立性を有する設計とし，動的機器の単一故

障を仮定しても所定の安全機能を確保できる設計としている。

その他再処理設備の附属施設のうち，安全上重要な施設である非常用電気設備は，

系統全体を 2系列とする設計とし，動的機器の単一故障を仮定しても所定の安全機能

を確保できる設計としている。
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漏えい液受皿の容量に関する説明書
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平戌 10年 12月25日
'' 次 捕正
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漏えい液受皿の容量評価について

ー． 
はじめに

再処理施設では，液体状の使用済燃料等を取り扱う設備が設置される施設に対し，

液体状の使用済燃料等の漏えいの拡大を防止するために，再処理施設の設計及び工事

の方法の技術基準に関する総理府令第 7条で以下のとおり要求される。

第三号 「液体状の使用済燃料等を取り扱う設備をその内部に設置するセルは，

当該物質がセル外に漏えいするおそれがない構造であること。」

「液体状のプルトニウム等を取り扱うグロープボックスは，当該物質が

グロープボックス外に漏えいするおそれがない構造であること。」

第九号イ 「施設内部の床面及び壁面は，液体状の使用済燃料等が漏えいし難いも

のであること。」

以下漏えい液受皿の設置に関する基本的考え方を示す。

第六号

＼
＇
 

＼
 

c
 

9
i
 

l
o
I
v

迄
◎
J
J
N

日

l/ 

漏えい液受皿の設置場所

液体状の使用済燃料等の漏えいの拡大を防止するための漏えい液受皿は，電気事業

法施行規則第 63条第 2項（別表 3) の漏えい拡大防止堰に係る規定*I及び使用済燃

料の再処理事業に関する規則第 7条の二（溶接検査を受ける再処理施設）の解説*2を

考慮して液体状の放射性物質の濃度が， 37kBq/cnf (プルトニウム又はプルトニウム化

合物を含む液体状の放射性物質を内包する場合は，プルトニウムの濃度が37Bq/cnf) 

以上の機器を収納する室の床，並びに液体状の放射性物質を内蔵する系統及び機器を

収納するセル，グロープボックス，配管収納容器，洞道（ただし，洞道内に配管収納

容器を設置する場合を除く）に設置する

なお，上記の，室の床に漏えい液受皿を設置する条件に該当する場合であっても，

当該室の床ドレンファンネルからの排出能力（重力による排出流量）が，機器等から

の漏えい流量を越える場合には漏えい液受皿は設置しないものとする。

漏えい量を評価する際の漏えいの開口は，容器と配管の接続部等応力集中の発生し

やすい箇所に一ヶ所想定し，その開口の面積は，原子炉施設と同様NUREG-75/087

"STANDARD REVIE『 PLAN3. 6.2."に基づき，長さが配管の内径の 1/ 2, 幅が配管の

肉厚の 1/ 2とする。

注記*1 流体状の放射性廃棄物（気体状のものを除く。）を内包する容器（放射

性物質の濃度が， 37kBq/c印以上の液体状の放射性廃棄物を内包するものに

限る。）からの液体状の放射性廃棄物の漏えいの拡大を防止するために施

設する。
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* 2 内包する液体状の放射性物質の濃度が， 37kBq/cnf (プルトニウム又はプ

ルトニウム化合物を含む液体状の放射性物質を内包する場合は，プルトニ

ウムの放射能濃度が37Bq/cnf)以上である容器又は管は，放射性物質によ

る災害の防止の観点から，溶接検査の対象範囲とする。

a
 

r・-

容量評価の考え方

漏えい液受皿の容量評価は，下記(1)項で定める漏えい流量を漏えい液受皿が受けた

場合， (2)項で定める重力排出能力を考慮した漏えい液受皿内への滞留量による液面が，

設計上定める漏えい液受皿の高さより低いことを確認することにより行う。

なお，セル内の上部中間床に設置される漏えい液受皿に関しては，この中間床部の

漏えい液は全て同ーセル内の下方に設置される漏えい液受皿により収集されることに

よって閉じ込めの機能が維持されるので，下方の漏えい液受皿により代表して容量評

価を行う。

（← -': 

(1) 

一4ー
ミ
I

よ
D

漏えい流量の設定の考え方

漏えい液受皿の上方に設置される容器又は配管 (2重配管は除く）からの漏えい

流量が最大となる任意のーか所の漏えいを想定する。

漏えい流量 q (吋/h) は管路における圧力損失の式（機械工学便覧第 6版8-14

より）に基づいて以下のように算出する。

q = 3600 x Ax 10-6 x~ い10

= AX  fi X 0.041 

ここで，

l_) 
として求める。）

c
h
r
0、

q: 漏えい流量 (nf/h)

g: 重力加速度 (9.8 m/ sり

P: 仮想開口部の通常運転圧力 (kg/cnf) 

A: 仮想開口の面積 (mmり

(A= (t/2) X (D/2) 

D: 配管の内径 (mm)

t : 配管の肉厚 (mm)

LK: 仮想開口部の流れの損失係数 (=l+C)

r: 仮想開口をノズルとみなした場合の流れの損失係数(=0. 5) 

2
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(2) 漏えい液受皿の容量の評価方法

前記(1)項で定める漏えい流量に対し，漏えい液受皿の底部に設けられたドレン配

管等による重力排出能力を考慮して，漏えい液受皿内滞留量を算出し，この滞留量

による漏えい液の深さ（漏えい液受皿の底面からの液位）が漏えい液受皿の設計上

定める高さ以下である事を確認することにより行う。

また，洞道または，配管収納容器で貯留する場合には，漏えい液受皿内滞留量よ

り，漏えい液受皿の貯留量が上まっている事を確認することにより行う。

なお，漏えい液の回収に関し，漏えい液の沸騰防止のため漏えい液受皿に希釈液

を供給する必要がある場合は，漏えい量にこの希釈液量も合わせて漏えい液受皿の

設計上定める高さを評価する。

ヽ••， c~,i 
評価結果を設備毎にまとめて第 1表に，また漏えい液受皿の説明図を第 2表

（単位： mm) に示す。考え方は以下のとおりである。 （以下の①～⑯は第1.1表及

び第1.2表の①～⑯に対応している。）

①
 

（容器からの）漏えい量

容器内包液の全量の漏えいが想定される場合には容器の通常最高運転液位の

容量に外部からの供給分を考慮した漏えい量とする。

L

ーヽミ
l

⑤

②
 

（容器からの）漏えい流量

前記 3.(1)項に基づき設定される漏えい流量を示す。

③
 

（容器からの）

容器容量（①）

漏えい時間

＋漏えい流量（②）

'. 一
④
 

(・, 
"---.,' 

（配管からの）漏えい流量

前記 3.(1)項に基づき設定される漏えい流量を示す。

⑤
 

（配管からの）漏えい時間

連続運転の場合は 1時間とし，

その時間とする。

1回の運転が 1時間以内に終了する場合は

ー
カ
ミ

3
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⑥
 

重力による排出流量

漏えい液受皿底面に設置されたドレン配管等による重力排出流量Q (rrr/h) 

は．以下の式により算出する。

Q=AXlO―6xvx3600 

v=C· ✓ て下了（シェジーの式）（機械工学便覧第 6版8-19より）

C= 
23 + 1/n + 0.00155/i 

1 + n(23 + 0.00155/i)/.jm 

（機械工学便覧第 6版8-19より）

（ガンギエ・クッタの式）

_. --
I •..• 

(―、,1

ここで，

Q: ドレン配管等の排出流量 (nf/h)

C: 流速係数

n: 粗度係数=0. 013 (機械工学便覧第 6版8-19第24表より）

A: ドレン配管等の断面積 (mmり

m:  ドレン配管等の内部の液平均深さ (m)

液の流れ方向の断面積

接液断面長さ

v: ドレン配管等の断面平均流速 Cm/s) 

i : ドレン配管等の最小こう配（第 1表の排出流量の欄に示す）

（＝ 

l
1

ミ
[

i
◎

ーヽノ

⑦
 

⑧
 

漏えい液受皿内滞留量（容器）

（漏えい流量（②)ー排出流量（⑥））

漏えい液受皿内滞留量（配管）

（漏えい流量（④)一排出流量（⑥））

x漏えい時間（③)を示す。

x漏えい時間（⑤)に示す。

f • 

~) 
⑨
 

漏えい液受皿有効床面積

漏えい液受皿全床の投影面積から，漏えい液受皿内に設置される機器の水没

しない基礎台等の投影部分の面積を除いた範囲を，漏えい液受皿としての有効

床面積とする。

～
ナ
ベ
ミ
｀
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⑩ 見込み高さ

漏えい液受皿内に設置される機器の水没する基礎台等の体積分による液位の

上昇分と，漏えい液受皿の底部（床）のこう配分による液位の上昇分の和を見

込み高さとする。

見込み高さ＝

＋ 

水没する機械基礎台等の体積

漏えい液受皿有効床面積

（漏えい液受皿の床こう配分の高さによる液位上昇分）

⑪ 漏えい時の底面（側溝またはドレンポットの上端部）からの液位

漏えい液受皿内滞留量（⑦と⑧の最大値）＋漏えい液受皿有効床面積（⑨）

＋見込み高さ（⑩）

（側溝またはドレンボットの上端部から漏えい液受皿上

C 
⑫ 漏えい液受皿の高さ

端までの高さ）

設計上定める漏えい液受皿の高さを示す。

⑬ 

[
[
l

ミ
N
I
⑨

漏えい液受皿の長さ

洞道に設置する漏えい液受皿または．配管収納容器の貯留可能な長さは、

底部のこう配と受皿高さより求める。

⑬＝⑮／｛こう配 (%)/100}

⑭ 漏えい液受皿の幅

洞道に設置する漏えい液受皿または，

⑮ 

, .... 

し／！

漏えい液受皿の高さ

洞道に設置する漏えい液受皿または，

す。

⑯ 漏えい液受皿の貯留量

洞道に設置する漏えい液受皿または．

{ (⑬x⑮) / 2} X⑭ 

配管収納容器の貯留可能な幅を示す。

配管収納容器の貯留可能な高さを示

配管収納容器の貯留量を示す。

r
b
T
o
¥
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第 1.1表 漏えい液受皿容量の評価（ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 1 /2) 

...... 

14 

漏えい機器と漏えい流量 排出流量 漏えい液受皿内滞留量 漏えい液 見込み 漏えい時 漏えい液

受皿有効 高 さ の底面か 受皿の 結果 図 番

禰えい量 漏えい 漏えい 漏えい 漏えい 床面積 らの液位 高 さ

流量 時間 流量 時間 (m3/h) (mり (rrl) (cm) (cm) (cm) 

名 称 容 器 (mり (m3/h) (h) 配管 (m3/h) (h) 容 器 配 管 ⑪=  

MAX(⑦，⑧） 

① ② ③＝①／②- ④ ⑤ ⑥ ⑦ =(②ー⑥） ⑧ =(④一⑥） ⑨ ⑩ l⑨ X 100 ⑫ ⑪く⑫

x③ x⑤ 十⑩

硝酸プルトニウム貯槽セル

漏えい液受皿 合 図1

硝酸ウラニル貯槽 硝酸ウラニル

漏えい液受皿 貯槽 合 図2

硝酸ウラニル供給槽 硝酸ウラニル

漏えい液受皿 供給槽 合

混合槽Aセル

漏えい液受皿 合 回3

混合槽Bセル

漏えい液受皿 合 図4

一時貯槽セル

漏えい液受皿 ,6. ロ 図5
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1. まえがき

再処理施設においては，万ー液体状の放射性物質が漏えいした場合は，濡えい液受皿

で受けるとともに，漏えいした液を安全に移送及び処理できる設計としている。濡えい

した液は，液の性状に応じて定めた移送先に移送する。移送先は，臨界安全，濶えいし

た液の沸騰防止等を考慮した設計としている。

本書は，漏えい液を回収するための系統により，漏えい液が沸騰することなく安全に

回収できることを示す。

2. 評価対象

本書での評価対象は，安全上重要な施設である涌えい液を回収するための系統のうち，

第 7回申請に係る下記のセルの濡えい液を回収するための系統である。

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

硝酸プルトニウム貯槽セル

混合槽Aセル

混合槽Bセル

一時貯槽セル

高レベル廃液ガラス固化建屋

固化セル

高レベル廃液混合槽第 1セル

高レベル廃液混合槽第 2セル

3. 回収に関する評価

◎ 

3. 1 
(1) 

'' 
~-·) 

評価対象の漏えい液を回収するための系統及び回収方法

2. 項に示すウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に設置されるセル

2. 項に示すウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に設置される，硝酸プルトニウム

貯槽セル，混合槽Aセル，混合槽Bセル及び一時貯槽セルでは，涌えいした液をポン

プ を用いて回収する。

(2) 2. 項に示す高レベル廃液ガラス固化建屋に設置されるセル

2. 項に示す高レベル廃液ガラス固化建屋に設置される，固化セル及び高レベル廃

液混合槽第 1セルでは，濡えいした液を漏えい液受皿に設けたスチームジェットポン

プ を用いて回収する。回収前に希釈液

供給する。

また，高レベル廃液混合槽第 2セルでは，漏えいした液を濡えい液受皿に設けたス

チームジェットポンプ を用いて回収する。回収前に

希釈液 供給する。

-1-
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3. 2
 

回収に関する評価方法

(1)漏えい量

2. 項に示すセルにおいて漏えいが発生した場合，漏えい検知装置により漏えいを直

ちに検知し，送液停止等の運転員対応がとられるため，漏えいは速やかに停止する。

しかしここでは，濡えい液受皿の容量評価の考え方に基づいて設定した漏えい量に対

しても安全に回収できることを示すものとする。なお，漏えいを想定する配管は，漏

えい液の回収の観点で最も厳しい配管とした。

(2)漏えい液の温度評価

漏えい液の温度評価方法を以下に示す。

を用いた。

a. 漏えい液受皿において希釈しない場合

漏えい液は，漏えい液の崩壊熱により温度が上昇する。漏えい 1時間後の涌えい液

の温度は，安全側に周囲への放熱を無視すると，次式で示される。

なお，漏えい液の物性値として水の物性値

(―¥I 
•.,'' 

漏えい 1時間後の漏えい液の温度＝漏えい液の初期温度

＋ 
崩壊熱密度

比熱x密度
X 1時間*l 

*l 

、し
4

、̀

漏えいを検知した後，移送に必要なスチームジェットポンプ等が稼働可能となる

時間は，運転員対応を含め 1時間とする。

また，漏えい液の移送に要する時間（移送時間） は， 次式で示される。

移送時間＝
漏えい量

スチームジェットポンプ等の移送能力

•• •. .、ー
、

9
'

／
 

＼
 

＼
 
,. 

したがって，漏えい液受皿における移送終了時の漏えい液温度は，次式で示される。

漏えい液受皿における
移送終了時の漏えい液の温度

崩壊熱密度

＝漏えい 1時間後の涌えい液の温度十 x移送時間
比熱x密度

べ
こ
ゞ
゜
ヽ

-2-
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b. 漏えい液受皿において希釈する場合

漏えい液は，漏えい液の崩壊熱により温度が上昇する。漏えい 1時間後の漏えい液の

温度は，安全側に周囲への放熱を無視すると，次式で示される。

漏えい 1時間後の漏えい液の温度＝漏えい液の初期温度
崩壊熱密度

＋
 比熱x密度

X 1時間*l 

*l 漏えいを検知した後，移送に必要なスチームジェットポンプが稼働可能となる時間

は，運転員対応を含め 1時間とする。

漏えい液受皿には，十分な高さに設置した純水中間貯槽等から重力流で希釈液を供

給する。希釈後の漏えい液の温度は，次式で示される。

希釈後の漏えい液の温度

漏えい量 X漏えい 1時間後の漏えい液の温度十希釈液量x希釈液の温度*2

＝ 

*2 

濡えい量十希釈量

希釈液の温度は，評価上 40℃とする。

r`ー
4
ト
R

また，漏えい液の移送に要する時間（移送時間） は， 次式で示される。

移送時間＝
漏えい量＋希釈量

スチームジェットポンプ等の移送能力

したがって，漏えい液受皿における移送終了時の漏えい液の温度は，次式で示され

る。

(
¥
 

漏えい液受皿における

移送終了時の漏えい液の温度＝希釈後の漏えい液の温度

希釈後の崩壊熱密度
＋ 

比熱x密度
x移送時間

4. 評価桔果

第 1表に，漏えい液の回収に関する評価結果を示す。同表に示すとおり，漏えい液は

許容温度（沸騰する温度）に至ることなく回収が可能である。

C
6
9

ミ
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第 1表 漏えい液の回収に関する評価 (1/2) 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

淵えい戴 淵えい液 崩壊熱密度 回収終了時 許容温度

セ ル名 配 砥目 初期温度 の最高温度 結果 備 考

[m可 ［℃］ [W/m門 ［℃］ ［℃］ 

硝酸7゚ルトニりム貯槽セル
合

混合槽Aセル
合

混合槽Bセル
合

一時貯槽セル
合

4
ー

第 1表 漏えい液の回収に関する評価 (2/2)

高レベル廃液ガラス固化建屋

淵えい最 淵えい液 崩壊熱密度 回収終了時 許容温度

セ ル名 配 がra1 初期温度 の最揺温度 結果 備 考

[m勺 ［℃］ [W/m門 ［℃］ ［℃］ 

固化セル淵えい液受.IIIL
合 希釈液  m3 

高レベル廃液混合槽

第 1セル漏えい液受皿 合 希釈液  m3 

高レベル廃液混合槽

第 2セル淵えい液受皿 合 希釈液  m3 
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ウラン・プルトニウム混合脱硝設備

溶液系

a. 設置の概要

本系は．桔製施設のプルトニウム栢製設備のプルトニウム濃縮液中間貯楢から硝酸

プルトニウム溶液及びウラン精製設備のウラン濃縮液第 3中間貯椿から硝酸ウラニル

溶液を，各々硝酸プルトニウム貯槽．硝酸ウラニル貯槽に受け入れ．これら両溶液を

混合槽に移送し．ウラン濃度及びプルトニウム濃度が等しくなるように混合調整し．

分折．確認した後．定呈ポットを経て一定量ずつウラン・プルトニウム混合脱硝系へ

真空移送する。また．セル等に漏えいした液体状の放射性物質は．一時貯槽へ受け入

れ．精製施設のプルトニウム精製設備のリサイクル槽へ移送する。

なお．第 1回申請範囲は．溶液系のうちウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に設置

する環状形槽．円筒形槽．ポット，漏えい液受皿．ポンプ．配管並びに洞道．精製建

屋に設置する配菅等の設備ー式である。

b. 準拠すべき主な法令，規格及び基準

本系の準拠すべき主な法令，規格及び基準を「イ． 建物」の第 2.4. 1 -1表に示す。

H
 

Nf--@ 

忍返

L
 S
 
r. 
0
 

C. 設計の基本方針

(a)本設備は，耐震設計上の重要度に応じた耐震設計とする。

(b)本設備で臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想定されるいかなる場合で

も形状寸法管理，濃度菅理，質量菅理，同位体組成菅理及び中性子吸収材管理並び

にこれらの組合せにより，単一ユニットとして臨界を防止できる設計とする。

また，各単一ユニットは，適切に配置することにより，複数ユニットとして臨界

を防止できる設計とする。

(c)本設備の放射性物質を内蔵する槻器は，腐食し難い材料を使用し，かつ，漏えい

し難い構造とする。万ー液体状の放射性物質が混えいした場合にも混えいの拡大を

防止し安全に処置できる設計とする。また，気体廃棄物の廃棄施設で負圧を錘持す

ることにより閉じ込め椴能を確保できる設計とする。

(d)本設備の環状形権は，溶液の放射線分解により発生する水素の爆発を適切に防止

できる設計とする。

(e)本設備の環状形槽は，

裸能を有する設計とする。

. (f) 本設備の安全上重要な施設の硝酸プルトニウム貯槽セル等の漏えい液移送ボンプ

は．非常用所内電源系統に接続し．外部電源が喪失した場合でも，安全様能が確保

できる設計とする。

崩壊熱による過度の温度上昇を防止するため， 適切な冷却

d. 設計条件及び仕様

(a) 申請設備に係る系統の構成を第1.2 -20図及び第1.2. 5. 2. 1 -1図に示す。

(b)申請設備に係る槻器の配置を第2.2. 5 -1図～第2.2. 5 -6図に示す。

Cc)申請設備に係る設計条件．仕様及び構造を以下に示す。
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漏えい液受皿の容量に関する説明書
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平戌 10年 12月25日
'' 次 捕正

f·•- . --- -

漏えい液受皿の容量評価について

ー． 
はじめに

再処理施設では，液体状の使用済燃料等を取り扱う設備が設置される施設に対し，

液体状の使用済燃料等の漏えいの拡大を防止するために，再処理施設の設計及び工事

の方法の技術基準に関する総理府令第 7条で以下のとおり要求される。

第三号 「液体状の使用済燃料等を取り扱う設備をその内部に設置するセルは，

当該物質がセル外に漏えいするおそれがない構造であること。」

「液体状のプルトニウム等を取り扱うグロープボックスは，当該物質が

グロープボックス外に漏えいするおそれがない構造であること。」

第九号イ 「施設内部の床面及び壁面は，液体状の使用済燃料等が漏えいし難いも

のであること。」

以下漏えい液受皿の設置に関する基本的考え方を示す。

第六号

＼
＇
 

＼
 

c
 

9
i
 

l
o
I
v

迄
◎
J
J
N

日

l/ 

漏えい液受皿の設置場所

液体状の使用済燃料等の漏えいの拡大を防止するための漏えい液受皿は，電気事業

法施行規則第 63条第 2項（別表 3) の漏えい拡大防止堰に係る規定*I及び使用済燃

料の再処理事業に関する規則第 7条の二（溶接検査を受ける再処理施設）の解説*2を

考慮して液体状の放射性物質の濃度が， 37kBq/cnf (プルトニウム又はプルトニウム化

合物を含む液体状の放射性物質を内包する場合は，プルトニウムの濃度が37Bq/cnf) 

以上の機器を収納する室の床，並びに液体状の放射性物質を内蔵する系統及び機器を

収納するセル，グロープボックス，配管収納容器，洞道（ただし，洞道内に配管収納

容器を設置する場合を除く）に設置する

なお，上記の，室の床に漏えい液受皿を設置する条件に該当する場合であっても，

当該室の床ドレンファンネルからの排出能力（重力による排出流量）が，機器等から

の漏えい流量を越える場合には漏えい液受皿は設置しないものとする。

漏えい量を評価する際の漏えいの開口は，容器と配管の接続部等応力集中の発生し

やすい箇所に一ヶ所想定し，その開口の面積は，原子炉施設と同様NUREG-75/087

"STANDARD REVIE『 PLAN3. 6.2."に基づき，長さが配管の内径の 1/ 2, 幅が配管の

肉厚の 1/ 2とする。

注記*1 流体状の放射性廃棄物（気体状のものを除く。）を内包する容器（放射

性物質の濃度が， 37kBq/c印以上の液体状の放射性廃棄物を内包するものに

限る。）からの液体状の放射性廃棄物の漏えいの拡大を防止するために施

設する。
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* 2 内包する液体状の放射性物質の濃度が， 37kBq/cnf (プルトニウム又はプ

ルトニウム化合物を含む液体状の放射性物質を内包する場合は，プルトニ

ウムの放射能濃度が37Bq/cnf)以上である容器又は管は，放射性物質によ

る災害の防止の観点から，溶接検査の対象範囲とする。

a
 

r・-

容量評価の考え方

漏えい液受皿の容量評価は，下記(1)項で定める漏えい流量を漏えい液受皿が受けた

場合， (2)項で定める重力排出能力を考慮した漏えい液受皿内への滞留量による液面が，

設計上定める漏えい液受皿の高さより低いことを確認することにより行う。

なお，セル内の上部中間床に設置される漏えい液受皿に関しては，この中間床部の

漏えい液は全て同ーセル内の下方に設置される漏えい液受皿により収集されることに

よって閉じ込めの機能が維持されるので，下方の漏えい液受皿により代表して容量評

価を行う。

（← -': 

(1) 

一4ー
ミ
I

よ
D

漏えい流量の設定の考え方

漏えい液受皿の上方に設置される容器又は配管 (2重配管は除く）からの漏えい

流量が最大となる任意のーか所の漏えいを想定する。

漏えい流量 q (吋/h) は管路における圧力損失の式（機械工学便覧第 6版8-14

より）に基づいて以下のように算出する。

q = 3600 x Ax 10-6 x~ い10

= AX  fi X 0.041 

ここで，

l_) 
として求める。）

c
h
r
0、

q: 漏えい流量 (nf/h)

g: 重力加速度 (9.8 m/ sり

P: 仮想開口部の通常運転圧力 (kg/cnf) 

A: 仮想開口の面積 (mmり

(A= (t/2) X (D/2) 

D: 配管の内径 (mm)

t : 配管の肉厚 (mm)

LK: 仮想開口部の流れの損失係数 (=l+C)

r: 仮想開口をノズルとみなした場合の流れの損失係数(=0. 5) 

2
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(2) 漏えい液受皿の容量の評価方法

前記(1)項で定める漏えい流量に対し，漏えい液受皿の底部に設けられたドレン配

管等による重力排出能力を考慮して，漏えい液受皿内滞留量を算出し，この滞留量

による漏えい液の深さ（漏えい液受皿の底面からの液位）が漏えい液受皿の設計上

定める高さ以下である事を確認することにより行う。

また，洞道または，配管収納容器で貯留する場合には，漏えい液受皿内滞留量よ

り，漏えい液受皿の貯留量が上まっている事を確認することにより行う。

なお，漏えい液の回収に関し，漏えい液の沸騰防止のため漏えい液受皿に希釈液

を供給する必要がある場合は，漏えい量にこの希釈液量も合わせて漏えい液受皿の

設計上定める高さを評価する。

ヽ••， c~,i 
評価結果を設備毎にまとめて第 1表に，また漏えい液受皿の説明図を第 2表

（単位： mm) に示す。考え方は以下のとおりである。 （以下の①～⑯は第1.1表及

び第1.2表の①～⑯に対応している。）

①
 

（容器からの）漏えい量

容器内包液の全量の漏えいが想定される場合には容器の通常最高運転液位の

容量に外部からの供給分を考慮した漏えい量とする。

L

ーヽミ
l

⑤

②
 

（容器からの）漏えい流量

前記 3.(1)項に基づき設定される漏えい流量を示す。

③
 

（容器からの）

容器容量（①）

漏えい時間

＋漏えい流量（②）

'. 一
④
 

(・, 
"---.,' 

（配管からの）漏えい流量

前記 3.(1)項に基づき設定される漏えい流量を示す。

⑤
 

（配管からの）漏えい時間

連続運転の場合は 1時間とし，

その時間とする。

1回の運転が 1時間以内に終了する場合は

ー
カ
ミ

3
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⑥
 

重力による排出流量

漏えい液受皿底面に設置されたドレン配管等による重力排出流量Q (rrr/h) 

は．以下の式により算出する。

Q=AXlO―6xvx3600 

v=C· ✓ て下了（シェジーの式）（機械工学便覧第 6版8-19より）

C= 
23 + 1/n + 0.00155/i 

1 + n(23 + 0.00155/i)/.jm 

（機械工学便覧第 6版8-19より）

（ガンギエ・クッタの式）

_. --
I •..• 

(―、,1

ここで，

Q: ドレン配管等の排出流量 (nf/h)

C: 流速係数

n: 粗度係数=0. 013 (機械工学便覧第 6版8-19第24表より）

A: ドレン配管等の断面積 (mmり

m:  ドレン配管等の内部の液平均深さ (m)

液の流れ方向の断面積

接液断面長さ

v: ドレン配管等の断面平均流速 Cm/s) 

i : ドレン配管等の最小こう配（第 1表の排出流量の欄に示す）

（＝ 

l
1

ミ
[

i
◎

ーヽノ

⑦
 

⑧
 

漏えい液受皿内滞留量（容器）

（漏えい流量（②)ー排出流量（⑥））

漏えい液受皿内滞留量（配管）

（漏えい流量（④)一排出流量（⑥））

x漏えい時間（③)を示す。

x漏えい時間（⑤)に示す。

f • 

~) 
⑨
 

漏えい液受皿有効床面積

漏えい液受皿全床の投影面積から，漏えい液受皿内に設置される機器の水没

しない基礎台等の投影部分の面積を除いた範囲を，漏えい液受皿としての有効

床面積とする。

～
ナ
ベ
ミ
｀
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⑩ 見込み高さ

漏えい液受皿内に設置される機器の水没する基礎台等の体積分による液位の

上昇分と，漏えい液受皿の底部（床）のこう配分による液位の上昇分の和を見

込み高さとする。

見込み高さ＝

＋ 

水没する機械基礎台等の体積

漏えい液受皿有効床面積

（漏えい液受皿の床こう配分の高さによる液位上昇分）

⑪ 漏えい時の底面（側溝またはドレンポットの上端部）からの液位

漏えい液受皿内滞留量（⑦と⑧の最大値）＋漏えい液受皿有効床面積（⑨）

＋見込み高さ（⑩）

（側溝またはドレンボットの上端部から漏えい液受皿上

C 
⑫ 漏えい液受皿の高さ

端までの高さ）

設計上定める漏えい液受皿の高さを示す。

⑬ 

[
[
l

ミ
N
I
⑨

漏えい液受皿の長さ

洞道に設置する漏えい液受皿または．配管収納容器の貯留可能な長さは、

底部のこう配と受皿高さより求める。

⑬＝⑮／｛こう配 (%)/100}

⑭ 漏えい液受皿の幅

洞道に設置する漏えい液受皿または，

⑮ 

, .... 

し／！

漏えい液受皿の高さ

洞道に設置する漏えい液受皿または，

す。

⑯ 漏えい液受皿の貯留量

洞道に設置する漏えい液受皿または．

{ (⑬x⑮) / 2} X⑭ 

配管収納容器の貯留可能な幅を示す。

配管収納容器の貯留可能な高さを示

配管収納容器の貯留量を示す。
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第 1.1表 漏えい液受皿容量の評価（ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 1 /2) 

...... 

14 

漏えい機器と漏えい流量 排出流量 漏えい液受皿内滞留量 漏えい液 見込み 漏えい時 漏えい液

受皿有効 高 さ の底面か 受皿の 結果 図 番

禰えい量 漏えい 漏えい 漏えい 漏えい 床面積 らの液位 高 さ

流量 時間 流量 時間 (m3/h) (mり (rrl) (cm) (cm) (cm) 

名 称 容 器 (mり (m3/h) (h) 配管 (m3/h) (h) 容 器 配 管 ⑪=  

MAX(⑦，⑧） 

① ② ③＝①／②- ④ ⑤ ⑥ ⑦ =(②ー⑥） ⑧ =(④一⑥） ⑨ ⑩ l⑨ X 100 ⑫ ⑪く⑫

x③ x⑤ 十⑩

硝酸プルトニウム貯槽セル

漏えい液受皿 合 図1

硝酸ウラニル貯槽 硝酸ウラニル

漏えい液受皿 貯槽 合 図2

硝酸ウラニル供給槽 硝酸ウラニル

漏えい液受皿 供給槽 合

混合槽Aセル

漏えい液受皿 合 回3

混合槽Bセル

漏えい液受皿 合 図4

一時貯槽セル

漏えい液受皿 ,6. ロ 図5

平成 12年 6月 2日
第 14次変更216
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ロ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
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1. 2 使用済燃料貯蔵設備

1. 2. 1 燃料移送設備

'

‘

 

(

¥

 

V
8
5
 

a. 設置の概要

本設備は，燃料移送水路に設置される燃料移送水中台車を用いて，バスケット

に収納された使用済燃料集合体等の燃料取出し設備，燃料貯蔵設備間の移送及び

燃料貯蔵設備，燃料送出し設備間の移送を行う設備である。なお，第 2回申請範

囲は，燃料移送水中台車を除く設備である。

b. 準拠すべき主な法令，規格及び基準

(a) 核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（昭和32年 6月10日 法律第166号）

(bl 核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令

（昭和32年11月21日 政令第324号）

(c) 使用済燃料の再処理の事業に関する規則

（昭和46年 3月27日 総理府令第10号）

(d) 再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する総理府令

（昭和62年 3月25日 総理府令第12号）

(e) 発電用原子力設備に関する構造等の技術基準

（昭和55年10月30日 通商産業省告示第501号）

(f) 日本建築学会による各種規準等

(g) 日本工業規格 (JI S) 

{h) 原子力発電所耐震設計技術指針

（重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補ー 1984. .JEAG4601-1987, 

.JEAG4601-1991追補版）

し／；
J

しヽ

C • 設計の基本方針

(a) 本設備は．耐震設計上の重要度に応じた耐震設計とする。

(bl 本設備のうち閉じ込めに係る設備は，下部に排水口を設けない構造とすると

ともに，溶接構造とすることによりプール水が漏えいし難い構造とする。

(c) 本設備は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。
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1. 2. 2 燃料貯蔵設備

＼
 

／
 

(‘ 

a. 設置の概要

本設備は，燃料取出し設備から燃料移送水中台車で移送した使用済燃料集合体

を 1体ずつ燃料取扱装置を用いてバスケットから取り出し，平均濃舘度が2.Owt% 

以下のものは，燃料貯蔵プールの低残留濃縮度燃料貯蔵ラックに収納し，貯葱す

る設備であるっ燃料取扱装置主ホイストは通常遠隔自動運転とする。

平均濃縮度が2.Owt%を超えるもの及び著しい漏えいのある破損燃料は，燃料

収納缶に収納した状態で燃料移送水中台車を用いて燃料貯蔵設備に移送し，燃料

取扱装置の補助ホイストを使用して手動運転で燃料貯蔵プールの高残留湊縮度燃

料貯蔵ラックに収納し，貯蔵する。なお，沸騰水型原子炉（以下「 BWR」とい

う）使用済燃料集合体は，せん断前の処理のため 1体ずつ燃料取扱装置を用いて

チャンネルボックス・バーナプルポイズン取扱ピットヘ移送し．チャンネルボッ

クスを取り外した後，燃料貯蔵ラックヘ戻す。

また，加圧水型原子炉（以下「 PWR」という）使用済燃料集合体のバ・ーナプ

ルポイズンは，せん断前の処理のために燃料貯蔵プールで燃料取扱装置を用いて

取り外し，チャンネルボックス・バーナプルポイズン取扱ビットヘ移送する：：

yミ
ー
(

し／

ミ
r
!
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b. 準拠すべき主な法令，規格及び基準

(a) 核原料物質核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（昭和32年 6月10日 法律第166号）

(bl 核原料物質核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令

（昭和32年11月21日 政令第324号）

(c) 伎用済燃料の再処理の事業に関する規則

（昭和46年3月27日 総理府令第10号）

(dl 再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する総理府令

（昭和62年3月25日 総理府令第12号）

(e) 発電用原子力設備に関する構造等の技術基準

（昭和55年10月30日 通商産業省告示第501号）

(fl 労働安全衛生法（昭和47年6月 8日 法律第57号）

(g) クレーン等安全規則

(hl クレーン構造規格

(i) 日本工業規格 (JI S) 

(j) 電気学会電気規格調査会標準規格 (JEC) 

(kl 日本電椴工業会規格 (JEM) 
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（＇ 

(1) 日本建築学会による各種規準等

(m) 原子力発電所耐震設計技術指針

（重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補ー1984. JEAG4601-1987, 

JEAG4601-1991追補版）

C • 設計の基本方針

(a) 本設備は耐震設計上の重要度に応じた耐震設計とする。

(bl 本設備のうち臨界安全に係る設備は，容量いっばいに使用済燃料集合体を収

納した場合でも通常時はもとより，技術的に見て想定されるいかなる場合でも

未臨界性を確保できる設計とする。

(c) 本設備のうち閉じ込めに係る設備は．下部に排水口を設けない構造とすると

ともに．溶接構造とすることによりプール水が漏えいし難い構造とする。

(dl 本設備のうち燃料集合体の移送に係る設備は．駆動源喪失時におけるつり荷

の保持又は逸走防止を行い，移送物の落下及び転倒を防止する設計とする。

(e) 本設備は．再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。
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d. 設計条件及び仕様

レ
g
g

し
ミ

t.[£0 

燃料貯蔵プール
名 称

(BWR燃料用） (7114A-V901) 
(PWR燃料用） (7114B-V902) 
(BWR燃料及びPWR燃料用）

(7114C-V903) 

種 類 I I 水プール式

機器の種類 I 
設 耐震ク ラス As 

流体の種類 I プール水
計

.合9' 、
量 3, 000 t• U pr /3個

BWR使用済燃料集合体
示久 1. 500 t• U p r (うち．使用済燃

料集合体平均濃縮度が2.Owt% 
を超えるもの ll.8t・UH) 

件 PWR使用済燃料集合体
1. 500 l• U p r (うち，使用済燃
料集合体平均濃縮度が2.Owt% 
を超えるもの 27.6t・U?r) 

主 I た て I m 2 6. 5 0 

仕 要 横 I m I 1 1 . 3 0 

寸 よ（木元 さ I m 1 l . 8 5 

法 ライニング板厚さ I mm 4. 0 （一部 6. 0) 

様 材料（ライニング） I SUS304 

個 数 I 3 

(1) 万ーのプール水の漏えいに対し．漏えい

水を収集し，移送できるものとする。

特 記 事 項
(2) 万ーの使用済燃料集合体の落下時にもプ

ール水を保持できる構造とする。

(3) ライニングプレートは， コンクリート謳

体に埋設する下地材に溶接固定する。

構造図：第 3.1. 2. 2 -1図に示す。
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VI 設計及び工事の方法の技術基準への

適合に関する説明書
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平成 5年 1
'・- 1月25日
..,;・ 補 正・

別添一11

（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設）

第十三条 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，次に掲げるところにより施設

しなければならない。

ー 使用済燃料の崩壊熱を安全に除去しうるものであること。

二 使用済燃料を受入れ，又は貯蔵する水槽は，次に掲げるところにより施設す

ること。

イ 水があふれ，又は漏えいするおそれがないものであること。

ロ 水が使用済燃料によって汚染されるおそれがある場合には，浄化装置を設

けること。

ハ 水の漏えいを適切に検知しうるものであること。

＼マ

~{}89 

〔適合性の説明〕

ー 第 2回申請に係る施設のうち，使用済燃料貯蔵プールにはプール水冷却系を

設け，貯蔵中の使用済燃料から発生する崩壊熱を除去でき，通常 2系列運転で

使用済燃料貯蔵プールの水温を50℃以下に， 1系列の運転でも65℃以下に維持

できる設計とする。

なお，冷却能力に関する詳細は，添付ー13「プール水冷却系の冷却能力に関

する計算書」に示す。

二 使用済燃料を受入れ，貯蔵する水槽は以下のとぉり施設することとする。

イ 水があふれるのを防止するために，万ー通常の水位を逸脱した場合に警報

を発する設計とする。なお，警報については，計測制御設備として申請する。

プール水の漏えいを防止するために，燃料貯蔵プール等をライニング構造

とし，下部に排水口を設けない構造とする。また，サイホン効果によるプー

ル水の流出を防止するために，燃料貯蔵プール等に入る配管には逆止弁を設

けることとする。

なお，プール水浄化・冷却設備は，越流堰を越流した水をポンプで循環さ

せるので， この系の破損時にも，水位は越流堰より低下することがない構造

とする。

ロ プール水の使用済燃料等による汚染を除去するために，プール水浄化系を

設け，プール水を常時循環してろ過，又は脱塩する設計とする。

ハ 万一のプール水の漏えいを検知するために燃料貯蔵プール等のライニング

の溶接線に沿って漏えい水を導く構造とし，その先に漏えい検知装置を設け

ることとする。

漏えい検知に関する詳細は，添付ー14「燃料貯蔵プール等の漏えい検知に

関する説明書」に示す。

なお，漏えい検知装置については，計測制御設備として申請する。
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平成 5年 11月25日
補正

添付ー14

燃料貯蔵プール等の漏えい検知に関する

説明書
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濶えい検知の代表例を下記に示す．

万ーのブール水の漏えいを検知するために燃料貯蔵ブールのライニングの答接線に沿って

漏えい水を淳く構造とし、その先に配管及び漏えい検知芸置を設ける設計としている．

燃料貯蔵ブール

只~! て
I
 

Q

。O
O゜

0
0
 

0
。0
0。 ゜0 0 0 

"" 0 0 

ヽ

ミ
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A部拡大

悟接部 ライニソグプレート

゜
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湿えい検知装匿

第1図 燃料貯蔵プールの漏えい検知概要国
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別添ー 9

（安全上重要な施設）

第十一条 非常用電源設備その他の安全上重要な施設は，次に掲げるところにより施

設しなければならない。

ー ニ以上の原子力施設（加工施設，原子炉施設，再処理施設，廃棄物埋設施設，

廃棄物管理施設及び使用施設等をいう。）において共用する場合には，共用する

ことによって再処理施設の安全を確保する機能が損なわれるおそれがないように

すること。

二 再処理施設の安全を確保する機能を維持するために必要がある場合には，当該

施設自体又は当該施設が属する系統として多重性を有すること。

三 再処理施設の安全を確保する機能を確認するための検査又は試験及びこれらの

機能を健全に維持するための保守又は修理ができること。

( 

L
L
I
Z
h

◎
 

-

1. ・-

し，＇：

［適合性の説明］

添付ー 10 「第 7回申請に係る安全上重要な施設に関する説明書」に第 7回申請に係

る安全上重要な施設を示す。

また，使用済燃料等を内包する容器等の崩壊熱の除去に関する詳細は，添付ー 11 

「崩壊熱除去に関する説明書」に，漏えい液の回収に関する詳細は，添付ー 12「漏え

い液の回収に関する説明書」に示す。

さらに，安全上重要な施設のうち，凍結防止対策が必要な部分は，安全冷却水系の屋

外設置設備であり，この部分の凍結防止対策に関する詳細を添付ー 13「安全冷却水系

の屋外設置設備の凍結防止に関する説明書」に，安全冷却水系冷却塔の雪荷重に関する

評価の詳細を添付ー 5「冷却塔の雪荷重に関する強度計算書」に示す。

ー 第 7回申請に係る安全上重要な施設は，再処理事業所の廃棄物管理施設等他の原子

カ施設との共用はない。

r
へ、ヽ゚

二 第 7回申請に係る施設のうち，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備の精

製建屋塔槽類廃ガス処理設備等の安全上重要な施設については，排風機等の動的機器

を多重化する設計とし，動的機器の単一故障を仮定しても所定の安全機能を確保でき

る設計としている。

計測制御系統施設のうち，安全上重要な施設である計測制御系は，多重性又は多様

性を有するとともに，電気的・物理的な独立性を有する設計とし，動的機器の単一故

障を仮定しても所定の安全機能を確保できる設計としている。

その他再処理設備の附属施設のうち，安全上重要な施設である非常用電気設備は，

系統全体を 2系列とする設計とし，動的機器の単一故障を仮定しても所定の安全機能

を確保できる設計としている。

1 6 
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第 19次蛙鍬
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1. まえがき

再処理施設においては，万ー液体状の放射性物質が漏えいした場合は，濡えい液受皿

で受けるとともに，漏えいした液を安全に移送及び処理できる設計としている。濡えい

した液は，液の性状に応じて定めた移送先に移送する。移送先は，臨界安全，濶えいし

た液の沸騰防止等を考慮した設計としている。

本書は，漏えい液を回収するための系統により，漏えい液が沸騰することなく安全に

回収できることを示す。

2. 評価対象

本書での評価対象は，安全上重要な施設である涌えい液を回収するための系統のうち，

第 7回申請に係る下記のセルの濡えい液を回収するための系統である。

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

硝酸プルトニウム貯槽セル

混合槽Aセル

混合槽Bセル

一時貯槽セル

高レベル廃液ガラス固化建屋

固化セル

高レベル廃液混合槽第 1セル

高レベル廃液混合槽第 2セル

3. 回収に関する評価

◎ 

3. 1 
(1) 

'' 
~-·) 

評価対象の漏えい液を回収するための系統及び回収方法

2. 項に示すウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に設置されるセル

2. 項に示すウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に設置される，硝酸プルトニウム

貯槽セル，混合槽Aセル，混合槽Bセル及び一時貯槽セルでは，涌えいした液をポン

プ を用いて回収する。

(2) 2. 項に示す高レベル廃液ガラス固化建屋に設置されるセル

2. 項に示す高レベル廃液ガラス固化建屋に設置される，固化セル及び高レベル廃

液混合槽第 1セルでは，濡えいした液を漏えい液受皿に設けたスチームジェットポン

プ を用いて回収する。回収前に希釈液

供給する。

また，高レベル廃液混合槽第 2セルでは，漏えいした液を濡えい液受皿に設けたス

チームジェットポンプ を用いて回収する。回収前に

希釈液 供給する。

-1-
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3. 2
 

回収に関する評価方法

(1)漏えい量

2. 項に示すセルにおいて漏えいが発生した場合，漏えい検知装置により漏えいを直

ちに検知し，送液停止等の運転員対応がとられるため，漏えいは速やかに停止する。

しかしここでは，濡えい液受皿の容量評価の考え方に基づいて設定した漏えい量に対

しても安全に回収できることを示すものとする。なお，漏えいを想定する配管は，漏

えい液の回収の観点で最も厳しい配管とした。

(2)漏えい液の温度評価

漏えい液の温度評価方法を以下に示す。

を用いた。

a. 漏えい液受皿において希釈しない場合

漏えい液は，漏えい液の崩壊熱により温度が上昇する。漏えい 1時間後の涌えい液

の温度は，安全側に周囲への放熱を無視すると，次式で示される。

なお，漏えい液の物性値として水の物性値

(―¥I 
•.,'' 

漏えい 1時間後の漏えい液の温度＝漏えい液の初期温度

＋ 
崩壊熱密度

比熱x密度
X 1時間*l 

*l 

、し
4

、̀

漏えいを検知した後，移送に必要なスチームジェットポンプ等が稼働可能となる

時間は，運転員対応を含め 1時間とする。

また，漏えい液の移送に要する時間（移送時間） は， 次式で示される。

移送時間＝
漏えい量

スチームジェットポンプ等の移送能力

•• •. .、ー
、

9
'

／
 

＼
 

＼
 
,. 

したがって，漏えい液受皿における移送終了時の漏えい液温度は，次式で示される。

漏えい液受皿における
移送終了時の漏えい液の温度

崩壊熱密度

＝漏えい 1時間後の涌えい液の温度十 x移送時間
比熱x密度

べ
こ
ゞ
゜
ヽ
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b. 漏えい液受皿において希釈する場合

漏えい液は，漏えい液の崩壊熱により温度が上昇する。漏えい 1時間後の漏えい液の

温度は，安全側に周囲への放熱を無視すると，次式で示される。

漏えい 1時間後の漏えい液の温度＝漏えい液の初期温度
崩壊熱密度

＋
 比熱x密度

X 1時間*l 

*l 漏えいを検知した後，移送に必要なスチームジェットポンプが稼働可能となる時間

は，運転員対応を含め 1時間とする。

漏えい液受皿には，十分な高さに設置した純水中間貯槽等から重力流で希釈液を供

給する。希釈後の漏えい液の温度は，次式で示される。

希釈後の漏えい液の温度

漏えい量 X漏えい 1時間後の漏えい液の温度十希釈液量x希釈液の温度*2

＝ 

*2 

濡えい量十希釈量

希釈液の温度は，評価上 40℃とする。

r`ー
4
ト
R

また，漏えい液の移送に要する時間（移送時間） は， 次式で示される。

移送時間＝
漏えい量＋希釈量

スチームジェットポンプ等の移送能力

したがって，漏えい液受皿における移送終了時の漏えい液の温度は，次式で示され

る。

(
¥
 

漏えい液受皿における

移送終了時の漏えい液の温度＝希釈後の漏えい液の温度

希釈後の崩壊熱密度
＋ 

比熱x密度
x移送時間

4. 評価桔果

第 1表に，漏えい液の回収に関する評価結果を示す。同表に示すとおり，漏えい液は

許容温度（沸騰する温度）に至ることなく回収が可能である。
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第 1表 漏えい液の回収に関する評価 (1/2) 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

淵えい戴 淵えい液 崩壊熱密度 回収終了時 許容温度

セ ル名 配 砥目 初期温度 の最高温度 結果 備 考

[m可 ［℃］ [W/m門 ［℃］ ［℃］ 

硝酸7゚ルトニりム貯槽セル
合

混合槽Aセル
合

混合槽Bセル
合

一時貯槽セル
合

4
ー

第 1表 漏えい液の回収に関する評価 (2/2)

高レベル廃液ガラス固化建屋

淵えい最 淵えい液 崩壊熱密度 回収終了時 許容温度

セ ル名 配 がra1 初期温度 の最揺温度 結果 備 考

[m勺 ［℃］ [W/m門 ［℃］ ［℃］ 

固化セル淵えい液受.IIIL
合 希釈液  m3 

高レベル廃液混合槽

第 1セル漏えい液受皿 合 希釈液  m3 

高レベル廃液混合槽

第 2セル淵えい液受皿 合 希釈液  m3 
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ウラン・プルトニウム混合脱硝設備

溶液系

a. 設置の概要

本系は．桔製施設のプルトニウム栢製設備のプルトニウム濃縮液中間貯楢から硝酸

プルトニウム溶液及びウラン精製設備のウラン濃縮液第 3中間貯椿から硝酸ウラニル

溶液を，各々硝酸プルトニウム貯槽．硝酸ウラニル貯槽に受け入れ．これら両溶液を

混合槽に移送し．ウラン濃度及びプルトニウム濃度が等しくなるように混合調整し．

分折．確認した後．定呈ポットを経て一定量ずつウラン・プルトニウム混合脱硝系へ

真空移送する。また．セル等に漏えいした液体状の放射性物質は．一時貯槽へ受け入

れ．精製施設のプルトニウム精製設備のリサイクル槽へ移送する。

なお．第 1回申請範囲は．溶液系のうちウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に設置

する環状形槽．円筒形槽．ポット，漏えい液受皿．ポンプ．配管並びに洞道．精製建

屋に設置する配菅等の設備ー式である。

b. 準拠すべき主な法令，規格及び基準

本系の準拠すべき主な法令，規格及び基準を「イ． 建物」の第 2.4. 1 -1表に示す。

H
 

Nf--@ 

忍返

L
 S
 
r. 
0
 

C. 設計の基本方針

(a)本設備は，耐震設計上の重要度に応じた耐震設計とする。

(b)本設備で臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想定されるいかなる場合で

も形状寸法管理，濃度菅理，質量菅理，同位体組成菅理及び中性子吸収材管理並び

にこれらの組合せにより，単一ユニットとして臨界を防止できる設計とする。

また，各単一ユニットは，適切に配置することにより，複数ユニットとして臨界

を防止できる設計とする。

(c)本設備の放射性物質を内蔵する槻器は，腐食し難い材料を使用し，かつ，漏えい

し難い構造とする。万ー液体状の放射性物質が混えいした場合にも混えいの拡大を

防止し安全に処置できる設計とする。また，気体廃棄物の廃棄施設で負圧を錘持す

ることにより閉じ込め椴能を確保できる設計とする。

(d)本設備の環状形権は，溶液の放射線分解により発生する水素の爆発を適切に防止

できる設計とする。

(e)本設備の環状形槽は，

裸能を有する設計とする。

. (f) 本設備の安全上重要な施設の硝酸プルトニウム貯槽セル等の漏えい液移送ボンプ

は．非常用所内電源系統に接続し．外部電源が喪失した場合でも，安全様能が確保

できる設計とする。

崩壊熱による過度の温度上昇を防止するため， 適切な冷却

d. 設計条件及び仕様

(a) 申請設備に係る系統の構成を第1.2 -20図及び第1.2. 5. 2. 1 -1図に示す。

(b)申請設備に係る槻器の配置を第2.2. 5 -1図～第2.2. 5 -6図に示す。

Cc)申請設備に係る設計条件．仕様及び構造を以下に示す。
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（閉じ込めの機能）

第七条 再処理施設は，次に掲げるところにより，使用済燃料，使用済燃料から分離された物

又はこれらによって汚染された物（以下「使用済燃料等」という。）を限定された区域に閉じ

込める機能を保持するように施設しなければならない。

一 流体状の使用済燃料等を内包する容器又は管に使用済燃料等を含まない流体を導く管を接

続する場合には，流体状の使用済燃料等が使用済燃料等を含まない流体を導く管に逆流す

るおそれがない構造であること。

ニ セルは，その内部を常時負圧状態に維持しうるものであること。

三 液体状の使用済燃料等を取り扱う設備をその内部に設置するセルは，当該設備からの当該

物質の漏えいを監視しうる構造であり，かつ，当該物質が漏えいした場合にこれを安全に

処理しうる構造であるとともに当該物質がセル外に漏えいするおそれがない構造であるこ

と。

四 セル内に設置された流体状の使用済燃料等を内包する設備から，使用済燃料等が当該設備

の冷却水，加熱蒸気その他の熱媒中に漏えいするおそれがある場合は，当該熱媒の系統は，

必要に応じて，漏えい監視設備を備えるとともに，汚染した熱媒を安全に処理しうるよう

に施設すること。

五 プルトニウム及びその化合物並ぴにこれらの物質の一又は二以上を含む物質（以下「プル

トニウム等」という。）を取り扱うグロープポックスは，その内部を常時負圧状態に維持し

うるものであり，かつ，給気口及び排気口を除き密閉することができる構造であること。

六 液体状のプルトニウム等を取り扱うグロープポックスは，当該物質がグロープポックス外

に漏えいするおそれのない構造であること。

七 密封されていない使用済燃料等を取り扱うフードは，その開口部の風速を適切に維持しう

るものであること。

八 プルトニウム等を取り扱う室（保管廃棄する室を除く。）及び使用済燃料等による汚染の

発生のおそれのある室は，その内部を負圧状態に維持しうるものであること。

九 液体状の使用済燃料等を取り扱う設備が設置される施設（液体状の使用済燃料等の漏えい

が拡大するおそれがある部分に限る。）は，次に掲げるところにより施設すること。

イ 施設内部の床面及び壁面は，液体状の使用済燃料等が漏えいし難いものであること。

ロ 液体状の使用済燃料等を取り扱う設備の周辺部又は施設外に通じる出入口若しくはその

周辺部には，液体状の使用済燃料等が施設外へ漏えいすることを防止するための堰が施設

されていること。ただし，施設内部の床面が隣接する施設の床面又は地表面より低い場合

であって，液体状の使用済燃料等が施設外へ漏えいするおそれがないときは，この限りで

はない。

ハ 再処理施設を設置する工場又は事業所の外には排水を排出する排水路（湧水に係るもの

であって使用済燃料等により汚染するおそれがある管理区域内に開口部がないものを除

釘
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o
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く。）の上に施設の床面がないようにすること。ただし，当該排水路に使用済燃料等により

汚染された排水を安全に廃棄する設備及び第十八条第三号に掲げる事項を計測する設備を

施設する場合はこの限りでない。
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［適合性の説明］

ー 第8回申請に係る施設のうち，流体状の使用済燃料等を内包する容器又は管に使用済燃料

等を含まない蒸気及び圧縮空気等の流体を導く管を接続する場合には，逆流防止のために止

め弁，逆止弁の設置又は配管中に水封を設ける等の設計としている。

なお，詳細については，「逆流防止に関する設計の基本方針」（第4回申請）に記載したと

おりである。

二 第8回申請に係るセルは，第 7回申請に係るウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

のグロープポックス・セル排気系に接続することにより，その内部を常時負圧状態に保つ設

計としている。

負圧維持については，構築物，セル等，系統及び機器の順に負圧が低くなる設計としてい

る。

y
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三 第8回申請に係る施設のうち，液体状の使用済燃料等を取り扱う設備をその内部に設置す

るセルの床には漏えい液受皿を設置し，セル外への漏えいを防止する設計としている。また，

漏えい液受皿には漏えい検知装置として液位計を設置し，漏えいを監視する設計としている。

万ー，当該物質が漏えいした場合には，漏えい液の性状（有機溶媒の有無，プルトニウム等

の放射性物質の濃度等）に応じて，低レベル廃液処理設備等に重力流又はポンプにて移送で

きる設計としている。

また，基礎台は，漏えい液がコンクリートに直接触れないような設計としている。

漏えい液受皿の容量についての詳細は，添付ー3「漏えい液受皿の容量に関する説明書」

に示す。

討

四 第8回申請に係る施設のうち，セル内に設置された流体状の使用済燃料等を内包する設備

を加熱又は冷却する場合において，管理区域外で製造された蒸気又は冷却水等の熱媒は，使

用済燃料等を内包する機器の加熱コイル，冷却コイル等に直接触れないよう中間熱交換器を

介する設計としている。このため，二次系（蒸気・冷却水製造側から見て中間熱交換器まで

を一次系，中間熱交換器以降セル内機器の加熱．冷却コイル等までを二次系）の加熱．冷却

コイル等の腐食により閉じ込めバウンダリが喪失して熱媒中に放射性物質が漏えいした場合

でも，直接管理区域外へ放射性物質が漏えいしない設計としている。

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の冷却系統の二次系の途中には，ガンマ線モニタ等の

放射線モニタ等の放射線検出器により漏えいの有無を連続監視している。

万ー，二次系の熱媒中に放射性物質が漏えいした場合には，汚染した熱媒を低レベル廃液

処理設備に移送できる設計としている。
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五 第8回申請に係るプルトニウム等を取り扱うグロープポックスは，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋のグロープポックスの 47基であり，第 7回申請に係るウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋換気設備に接続することにより，その内部を常時負圧に維持する設計としてい

る。また，各グロープボックスは給気口及び排気口を除き開口部はなく，溶接構造等で密閉

する構造としている。

六 第8回申請に係る液体状のプルトニウム等を取り扱うグロープポックスは，当該物質がグ

ロープポックス外に漏えいするおそれがないように漏えい液受皿を設置し，その底部に配管

を接続，又はポンプ等により性状に応じ適切な処理系へ移送する設計としている。

七 第8回申請に係る密封されていない使用済燃料等を取り扱うフードは，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋のウラン・プルトニウム混合脱硝設備の 3基であり，開口部の風速を適切

に維持する構造としている。

八 第8回申請に係るプルトニウム等を取り扱う室（保管廃棄する室を除く）は，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋のウラン・プルトニウム混合脱硝設備のグロープポックスを設置し

ている室であり，第 7回申請に係るウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備に接続する

ことにより，その内部を負圧に維持する設計としている。

また，使用済燃料等による汚染の発生のおそれがある室は，管理区域として設定されてお

り，これらの室はそれぞれ気体廃棄物の廃棄施設のチャンネルポックス・バーナプルポイ

ズン処理建屋換気設備，ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備及び第 7回申請に係るウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋換気設備に接続することにより，その内部を負圧状態に維持する

設計としている。

~-j 

／ヤ

九 第8回申請に係る施設のうち，液体状の使用済燃料等の漏えいが拡大するおそれがある部

分は，以下のように設計している。

イ 第8回申請に係る建物で，本項に係る措置はない。

口 第8回申請に係る建物で，本項に係る堰はない。

ハ 管理区域が設定されている建屋は，その建物の外に排水を排出する排水路の上に施設の

床面がないように施設することとしている。
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名 称
定量ポットグロープボックス A<II 

種 類 グロープボックス 3)

耐 齊底 ク ラ ス A 
設

最 高 使 用 圧 力 MP a
計

最高使用 温度 ℃ 
夕木

しゃへい設計区分の基準線量当量率を
放射線防護（しゃへい）

満足するものとする。
件

焉えい液 1機器の種類 再処理第 5種容器
受 皿 部

た て mm 

主 横 mm 
仕

要 高 さI) mm 

寸 •全 高 mm 

法
漏受

深 さ mm 
え
し‘皿

本体板厚さ
液部

mm 

主 本 体 部
要
材

渥えい液受皿部
料

材 料

覗き窓部 厚 さ 皿rn

密 度 g / cm3 

材 料

しゃへい体 厚 さ mm 
様

密 度 g/c面

個 数 1 

(1) グロープボックスの気密性は漏え

特 記 事 項
い率 0.1 vol%/h以下とする。

(2) 

構造図：第 3.2. 5. 2. 1 -6図に示す。

注記 1) : 漏えい液受皿部深さも含む。

2) : JI S K 67 48の規定による。

3) : 給気口及び排気口を除き密閉することができる構造とする。

4) 

ノ ヽ ー 10-10
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VI 設計及び工事の方法の技術基準への

適合に関する説明書
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別添ー 9

（安全上重要な施設）

第十一条 非常用電源設備その他の安全上重要な施設は，次に掲げるところにより施

設しなければならない。

ー ニ以上の原子力施設（加工施設，原子炉施設，再処理施設，廃棄物埋設施設，

廃棄物管理施設及び使用施設等をいう。）において共用する場合には，共用する

ことによって再処理施設の安全を確保する機能が損なわれるおそれがないように

すること。

二 再処理施設の安全を確保する機能を維持するために必要がある場合には，当該

施設自体又は当該施設が属する系統として多重性を有すること。

三 再処理施設の安全を確保する機能を確認するための検査又は試験及びこれらの

機能を健全に維持するための保守又は修理ができること。

( 

L
L
I
Z
h

◎
 

-

1. ・-

し，＇：

［適合性の説明］

添付ー 10 「第 7回申請に係る安全上重要な施設に関する説明書」に第 7回申請に係

る安全上重要な施設を示す。

また，使用済燃料等を内包する容器等の崩壊熱の除去に関する詳細は，添付ー 11 

「崩壊熱除去に関する説明書」に，漏えい液の回収に関する詳細は，添付ー 12「漏え

い液の回収に関する説明書」に示す。

さらに，安全上重要な施設のうち，凍結防止対策が必要な部分は，安全冷却水系の屋

外設置設備であり，この部分の凍結防止対策に関する詳細を添付ー 13「安全冷却水系

の屋外設置設備の凍結防止に関する説明書」に，安全冷却水系冷却塔の雪荷重に関する

評価の詳細を添付ー 5「冷却塔の雪荷重に関する強度計算書」に示す。

ー 第 7回申請に係る安全上重要な施設は，再処理事業所の廃棄物管理施設等他の原子

カ施設との共用はない。

r
へ、ヽ゚

二 第 7回申請に係る施設のうち，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備の精

製建屋塔槽類廃ガス処理設備等の安全上重要な施設については，排風機等の動的機器

を多重化する設計とし，動的機器の単一故障を仮定しても所定の安全機能を確保でき

る設計としている。

計測制御系統施設のうち，安全上重要な施設である計測制御系は，多重性又は多様

性を有するとともに，電気的・物理的な独立性を有する設計とし，動的機器の単一故

障を仮定しても所定の安全機能を確保できる設計としている。

その他再処理設備の附属施設のうち，安全上重要な施設である非常用電気設備は，

系統全体を 2系列とする設計とし，動的機器の単一故障を仮定しても所定の安全機能

を確保できる設計としている。

1 6 
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添付ー 11

（．．＼ 崩壊熱除去に関する説明書
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1. 概要

高レベル廃液ガラス固化設備の高レベル廃液混合槽等の機器は，その機器が内包する

溶解液等から発生する崩壊熱を安全に除去するために冷却コイルあるいは冷却ジャケッ

トを設け，安全冷却水系の安全冷却水により崩壊熱を除去している。

また，崩壊熱除去用の冷却水は，安全冷却水系の冷却塔により除熱され，各建屋の中

間熱交換器を経由して，循環ポンプで各施設の機器に設ける冷却コイル，冷却ジャケッ

トに冷却水を供給する。

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵ホールは，各ホールに混合酸化物貯

蔵容器 1本を収納する設計とし，混合酸化物貯蔵容器から崩壊熱を除去するため，気体

廃棄物の廃棄施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備により，貯蔵ホ

ールの換気を適切に行い混合酸化物貯蔵容器を冷却するとともに，貯蔵室の構造物（コ

ンクリート）の温度を 65℃以下に維持する。

以下に，これらの冷却コイル，あるいは冷却ジャケットを有する機器並びに安全冷却

水系の中間熱交換器が十分な冷却能力を持つことを示す。

2. 設計方針

(1) 沸騰までの時間的余裕が小さい高レベル廃液ガラス固化設備の高レベル廃液混合槽

等の機器は，冷却コイルあるいは冷却ジャケットを多重化し，独立した 2系列の安全

冷却水系による冷却を行う。

これらの機器は， 1系列の安全冷却水系による冷却においても，内包液が沸点等に

至ることを防止する設計とする。また，独立した 2系列の安全冷却水系の中間熱交換

器についても 1系列で十分な冷却能力を有する設計とする。

(2) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵ホールは，換気設備により混合酸

化物貯蔵容器を冷却することで，構造物の温度を適切に維持する設計としている。

3. 評価

(1) 内包液が沸点に至ることを防止するために，各機器が計算上必要な伝熱面積は，

式で示される。

A=Q/  (UX△ td 

下

A

Q

U

L

 

’
 

t
 

△
 

でここ
：計算上必要な伝熱面積

：崩壊熱量

：総括伝熱係数

：対数平均温度差

ヽ
0
9

ミ

内包液が沸点に至ることを防止するために計算上必要な伝熱面積と各機器の実際の

伝熱面積との関係を，第 1表～第 4表に示す。

すべての機器について，実際の伝熱面積が計算上必要な伝熱面積を上回っており，

内包液の沸騰等を防止することが可能である。

-1-
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(2) 混合酸化物貯蔵容器の崩壊熱を除去するために必要な風量は，

れる。

以下の式より求めら

Q=  
p•Cp• △ t 

q
 

Q

q

 

，
 

でここ

p

t

 

P

C
△
 

：風量 (m町h)

：発熱量 (=30W/kg•Pu X 0. 86kcal/h/W X 18 kg・Pu =;:470kcal/h 

：混合酸化物貯蔵容器 1本当たりの発熱量）

：空気の比重 (=l.25 kg/mり
：空気の比熱 (=O.24kcal/kg・ ℃) 

：温度差(=;:30℃，排気温度 60℃ー入気温度 28℃)

(>
-、:... 

／ 

貯蔵ホールでの混合酸化物貯蔵容器の貯蔵本数，最大 1,680本からの総発熱量 qは，

q = 1, 680 X 470=789, 600 (kcal/h) 

従って，崩壊熱を除去するのに必要な風量Qは

Q=  
789,600 

1. 25XO. 24X30 
=87, 800 (m 3 /h) となる。

て
＼
ミ
h
も

従って，貯蔵ホールの換気風量は約 144,OOOm勺hであるので，

熱を除去できる。

貯蔵ホールでの崩壊

C 

: ¥ 
I '  
＼ 

N
0
9
0
ヽ

-2-
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/C/t,D (,{ •. -•. 

第 1表 各機器の計算上必要な伝熱面積と実際の伝熱而積との関係（安全冷却水 2系列の機器） (2 / 2) 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の溶液系

4ー

容抵 肌壊熱密庶 崩壊熱批Q 内包液 総括伝熱 対数平均温 計算上必要 実際の

機器名称 温度 係数 U 度差△ t L な伝熱面積 伝熱面積＊ 備 考
[m汀 [W/m可 [kcal/h] ［℃］ [kcal/rrl h℃] ［℃］ A [面］ [ rrl] 

硝酸プルトニウム

貯槽

混合槽A

混合槽B

一時貯槽

＊安全冷却水 2系列のうち， 1系列の伝熱面積を示す。
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2. 4 ウラン脱硝建屋（その 1)

a. 設置の概要

本建屋は，脱硝施設のウラン脱硝設備，気体廃棄物の廃棄施設のウラン脱硝建屋

塔槽類廃ガス処理設備．その他再処理設備の附属施設等を収容するための建物であ

る。なお，第 2回申請範囲は， しゃへい扉を除く建物である。

(bl 

(c) 

c--

b. 準拠すべき主な法令，規格及び基準

(a) 核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（昭和32年 6月10日 法律第 166号）

核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令

（昭和32年11月21日 政令第 324号）

使用済燃料の再処理の事業に関する規則

（昭和46年 3月27日 総理府令第10号）

再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する総理府令

（昭和62年 3月25日 総理府令第12号）

（昭和25年 5月24日 法律第 201号）

（昭和25年11月16日 政令第 338号）

(d) 

ヽ
ャ

f

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

へ
ヽ
と
ヽ
ぐ
ヽ
v，
夕
守
）

(i) 

建築基準法

建築基準法施行令

日本建築学会による各種規準等

原子力発電所耐震設計技術指針

（重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補ー1984,JEAG4601-1987, 

JEAG4601-1991追補版）

日本工業規格 (JIS)

／一、

2
r

／
＼
 

o
g
t
o
 

C. 設計の基本方針

(a) 本建屋は，十分な強度・剛性及び耐力を有する構造とし，耐震設計上の重要度

に応じた耐震設計を行う。

(b) 本建屋は，内部で取り扱う液体状の使用済燃料等が施設外へ漏えいしない構造

とする。

(c) 本建屋は，周辺監視区域外の線量当量及び放射線業務従事者の線量当量が，昭

和63年科学技術庁告示第20号に定められた線量当量限度を十分に下回るようにし

ゃへい設計を行う。

さらに．本建屋内のしゃへい設計に当たっては，下表に示すように放射線業務

従事者等の関係各場所の立入頻度，立入時間等を考慮したしゃへい設計区分を設

け区分の基準線量当量率を満足するように行う。

また， しゃへい扉の開口部を設ける際には必要に応じて，迷路構造，補助的な

しゃへい材の使用等により，放射線の漏えいを防止する設計とする。

イー 5-1 
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平虞 10年 4月21日
7' 次変更

d. 設計条件及び仕様

名 称 ウラン脱硝建屋

耐震クラス B II 

設

計

条

件

放射線防護

（しゃへい）．

しゃへい設計区分の基準線量当量率を満足す

るものとする。 （しゃへい設計区分を第2.4 
-2表に示す。）

航空機の衝突に対し，安全確保上支障がない

ように設計するものとする。

支持地盤の許容支持力度 1長 期： 200tf/rrf 21 
短期： 390tf/rrf 21 

航空機に対する防護

、＇

ど

（＼ 
基礎及び構造の種類

設

計

仕

様

主要寸法

基 礎：鉄筋コンクリート造（べた基礎）

上部構造：鉄筋コンクリート造

南北方向： 38. 60m (外壁外面寸法）

東西方向： 40. 60m (外壁外面寸法）

階 数：地上 5階，地下 1階

高 さ：地上 26.70m 
壁厚等 ：第 2.4 -1表に示す。

主要材料

鉄 筋： JIS G 3112 (鉄筋コンクリート用

棒銅）に定めるSD345
Jンクリート ： JASS5Nの規定による普通Jンクリート

設計基準強度 300kgf/cm2 

添 付 図 I第2.4. 1 -1図～第 2.4. 1 -8図に示す。

（建物各階平面図，建物断面図）

＼

／

 

N
 

／
ー
＼
‘

竺

S
t
o

特記事項

①汚染防止

管理区域内で人が出入りする本建屋内部の

床及び壁であって，人が触れるおそれのあ

る範囲の表面は，汚染防止に係る措置を行

うことにより汚染を除去し易い構造とする。

（措置の範囲を第 2.4 -2表に示す。）

②閉じ込め

液体状の使用済燃料等の涌えいが拡大する

おそれのある場所は、これらの場所の床面

及び壁面は塗装を行うとともに，施設外へ

混えいするおそれがある場合には堰を設置

して施設外への漏えいを防止する。

③耐火性能

床，壁，天井等は，建設省告示第1675号に

定める 1時間以上の耐火性能を有する耐火

壁とする。

ど
イー 5-3 
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第2.4-2表

平成 14住 12日6日
第 21次変更

ウラン脱硝建屋の汚染防止に係る措置の範囲及びしゃへい設計区分

c....:, 

奎

3= 

SS  IO◎ 

階 数 部屋番号 部 屋 名 称 汚染防止に しゃへい
係る措置 設計区分

地下 1階 Y O 1 0 1 製品充てん第 1室 〇*I , I 3 
Y O 1 0 2 製品充てん第 2室 〇*I I 3 
G O 1 0 3 貯蔵容器払出室 I 3 
Y O 1 0 5 再溶解室 〇*1 I 4 
Y O 1 0 6 硝酸ウラニル貯蔵第 1室

゜
I 4 

Y O 1 0 7 硝酸ウラニル貯蔵第 2室

゜
I 4 

Y O 1 0 8 硝酸ウラニルポンプ室

゜
I 3 

Y O 1 0 9 廃液貯蔵室 〇*I I 3 
Y O 1 1 0 回収酸中間貯蔵室 〇*I I 4 
W O 1 2 1 ユーティリティ設備室 I 1 
G O 1 2 2 管理区域ユーティリティ室

゜
I 2 

YO 1 4. 1 分析室 〇*I I 2 
Y O 1 5 1 貯蔵容器払出室前室 〇*I I 3 
W O 1 7 1 北第 2階段室 I 1 
Y O 1 7 2 北第 1階段室 〇*I I 2 
G O 1 7 3 南第 1階段室

゜
I 2 

G O 1 7 4 地卜 1階東西第 3廊下 〇*1 I 2 
G O 1 7 5 地下 1階東西第 2廊下 I 2 
Y O 1 7 7 地下 1階東西第 1廊下 〇*I I 2 
G O 1 7 8 地下 1階南第 1エレベータホール

゜
I 2 

Y O 1 7 9 北第 1エレベータ 〇*I I 2 
G O 1 8 0 南第 1エレベータ

゜
I 2 

W O 1 8 1 地下 1階北第 1ダクト・配管室 I 1 
Y O 1 8 2 地下 1階北第 1配管室 〇*I I 2 

地上 1階 Y O 2 0 1 粉末取扱第 1室 〇*I I 3 
Y O 2 0 2 粉末取扱第 2室 〇*I I 3 
Y O 2 0 3 硝酸ウラニル供給室 Q*l I 3 
YO 2 0 4 廃ガス処理第 1室 〇*I I 3 
Y O 2 0 5 溶解用UOs抜出室 Q*l I 3 
WO 2 2 1 空調機械室 I 1 
W O 2 3 1 電気盤室 I 1 
G O 2 3 2 制御盤室

゜
I 2 

Y O 2 5 1 地ヒ 1階前室 〇*I I 2 
YO 2 7 4 地上 1階東西第 1廊下 0*' I 2 
G O 2 7 5 地ヒ 1階南第 1エレベータホール

゜
I 2 

W O 2 8 1 地 1-.1階北第 1ダクト・配管室 I 1 
Y O 2 8 2 地上 1階北第 1配管室

゜
I 2 

Y O 2 8 3 地ト'.1階南第 1ダクト・配管室 Q*l I 3 
WO 2 8 4 搬出入室 I 1 

地上 2階 Y O 3 0 1 脱硝第 1室 〇*l I 3 
YO 3 0 2 脱硝第 2室 〇*I I 3 
Y O 3 0 3 濃縮液供給室 Q*l I 3 
Y O 3 0 4 廃ガス処理第 2室 Q*l I 3 
Y O 3 2 1 排気フィルタ室 Q*l I 2・ 
Y O 3 4 1 廃棄物保管室 Q*l I 2 
Y O 3 5 1 搬出入エアロック室前室 〇*1 I 2 
Y O 3 5 2 搬出入エアロック室 Q*l I 2 
G O 3 5 3 第 1倉庫

゜
I 2 

Y O 3 5 4 試薬設備室 Q*1 I 2 
Y O 3 5 5 サブチェンジングルーム Q*l I 2 
Y O 3 5 6 身体除染室 Q*l I 2 
G O 3 5 7 現場放射線管理室

゜
I 2 

G O 3 5 8 放射能測定機器室

゜
I 2 

G O 3 7 4 地上 2階南北第 1廊下 Q*l I 2 
Y O 3 7 5 地上 2階廊下 Q*l I 2 

イー5-6
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平成 19年 3月26日
第 2次軽微届出
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階 数 部屋番号 部 屋 名 称
汚染防止に しゃへい
係る措置 設計区分

地上 2階 Y0376 地上 2階東西第1廊下

゜
I 2 

Y0377 
ウフン脱硝建屋ーウフン・プルトニウム混合脱硝

゜
I 2 

建屋間連絡通路

Y0378 地上2階東西第 2廊下 〇!J I 2 

W0381 地上2階北第 1ダクト・配管室 I 1 

Y0382 地上 2階北第 1配管室

゜
I 2 

Y0383 地上 2階南第 1ダクト・配菅室

゜
I 3 

地上 3階 Y0401 脱硝第 3室

゜
I 3 

Y0402 脱硝第4室

゜
I 3 

G0451 飲水所前室

゜
I 2 

G0474 地上3階南北第 1廊下

゜
I 2 

G0475 
精製建屋ーウラン脱硝建屋，ウラン・プルトニウム

゜
I 2 

混合脱硝建屋間連絡通路

Y0476 地上 3階東西第 1廊下

゜
I 2 

W0491 飲水所 I 1 

地上4階 YO 5 0 1 脱硝第 5室 O*' I 3 

Y0502 脱硝第 6室 O*I I 3 

Y0503 濃縮室 〇*I I 3 

Y0504 廃ガス処理第 3室 〇IJ I 3 

Y0505 プロセス廃気室 〇II I 2 

W0521 外気取入室 I 1 

W0522 給気室 I 1 

G0523 排風機室 〇!I I 2 

W0524 ユーティリティ室 I I 

G0525 南第 1エレベータ機械室

゜
I 2 

Y0541 除染室

゜
I 2 

Y0551 地上4階前室 O*' I 2 

W0552 外気取入エアロック室 I 1 

Y0553 放管用ブロワ室 〇*I I 2 

W0574 地上4階南北第 1廊下 I 1 

Y0575 地上4階東西第 1廊下 〇11 I 2 

W0581 地上4階北第 1ダクト・配管室 I I 

Y0582 地上4階北第 1配管室

゜
I 2 

Y0583 地上4階南第1ダクト・配管室

゜
I 3 

地上 5階 YO 6 2 1 北第第 1エレベータ機械室

゜
I 2 

YO 6 3 1 計装ラック室

゜
I 2 

YO 6 5 1 北第lエレベータ機械室前室

゜
I 2 

注記 1) : 汚染防止に係る措置は、全て塗装である。

2) : * 1は、漏えい防止機能を有する塗装を含む。
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PN 平成 10年 4月21日
7 次変更

i」
＼、

／ ,'1G,OO 

T.M.S.L.52.10 

、t

（
 

40.60 

8~10 

注1:li皮線部は第2回申請tも[i]外である。

注2: △ は地 (15cm以上）を示す。

注3:Y0101, Y0102,W0231, G0232, Y0301 /Y0401 /Y0501, 
Y0302/Y0402/Y0502についてけ、安全上皿要なlit設に
おいて火災の影府を受けるおそれのある 1他設を ll~frlりするため、火
災区)Li;として設定する。

注た、火災区J成の if1l 火璧を貴通する部分には、 Ill 火シールを//~す。
注4-: 0 1; よ火災区域の開口部の[l}j火戸を示す。

◎ は建築基準法に基づく防火区画の開口部の防火

戸を示す。

両方に該当する場合は① （◎)と示す。

注5: 桑は桐製床を示す。

注6:_L/__Lは防火区画を示す。

地下 1階平面図 (T. M. S. L. 46. 8) (単伍： m) 

・゚・--10 20 30m 
！ 

第2.4. 1-1図

ウラン脱硝健屋平面図（その 1)

図ーイー5-1
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PN 平成 10年 4月21日
7 次変更
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¥゚;;. 一・ 10 20 ＿＿ 30m 

一
地上 1階平面図 (T. M. s ． し． 5 5. 3) （単位： m) 第2.1 4. I -2図

ウラン脱硝健屋平而闊（その2)

図ーイー5-2
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PN 平成 10年 4月21日
7 次変更
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⑥ 0.30 

Y0301 

ロ
Y0355 

Y0321 
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゜i.. 一'
10 20 

一
30m 

一
地上2階平面図 (T. M. 

．
 

so し． 6 2. 1) （単包： m) 第2.1 4. I -3琶

ウラン脱硝娃屋平面闊（その3)

’̀ `

 

I/ 

図ーイー5-3
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PN  
平硲 10年土月 21日
7 次蕊更. 
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 ~゚-— 10 20 30m 

！ 

地上3階平面図 (T.M. s. し． 6 5. 5) （単包： m) 第2.・4. 1 -4図

ウラン脱硝建屋平面屈（その4)

｛ 
,,' 

図ーイー 5-4
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PN 平成 10年 4月21日
7 次変更
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10 20 30m 

一
地上4階平面図 (T. M. s. L ． 6 8. 9) （単包： m) 第2.14.1 -5図

ウラ` ノ脱硝健屋平面図（その 5)

IJ 
図ーイー5-5
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地上 5階平面図 (T.M. s. L. 7 6. 7) （単位： m) 第2.4. l -6図

ウラン脱硝建屋平面図（その6)

図ーイー5-6
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VI 設計及び工事の方法の技術基準への

適合に関する説明書
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別添ー 5

（閉じ込めの機能）

第七条 再処理施設は，次に掲げるところにより，使用済燃料，使用済燃料から分

離された物又はこれらによって汚染された物（以下「使用済燃料等」という。）

を限定された区域に閉じ込める機能を保持するように施設しなければならない。

一流体状の使用済燃料等を内包する容器又は管に使用済燃料等を含まない流体

を導く管を接続する場合には，流体状の使用済燃料等が使用済燃料等を含まな

い流体を導く管に逆流するおそれがない構造であること。

八 プルトニウム等を取り扱う室（保管廃棄する室を除く。）及び使用済燃料等

による汚染の発生のおそれがある室は，その内部を負圧状態に維持しうるもの

であること。

九 液体状の使用済燃料等を取り扱う設備が設置される施設（液体状の使用済燃

料等の漏えいが拡大するおそれがある部分に限る。）は，次に掲げるところに

より施設すること。

イ 施設内部の床面及び壁面は，液体状の使用済燃料等が淵えいし難いもので

あること。

ロ 液体状の使用済燃料等を取り扱う設備の周辺部又は施設外に通じる出入口

若しくはその周辺部には，液体状の使用済燃料等が施設外へ漏えいすること

を防止するための堰が施設されていること。ただし，施設内部の床面が隣接

する施設の床面又は地表面より低い場合であって，液体状の使用済燃料等が

施設外へ漏えいするおそれがないときは， この限りではない。

ハ 再処理施設を設置する工場又は事業所の外に排水を排出する排水路（湧水

に係るものであって使用済燃料等により汚染するおそれがある管理区域内に

開口部がないものを除く。）の上に施設の床面がないようにすること。ただ

し，当該排水路に使用済燃料等により汚染された排水を安全に廃棄する設備

及び第18条第 3号に掲げる事項を計測する設備を施設する場合は， この限り

でない。
ヽ

3
の
8
~

〔適合性の説明〕

ー 液体状の使用済燃料等を内包する容器又は管に使用済燃料等を含まない流体

を導く管を接続する場合には，液体状の使用済燃料等が使用済燃料等を含まな

い流体を導く管に逆流することのないよう止め弁，逆止弁の設置等の措置を講

ずることとする。

清浄区域のダクトに使用済燃料等により汚染された空気が逆流するおそれが

ないように，汚染のおそれのある区域への給気ダクト及び清浄区域の出口と汚

染のおそれのある区域の合流部の清浄区域側ダクトに逆止ダンパを設けること

とする。

7
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平成 5年11月25日
補 正・

＾ 
八 使用済燃料等による汚染の発生のおそれがある室は，その内部を負圧状態に

維持することとする。

九 第 2回申請に係る施設のうち，液体状の使用済燃料等の漏えいが拡大するお

それがある部分は，以下の通り施設することとする。

イ 液体状の使用済燃料等が漏えいし難い構造とするため床面及び壁面は，塗

装等を施すこととする。

ロ 第 2回申請に係る建物で液体状の使用済燃料等を取り扱う設備の周辺部又

は施設外に通じる出入口若しくはその周辺部には，堰（堰と同様な効果を有

する床面段差等を含む）を設け，液体状の使用済燃料等が施設外へ漏えいす

ることを防止する構造とするので，施設外へ漏えいするおそれはない。堰の

容量についての詳細は，添付ー 8「堰の容量に関する説明書」に示す。

ノ、 第 2回申請に係る建物は，本工場の外に排水を排出する排水路の上に施設

の床面がないように施設することとする。

--.. ｀
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平成 5年 11月25日
補正
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添付ー 8

堰の容量に関する説明書
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平成 5年 11月25日
袖正

堰 の容量の評価について

1. はじめに

液体状の使用済燃料等を取り扱う設備が設置されている施設に対し，技術基準第 7条

第 1項第九号口で「液体状の使用済燃料等を取り扱う設備の周辺部又は施設外に通じる

出入口若しくはその周辺部には．液体状の使用済燃料等が施設外へ漏えいすることを防

止するための堰が施設されていること。」が要求されている。

以下に堰の設置に関する基本的な考え方を示す。

2. 液体状の使用済燃料等の放射性物質の濃度

液体状の使用済燃料等の放射性物質の濃度については，発電用原子力設備に関する技

術基準（昭和40年通商産業省令第 62号）第 31条第 3項の解説を考慮して37Bq/cm3

を超えるものとする。

3. 堰の設置場所

(1)当該設備の周辺部又は施設外に通じる出入口若しくはその周辺部で施設外への漏えい

防止が適切に図れる場所に設ける。

(2)堰は建物謳体の一部であり，建物本文添付図にその設置場所を示すことによって建物

として申請する。

ヽ

¥.;,) 叫、
,,.,. 

c, 
l.,,") 

4. 評価の考え方

堰の評価は，対象容器からその全量が流出したことを想定し，その容量が有効エリア

容量より少ないことを確認する。

(1)対象容器

対象容器は，当該エリアに設置される容器のうち．焉えい液受皿を下部に設置してい

る容器を除く最大容量の容器とし．当該エリアにおける他の容器の同時破損については

考慮しないものとする。
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平成 5年 11月25日
補正

(2)エリア内床面積

当該エリア内床面積とは，対象容器が設置される階で漏えい液が流れ込む範囲の床面

積であるが，評価に際しては保守側となるょう対象容器から堰までに漏えい液が通過す

る部屋の床面積の和とする。

(3)有効エリア容量

有効エリア容量とは，機器基礎等の体積及び床こう配を考慮して，保守側の評価とな

るようエリア内床面積と堰の高さの積の1/3の容量を有効エリア容量とする。

床こう配の例を下図に示す。

A
0
 

有効エリア容量 -------

騨？ぺ~子三二cr-------------
-------

ヽ

.. 4 
~--、、・-.•· —、,ヽ.,

c..Cつ

2
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設

刈松． 凶

ウ

フ一

ン

脱

硝

建

屋

陛

： 
開
戴

i 
;~ 
『llcl 

~i 

11!-'(,l I j-ジ1'1j 所

抽準床レベル

T. M. S. L. (m) 

'16.8 

55.3 

62. l 

65.5 

GB. D 

7G. 7 

6り-u・;
(6008 z7〉

容器 名称

（部屋番号）

回11噂中YO間llIIO五)槽

第1/Jiガス~洗)浄塔
Y020 

第却器1廃ガス洗浄塔冷

(Y0304) 

鵬月〗
Y0501) 

いて

第 4表

容器容班

(ml) 

① 

20 

2 

2 

l 

施設外への濶えい防止能力の評価

エリア F'~1斗ミ m; {翡 (mi) 堰の高さ 有効エリア容ll¥:

（対象エリア） (cm) (m~) 

② ③ ④ 

313 20以上 20.8 
(YOllO. Y0109. YOl~l. G017~) 

lGl 15以上 8. 0 
(Y0204, Y020L Y0274, Y0172) 

205 15以上 10. 2 
(Y030'1. Y0301. Y0378. Y03~1. ]
Y0352 

188 15以上 9. 9 
(Y0501. Y0575. Y055l) 

結果

評 価

①く④

合 施当誓該設腔クのヘ施鰭の股:-, 外唸出梗はえ恩な
¥,、゜

合
容料し誌当渾該JI'必峰・しの）施加l麟没梵外大漏え
贔

し‘゜

合 響鴫響“鴨囁

し‘゜

亨峠附睾麟摩尉i~. し、 スな
い けな
しヽ。

合

響当渾該,恥,砂）施麟' 段"外大容掘え器

¥,、0

当該防ため陛,l蝉、に施J紅・峠四りは各設，且＇はii -
いぃ け危な
し9。

-- . . 
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別紙６－２

変更前記載事項の

既工認等との紐づけ

（第２章 個別項目 冷却水設備等）
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別紙６−２① 

基本設計⽅針の第 1 回申請範囲 
全体 第１回申請範囲 

7. その他再処理設備の附属施設 

 7.2 給水施設及び蒸気供給施設 

  7.2.2 冷却水設備 

     冷却水設備の設計に係る共通的な設計方針については，第 1章 共通項目の「2. 地盤」，「3. 

自然現象等」，「4. 閉じ込めの機能」，「5. 火災等による損傷の防止」，「6. 再処理施設内にお

ける溢水による損傷の防止」，「7. 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」

及び「9. 設備に対する要求」に基づくものとする。 

     冷却水設備は，一般冷却水系及び安全冷却水系で構成し，再処理施設内の各施設で発生する熱

を除去し，冷却塔から大気に放熱する設計とする。 

 

   7.2.2.1 一般冷却水系 

       一般冷却水系は，各建屋換気空調用，使用済燃料輸送容器管理建屋用，再処理設備本体用，

運転予備用ディーゼル発電機用，第 2運転予備用ディーゼル発電機用及び再処理設備本体の

運転予備負荷用の系統で構成する設計とする。 

 

     (1) 各建屋換気空調用 

       各建屋換気空調用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプに

よって，再処理設備本体，計測制御系統施設，放射性廃棄物の廃棄施設及びその他再処理設

備の附属施設に冷却水を供給し，主として各建屋換気空調等で発生する熱を除去する設計と

する。 

 

     (2) 使用済燃料輸送容器管理建屋用 

       使用済燃料輸送容器管理建屋用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水

循環ポンプによって，使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリア内の放射性廃棄物の廃棄施

設の換気空調及びその他再処理設備の附属施設に冷却水を供給し，発生する熱を除去する設

計とする。 

 

     (3) 再処理設備本体用 

       再処理設備本体用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプに

よって，再処理設備本体及び放射性廃棄物の廃棄施設の凝縮器等に冷却水を供給し，発生す

る熱を除去する設計とする。 

 

     (4) 運転予備用ディーゼル発電機用及び第 2運転予備用ディーゼル発電機用 

       運転予備用ディーゼル発電機用及び第 2 運転予備用ディーゼル発電機用の一般冷却水系

は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプによって，その他再処理設備の附属施

設の運転予備用ディーゼル発電機及び第 2運転予備用ディーゼル発電機に冷却水を供給し，

発生する熱を除去する設計とする。 

 

7. その他再処理設備の附属施設 

 7.2 給水施設及び蒸気供給施設 

  7.2.2 冷却水設備 

     冷却水設備の設計に係る共通的な設計方針については，第 1章 共通項目の「2. 地盤」，「3. 

自然現象等」，「4. 閉じ込めの機能」，「5. 火災等による損傷の防止」，「6. 再処理施設内にお

ける溢水による損傷の防止」，「7. 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」

及び「9. 設備に対する要求」に基づくものとする。 

     冷却水設備は，一般冷却水系及び安全冷却水系で構成し，再処理施設内の各施設で発生する熱

を除去し，冷却塔から大気に放熱する設計とする。 

 

   7.2.2.1 一般冷却水系 

       （一般冷却水系に係る基本設計方針については，一般冷却水系の詳細設計の対象となる申

請書で示す。） 
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     (5) 再処理設備本体の運転予備負荷用 

       再処理設備本体の運転予備負荷用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却

水循環ポンプによって，運転予備負荷に直接，又は冷凍機を介して冷却水を供給し，発生す

る熱を除去する設計とする。 

 

   7.2.2.2 安全冷却水系 

       安全冷却水系は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用，再処理設備本体用並びに第 2

非常用ディーゼル発電機用の系統で構成する設計とする。 

 

     (1) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 

       使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系（MOX 燃料加工施設と一部供用（以

下同じ。））は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプによって，使用済燃料の貯

蔵施設のプール水冷却系の熱交換器及びその他再処理設備の附属施設の第1非常用ディーゼ

ル発電機等に冷却水を供給し，発生する熱を除去する設計とする。 

       使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系は，独立した 2系列の冷却塔，冷

却水循環ポンプ等により構成し，1 系列の運転でも必要とする熱除去ができる容量を有する

設計とする。 

       使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系は，MOX 燃料加工施設と共用する

モニタリングポストの非常用電源設備である第1非常用ディーゼル発電機の熱を除去するた

め，MOX 燃料加工施設と共用し，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

 

     (2) 再処理設備本体用 

       再処理設備本体用の安全冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプに

よって再処理設備本体，計測制御系統施設，放射性廃棄物の廃棄施設及びその他再処理設備

の附属施設の機器類等に冷却水を供給し，各施設で発生する熱を除去する設計とする。 

       再処理設備本体用の安全冷却水系の冷却水は，崩壊熱により溶液が沸騰するおそれのある

機器の崩壊熱の除去，安全圧縮空気系の空気圧縮機の冷却，建屋換気空調等のために供給す

る設計とする。 

       再処理設備本体用の安全冷却水系は，独立した 2系列の冷却塔，冷却水循環ポンプ等によ

り構成し，1系列の運転でも必要とする熱除去ができる容量を有する設計とする。 

       崩壊熱除去用の冷却水は，各建屋に中間熱交換器を設置して熱交換し，冷却水循環ポンプ

で各施設の機器に設ける冷却コイル又は冷却ジャケットに冷却水を供給する。崩壊熱による

溶液の沸騰までの時間余裕が小さい場合は，中間熱交換器以降は独立した 2系列とする設計

とする。 

       崩壊熱除去用冷却水の供給が必要な施設は溶解施設の溶解設備の中間ポット，分離施設の

分離設備の溶解液中間貯槽，精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニウム溶液受槽等で

ある。 

 

 

 

 

 

 

   7.2.2.2 安全冷却水系 

       安全冷却水系は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用，再処理設備本体用並びに第 2

非常用ディーゼル発電機用の系統で構成する設計とする。 

 

     (1) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 

       (使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系に係る基本設計方針について

は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系の詳細設計の対象となる申請書

で示す。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (2) 再処理設備本体用 

       再処理設備本体用の安全冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプに

よって再処理設備本体，計測制御系統施設，放射性廃棄物の廃棄施設及びその他再処理設備

の附属施設の機器類等に冷却水を供給し，各施設で発生する熱を除去する設計とする。 

       再処理設備本体用の安全冷却水系の冷却水は，崩壊熱により溶液が沸騰するおそれのある

機器の崩壊熱の除去，安全圧縮空気系の空気圧縮機の冷却，建屋換気空調等のために供給す

る設計とする。 

       再処理設備本体用の安全冷却水系は，独立した 2系列の冷却塔，冷却水循環ポンプ等によ

り構成し，1系列の運転でも必要とする熱除去ができる容量を有する設計とする。 

       崩壊熱除去用の冷却水は，各建屋に中間熱交換器を設置して熱交換し，冷却水循環ポンプ

で各施設の機器に設ける冷却コイル又は冷却ジャケットに冷却水を供給する。崩壊熱による

溶液の沸騰までの時間余裕が小さい場合は，中間熱交換器以降は独立した 2系列とする設計

とする。 

       崩壊熱除去用冷却水の供給が必要な施設は溶解施設の溶解設備の中間ポット，分離施設の

分離設備の溶解液中間貯槽，精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニウム溶液受槽等で

ある。 
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       再処理設備本体用の安全冷却水系は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系の空

気圧縮機へ直接供給し，また，制御建屋等で非常用所内電源系統に接続する建屋換気設備等

へ冷凍機を介して供給する設計とする。 

 

     (3) 第 2 非常用ディーゼル発電機用 

       第 2 非常用ディーゼル発電機用の安全冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水

循環ポンプによって，その他再処理設備の附属施設の第 2非常用ディーゼル発電機に独立し

て冷却水を供給し，発生する熱を除去する設計とする。 

 

 

 

       再処理設備本体用の安全冷却水系は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系の空

気圧縮機へ直接供給し，また，制御建屋等で非常用所内電源系統に接続する建屋換気設備等

へ冷凍機を介して供給する設計とする。 

 

     (3) 第 2 非常用ディーゼル発電機用 

       （第 2非常用ディーゼル発電機用の安全冷却水系に係る基本設計方針については，第 2非

常用ディーゼル発電機用の安全冷却水系の詳細設計の対象となる申請書で示す。） 
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変 更 前 変 更 後 

7. その他再処理設備の附属施設 

 7.2 給水施設及び蒸気供給施設 

  7.2.2 冷却水設備 

     冷却水設備の設計に係る共通的な設計方針については，第 1章 共通項目の「2. 地盤」，「3. 

自然現象等」，「4. 閉じ込めの機能」，「5. 火災等による損傷の防止」，及び「9. 設備に対する

要求」に基づくものとする。 

 

 

     冷却水設備は，一般冷却水系及び安全冷却水系で構成し，再処理施設内の各施設で発生する熱

を除去し，冷却塔から大気に放熱する設計とする。 

 

 

7. その他再処理設備の附属施設 

 7.2 給水施設及び蒸気供給施設 

  7.2.2 冷却水設備 

     冷却水設備の設計に係る共通的な設計方針については，第 1章 共通項目の「2. 地盤」，「3. 

自然現象等」，「4. 閉じ込めの機能」，「5. 火災等による損傷の防止」，「6. 再処理施設内にお

ける溢水による損傷の防止」，「7. 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」

及び「9. 設備に対する要求」に基づくものとする。 

 

     冷却水設備は，一般冷却水系及び安全冷却水系で構成し，再処理施設内の各施設で発生する熱

を除去し，冷却塔から大気に放熱する設計とする。 

 

 

   7.2.2.2 安全冷却水系 

安全冷却水系は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用，再処理設備本体用並びに第 2非

常用ディーゼル発電機用の系統で構成する設計とする。 

 

   7.2.2.2 安全冷却水系 

変更なし 

 

 

     (1) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 

       (使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系に係る基本設計方針について

は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系の詳細設計の対象となる申請書

で示す。) 

 

     (2) 再処理設備本体用 

       再処理設備本体用の安全冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプ

によって再処理設備本体，計測制御系統施設，放射性廃棄物の廃棄施設及びその他再処理

設備の附属施設の機器類等に冷却水を供給し，各施設で発生する熱を除去する設計とす

る。 

       再処理設備本体用の安全冷却水系の冷却水は，崩壊熱により溶液が沸騰するおそれのあ

る機器の崩壊熱の除去，安全圧縮空気系の空気圧縮機の冷却，建屋換気空調等のために供

給する設計とする。 

 

       再処理設備本体用の安全冷却水系は，独立した 2系列の冷却塔，冷却水循環ポンプ等に

より構成し，1系列の運転でも必要とする熱除去ができる容量を有する設計とする。 

 

 

 

     (1) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 

       (使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系に係る基本設計方針について

は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系の詳細設計の対象となる申請書

で示す。) 

 

     (2) 再処理設備本体用 

変更なし 

 

既設工認 本文（第 6回申請） 

既設工認 本文（第 2回，第 6回申請） 

既設工認に記載はないが，既許可添付書類六に示す冷却水設備の構成に係る記載であり，既
設工認時より系統構成に変更がないため，変更前に記載。 

冷⽔③-2 

冷⽔③-3 ：既設工認に記載されている内容と同様 

：既設工認に記載されている内容と全く同じではないが、既設工認の 

記載を詳細展開した内容であり、設計上実施していたもの 

：その他既設工認に記載されていないが，従前より設計上考慮して 

 実施していたもの 

【凡例】 

冷⽔③-4 

既設工認 本文（第 6回申請） 

冷⽔① 
冷⽔③-1 
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変 更 前 変 更 後 

 

       崩壊熱除去用の冷却水は，各建屋に中間熱交換器を設置して熱交換し，冷却水循環ポン

プで各施設の機器に設ける冷却コイル又は冷却ジャケットに冷却水を供給する。崩壊熱に

よる溶液の沸騰までの時間余裕が小さい場合は，中間熱交換器以降は独立した 2系列とす

る設計とする。 

 

       崩壊熱除去用冷却水の供給が必要な施設は溶解施設の溶解設備の中間ポット，分離施設

の分離設備の溶解液中間貯槽，精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニウム溶液受槽

等である。 

 

       再処理設備本体用の安全冷却水系は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系の

空気圧縮機へ直接供給し，また，制御建屋等で非常用所内電源系統に接続する建屋換気設

備等へ冷凍機を介して供給する設計とする。 

 

     (3) 第 2 非常用ディーゼル発電機用 

       （第 2非常用ディーゼル発電機用の安全冷却水系に係る基本設計方針については，第 2

非常用ディーゼル発電機用の安全冷却水系の詳細設計の対象となる申請書で示す。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (3) 第 2 非常用ディーゼル発電機用 

       （第 2非常用ディーゼル発電機用の安全冷却水系に係る基本設計方針については，第 2

非常用ディーゼル発電機用の安全冷却水系の詳細設計の対象となる申請書で示す。） 

 

 

既設工認 本文（第 6回申請） 

既設工認 本文（第 5回申請） 

既設工認 本文（第 5回申請） 

冷⽔② 

冷⽔② 

冷⽔③-3 
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